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　　20Q5早め年頭にあたり一言こ挨拶申し上げます。

　昨年を振り返って見ますと、一昨年のイラク戦

争とSARS禍という世界的な不安要因が一応の落

ち着きを見せるとともに、米国経済の回復と中国

経済の高成長が牽引役となって世界経済は好調に

推移しました。ここ暫くはおおむね堅調な成長軌

道を辿るものと期待されています。また、長い不

況に喘いできたわが国の経済も、昨年になって漸

く明るさが見え始め、昨年9月期の中間決算では、

上場企業め多くが大幅な増収増益を記録し、2期
　　　　　き

連続で寧去最高類を更新する企業が相次ぎました。

海運輝も円高の進行やバンカー油の高騰といっ

た逆副琴見舞われ、先行き楽観を許さない状況に

ありますが、定期船、不定期船、タンカーの3部

門ともに好調な市況に支えられ、外航海運企業各

社の収益が大幅に改善されたことは喜ばしい限り

です。

　さて、回復基調に乗り始めたかに見えるわが国

経済ですが、本格的な回復を確実なものとし一層

発展させていくためには、わが国の社会、経済全

般に亘る諸規制の見直しを図り、様々な分野にお

ける構造改革を推し進めていく必要があります。

2001年4月の小泉内閣の発足によって緒についた

構造改革ですが、約4年近くを経毒してもまだま

だ十分とは言えないのが現状ではないでしょうか。

産業界、特に国際市場において熾烈な競争を繰り

広げている外航海運にあっては、諸外国と対等な

条件で競争を繰り広げていくための税制等の環境

整備、いわゆるイコール・プッディングが不可欠

です。

　欧州各国では、一種の海運支援策であるトン数

標準税制をかなり以前から導入していますが、最

鯉，
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　日本船主協会

会長草刈隆．郎

近では米国や韓国でも相次いで導入を決定しまし

た。また、日本籍の外航船舶は年々減少の一途を

辿り、僅か100隻を数える程になっています。当協

会は、今や世界標準ともなったトン数標準税制の

導入を含む海運税制の抜本的見直し、さらには外

航船舶に対する第二船籍制度の創設を目指して国

土交通省当局との間で検討を進めているところで

す。本年は何としてもこれら課題の実現に向けて

道筋を立てる年にしたいと念願しています。一方、

内航海運企業は、依然として厳しい経営環境にあ

ります。国内物資輸送の大動脈としての機能を維

持し、安定した輸送を確保してし、くためにも、必

要な規制緩和や税制措置を各方面に訴えて行く所

存です。また、低公害で大：量輸送機関であること

の特性を生かして、陸上輸送から内航海運へのモ

ーダルシフトを促進するための施策を支援してい

きたいと考えています。

　この他にも、水先制度の改革など港湾関連業務

問題、テロや海賊対策といった航行安全問題、海

洋環境の保全への取り組みなど、海運業界を巡る

課題は山積しています。外国人船員問題への対応

や当協会自体の組織改革などは一応の方針が決定

したものの、腰を据えた取り組みが求められてい

ます。いずれもまた、将来に亘って海運業界が健

全に発展し、物資の安定輸送という社会の付託に

応えていくためには避けては通れない課題ばかり

です。

　日本船主協会は、これらの問題を一つ一つ克服

し、わが国の海運業界がより一層社会の付託に応

えられるよう、これからも全力で取り組んで行く

所存です。
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　海運関係者には、新年の祝い酒が例年に増して

おいしく感じられる人が多かったことだろう。昨

年9月の中間決算で、上場海運14社のうち11社ま

でが連結経常利益の大幅増益を達成した。運賃は

高値に張り付いたままで、急落する兆候もない。

上位3社は、経常利益の1000億円突破が確実視さ

れている。

世界経済のステージが変わった

　好業績をもたらしたのは、言うまでもなく運賃

の高騰だ。そして、その背景にはBRICs（ブラジ

ル、ロシア、インド、中国〉と呼ばれる新興大国

の経済成長がある。

　「ドラゴンクエスト1」など初期のロール・プレ

イング・ゲームで、橋を一つ渡ると遭遇するモン

スターが急に強くなり、対応にとまどったように、

人口大国の台頭は世界経済のステージを変えた。

　中国の粗鋼生産量はここ数年、年間3000万トン

のペースで増えている。毎年、新日本製鉄が1社

つつ誕生している計算だ。鉄鉱石、原料炭やそれ

らを運ぶ海上運送の供給が追い付かなくなるのは

無理もない。

　石炭、原油から金、海運の運賃にまで広がった

市況の高騰は、既存の世界経済が新たなステージ

に対応できないことによるものと、見てよいだろ

う。サウジアラビアなど中東産油国がようやく新

たな油田開発に乗り出したように、・各国、各企業

は供給能力の拡大に動き始めた。

　日本の海運各社も、大がかりな船舶投資に踏み

切った。しかし、船舶の完成までには時間がかか

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　聴．

　様々な一次産晶で指摘される需給ギャップが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，勇
供給増で一朝一夕に解消するとは思えな繕。売り

手優位の相場は、今年も続く可能性が高いと考え

ている。

中国経済の帰趨

　波乱を起こすとすれば、需要サイドの要因だ。

原油など一次産品の市況高騰は、米国や開発途上

国の景気に冷水を浴びせる。交易条件の悪化が成

長にブレーキをかける、という現象は第一次石油

危機を通じて日本が経験したところでもある。

　中国はどうだろう。中央政府は昨春、過熱する

景気に危機感を抱き、金融の引き締めに転じた。

融資先を選別する窓口指導に始まり、最終的には

金利を引き上げた。ただ、昨秋以降は、金融引き

締めの効果を確認したのか、景気中立的な経済運

営に努めている。
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　こうした政策に見られるように、交易条件の悪

化は景気にさほど打撃を与えていないようだ。ど

んどんとビルが立つ伸び盛りの中国は、貿易赤字

の拡大をも飲み込んで、力強い成長を続けるのか

もしれない。政府も国内総生産（GDP）で8％の

成長に自信を示している。

　だが、昨年1φ月、北京と上海を取材して、中国

の8％成長の持続には、「分母巨大化の壁」が立ち

ふさがっていると感じた。

　分母が小さいうちは、同一の伸び率を確保する

ことは難しくない。しかし、分母が大きくなるに

つれ、一定率の維持は難しくなってくる。増やす

べき量が等比緯数的に膨張するからだ。・中国経済

の成長も、そろそろこの壁に突き当たるのではな

．いか、との思いを強くしている。

　　　薬

難しい霞力不足の解消

てみよう。

　中国は昨夏、全国的な電力不足に見舞われた。

とりわけ経済成長が著しい上海などの長江デルタ

は、電力事情が厳しく、輪番停電が常態化した。

この地域では、今冬も電力不足が懸念されている。

　中国政府のエネルギー当局者によると、旺盛な

電力需要の伸びに対応するため毎年、発電容量を

3000万一4000万kw増強する必要がある。これは東

京電力の養母設備の半分に当たり、関西電力にほ

ぼ匹敵する。あれだけの年月をかけ、100万人の住

民を移転させて建設した三峡ダムの予想発電能力

がユ800万kw強。実に三峡ダムを毎年2つずつ完成

させないと追い付かない数字だ。

　これまでのところ中国は、こり膨大な発電所建

設を何とかなしとげてきた。原動力は石炭火力だ。

5社に分割された国営発電会社と地方政府が競う

ように石炭火力を建設し、曲がりなりにも電力需

給のつじつま合わせを果たしているのである。

　だが、犠牲は大きく、行き詰まりも見えている。

犠牲は中小炭鉱の事故だ。国家安全生産監督管理

局によると、中国では2001年から昨年10月までの

4年間に、10人以上が死亡した炭鉱事故が188件も

発生しているという。一方、内陸部で生産される

石炭を臨海部の発電所に運ぶ鉄道にも、限界が見

え始めた。鉄道輸送に占める石炭の比率は既に6

割に達しているとされ、新設された発電所に石炭

を安定供給することが、次第に難しくなっている。

　エネルギー当局者は、①炭鉱の近くに発電所を

立地し、送電線で電気を送る②臨海部は輸入炭を

使う一との対策を示した。このうち送電線の建設

は、それ自体が大事業であり、ある程度の時間を

覚悟しなければならない。

　中国は電力以外にも、水や道路、鉄道などのイ

ンフラで問題を抱えている。インフラ不足がネッ

クになって、GDP成長の頭を押さえつける、とい

うのが私の読みだ。

　中国には、国内の経済格差、国営企業の経営難、

失業対策など8％成長の維持を至上命題とせざる

を得ない政治的な国内要因がある。だが、世界経

済にとって、中国経済の5％程度へのスローダウ

ンは、それが暴動などの混乱につながらない限り、

決して悪いことではない。

　BRICsには、背伸びしない着実な成長の持続を

期待したい。それは一次産品の供給に過剰な負荷

をかけず、世界経済に安定感をもたらすだろう。
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　国際海事機関（IMO）の第79回海上安全委員会

（MSC79）が、2004年12月1日から10弓までロン

ドンのIMO本部において開催され、バルクキャリ

アの安全問題、ゴールベース・スタンダード、海

事保安等について審議が行なわれた。

　その概要は次のとおりである。

1、バルクキャリアの安全問題

　2004年5月に開催されたMSC78において、バル

クキャリアの安全対策として新造船に対して、二

重船側構造を強制化するためのSOLAS条約（海上

人命安全条約）第12章の改正案が提出されたが、

ギリシアより安全性向上の面からその必要性に疑

問があるとして、二重船側の強制化に反対する提

案がなされた。

　審議・投票の結果、ギリシア提案のとおり二重

船側構造の強制化が否決され、単船側と二重船側

の両方を認める条約改正案が承認された（但し、

強制化の提案を行っていた英国は留保を表明した）。

　今次会合では、MSC78で承認された改蕊SOLAS
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド
第12章が採択された（発効は2006年7月1日を予

定）。

　その主な改正点は次のとおりである。

（1）バルクキャリアの定義

　　「主として乾貨物をばら積みする船舶」がバル

　クキャリアとして定義された。

（2）二重船側バルクキャリアに対する要件

　　二重船側化は強制要件とはならなかったが、

　二重船側バルクキャリアの要件が定められ、単

　船側バルクキャリアのみに要求されていた浸水

　時復原性要件・構造要件を二重船側バルクキャ

　リアにも適用することとなった。

（3）　二重舟告側ゆ嘉

　　二重船側内のメンテナンスや交通性を考慮し

　て二重船側幅が定められた。

　①船側外板と縦隔壁の幅はLOO伽皿以上

②クリアランスは横式構造の場合60伽以上、

　　縦式構造の場合は80伽m以上

4翻ぜんきょうルπ2α武5



㈲　二重船側内への貨物積載の禁止

　　二重船側内への貨物の積載は認められない旨

　の規定が追加された。

（5）復原性コンピューター

　　長さ150m未満のバルクキャリアに復原性を計

　算できるコンピューターの搭載が要求された。

（6）隔倉積み禁止（現存船）

　　現存単船側バルクキャリア（船齢10年以降）

　に対して隔倉積み禁止が定められた。

（7＞船側構造の追加強度要件

　　MSC78において、留保を表明していた英国よ

　り、船側構造強度の強化を図るための追加要件

　に関する提案がなされ、審議の結果、同提案が

　合意された。

　　本追加要件に関する具体的な要件・解釈につ

　いては、今後IACS（国際船級協会連合）によっ

　て作成される予定である。

（8）塗装要件の強制化

　　SOLAS第12章改正案には、バルクキャリアの
　　　　ア　ぼ

轟型鶏繍1編饗難聴；空

　　今次会合で、わが国政府より、現時点におい

　て塗装基準が定められていない点を指摘し、同

　規定の削除を求める提案がなされた。

　　審議の結果、同規定の削除には至らなかった

　が、IMOで塗装の強制基準が作成されるまでの

間は、各国が容認可能な塗装基準を参照するこ

と（＝現行基準によること）となった。また、

IACSからの提案により、同基準はバラストタン

クにも適用されることとなった。

　今後、塗装基準案は、2005年2月開催予定の

IMO第48回設計設備小委員会（DE48）で審議が

開始されることとなる。

2．ゴールベース・スタンダード

　2003年5月に開催されたMSC77において、現在、

各国／船級協会ごとに異なっている船体の構造基

準について、今後ある一定の目標を定め、国際的

に合意された要件を設定することが合意され、今

回のMSC79において、このGoal　Based　Standard

（GBS：目標達成型の新造船建造基準）に関する本

格的な審議が開始された。

　今次会合では、IACS、ギリシアおよびバハマの

共同提案（図1参照）をベースに、GBSの基本概

念および構成について審議が行われた。

　わが国政府は、工MOにおけるGBSへの取り組み

をフル・サポートすること、高いレベルのゴール

を達成するための道筋は柔軟であるべきこと、メ

ンテナンスと運航についての要件をIMOで定める

べきである旨を主張した（図2参照）。

　審議の結果、構成については、5段階の階層構

造とし、第1階層（目標）、第2階層（機能要件）

図1　1ACS、ギリシャおよびバハマが提案するゴール・ベース・スタンダードの枠組み

　Tler　I（第1階層）凹ゴールベーズの安全目標

Tier　H（第2階層）

巳ゴールベーズの機能要件

　　　　　Tler皿（第3階層）”ゴールベース囲の適合基準に対する検証手法

　　　　　　　Tier　y（第4階層）

Z術手続き、ガイドライン、船級規則及び業界標準

Tler　V（第5階層）

建造、運航、メンテナンス、訓練、配乗等に関する実施コード及び品質システム
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図2　日本が提案するゴール・ベース・スタンダードの概念

　Tier　I（第1階層）

“ゴールベーズ脚の安全目標

．
豊
陛

　Tle「H　（第2匡皆層）

開ゴールベース”の機能要件

メンテナンス 設計と建造 運 航

　τier皿　（第3β皆層）

適合基準に対する検証手法

Tier　D／　（第4β皆層）

船　級　規　則

　　　　　　　Tle「V（第5階層）
建造、運航、メンテナンス、訓練、配乗等に関する実施コード

および第3階層（検証手法）はIMOで定め、第4

および第5階層については、船級協会等が作成す

ることとなつ為。

　基本概念と構成については、以下の内容が検討

されたものの決定には至らず、引き続き次回MSC

80（2005年5月開催予定）で検討することとなっ

た。

（1）GBSの基本概念

　　GBSは、

・船舶の生涯を逼じて求められる安全、環境、保

　安を広く包含した基準であり、

・IMO、主官庁、船級協会、その他の組織が定め

　る規則によって達成すべきレベルであり、

・船舶の設計および技術に関係なく、明確で、実

　証、検証、長期使用、実施および達成が可能で

　あり、

・異なった解釈を生まない程度に詳細であること。

（2）GBSの構成

・第1階層（目標）

　　全ての船舶は、一生を通じて予想される運航

　および環境条件において、適切な運航およびメ

　ンテナンスが行われた場合に、規定された設計

　寿命の間、安全かつ環境にやさしくあるよう設

　計・建造されること

・第2階層（機能要件）

　　当面タンカーとバルクキャリアについて、設

計寿命、環境条件、疲労寿命およ・び構造強度に

ついて検討

3．航海データ記録装置（VDR＝Voyage　Data

Rec・・d・・）の現存髄用　　ll

　2000年12月に開催されたMSC73においζ、「2002

年7月以降に建造される3，000総トン以上φ船舶お

よび現存RO・RO旅客船にVDRを搭載ずること」

が採択されたが、現存貨物船に対してはその適用

の可能性について、引続きIMO航行安全小委員会

（NAV）で検討することとされた。

　その後、約3年聞のNAVにおける検討を経て、

経済性および実効性が考慮された簡易型VDR（S－

VDR二Simp雌ed　VDR）＊も認めることで、現存貨

物船へのVDR搭載の義務化が合意され、採択のた

め今次会合に報告された。

　審議の結果、以下の内容のSOLAS規則改正案が

採択された。

（1）20，000総トン以上の船舶（2006年7月1日発効＞

　　2006年7月1日以降の最初に計画されている

　入渠時に搭載すること。ただし、2009年7月1

　日までに搭載のこと。

（2＞3，000総トン以上20，000総トン未満の船舶

　（2007年7月1日発効）

　　2007年7月1日以降の最初に計画されている

　入渠時に搭載すること。ただし、2010年7月1
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　日までに搭載のこと。

（3）上記発効日から2年以内に廃船する船舶には

　適用を除外することができる。

　＊S－VDR：従来の船体固定型カプセルタイプ（耐水深6，000

　m＞に加えて、浮揚型カプセルタイプも承認された。

　現在、日本造船研究協会を中心として浮揚型カプセル

　　タイプの開発が進められている。

4．IMO会社識別番号

　2002年5月に開催されたMSC75において、　Lloyd’s

Register・Fairplay社（LR・F）が提供するサービスを

利用して、船舶の夏MO識別番号と同様に、管理会

社や登録船主へ固有のID番号を付すことが英国よ

り提案された。

　本提案に対しては多数の国からその実施につき

支持があったものの、一方で、同サービスにおけ

るID付与率は世界の船腹の80～90％程度である点

も指摘されでいた。しかしながら、英国はその後

も積極的に働きかけを続け、2004年3月開催のIMO

第12回豊国小委員会（FSI12）において管理会社お

よび登餌船主に対しIMOの識別番号を付与する旨

のSO雌S条約改正案が作成された。その後2004年
　　　酸6
5月開催のMSC78において同改正案は承認され、

今次会合に採択のため報告された。

　審議の結果、マ．一シャル諸島から、「強制要件と

する結論を出すのは時期尚早であり、採択は次回

MSC80まで延期すべき」とする提案が出され、意

見がまとまらなかったため票決が行なわれた。そ

の結果、反対票が全体の3分の2に満たなかった

ため、同提案のとおり採択の延期が合意された。

5．自由降下進水式救命艇のバルクキャリアへの

　適用

　2004年5月に開催されたMSC78において承認さ

れていた、新造船への自由降下進水式救命艇の搭

載を義務付けるSOLAS規則改正案が採択された。

　本改正規則は、2006年7月1日以降に建造され

るバルクキャリア＊に適用される。

＊バルクキャリア：SOLAS第9章で定義される「バルク

キャリア」であり、一般に一層の甲板を備え、貨物区

域にトップサイドタンクおよびホッパーサイドタンク

　を設けた船舶であって、主として乾貨物をばら積みす

る船舶、鉱石運搬船および兼用船を指す。

6．分離通航方式等

　2004年6月開催のNAV50において承認された、

以下の分離通航方式等が採択された。発効は2005

年7月1日の予定である。

（1）新分離通行帯

　①Cape　Fear　Riverの分離通航方式（米国）

　②Mina　Al－Ahmadi沖の分離通航方式（クウェ

　　ート）

（2＞既存分離通行帯の改正

　①Puget　Sound分離通航方式の改正（カナダ、

　　米国）

　②Chesapeake　Bayアプローチ分離通航方式の

　　改正（米国〉

　③Cape　RocaおよびCape　SVincente沖分離通

　　航方式の改正（ポルトガル）

　④Berlengas　lslands沖分離通航方式の廃止（ポ

　　ルトガル）

　⑤Puerto　San　Mardnアプローチ分離通航方式

　　の改正（ペルー〉

（3）その他

　①メキシコ湾北西部WestCameron海域の航泊

　　禁止区域の設定（米国〉

　②ChesapeakeBay南方アプローチの深喫水船

　　航路の改正（米国〉

　③Berlengas　Islands地域の通航禁止海域の設

　　定（ポルトガル）

7．西ヨーロッパ海域の強制船舶通報制度

　2003年7月目開催されたIMO第49回海洋環境保

護委員会（MEPC49）において、西ヨーロッパ海域

が特別敏感海域（PSSA）として承認されたことに

伴い、当該海域で実施する環境保護対策として、

強制船舶通報制度が採択された。発効は2005年7

月1日の予定。’
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8．トレス海峡の強制水先制度

　MEPC49において、豪州のグレートバリアリーフ

に設定されているPSSAを、トレス海峡（豪州北岸

とパプアニューギニア問の国際海峡）を含む海域

にまで拡大することが承認された。これを受けて、

豪州および學プァニューギニァが、同海域で実施

する環境保護対策（APM；Associated　Protec伽e

Measures）と．して、トレス海峡へ強制水先制度を導

入することを2004年6月開催のNAV50へ提案した。

　同会議では、強制水先制度が環境保護を推進す

る役目を果たすことについて理解は示されたもの

の、多くの国より国際海峡における強制水先制度

について、国連海洋法条約（UNCLOS）の関連規

定との整合性に疑問が表明され、2004年10月開催

のIMO第89回法律委員会（LEG89）へ検討が要請

された。

　LEG89では、　UNCLOSには強制水先を禁止する

規定がないことから、同制度の導入を支持する国

がある一方、条約上認められている国際海峡の通

過通航権を妨げる恐れがあるとして反対する国も

多く、その解釈は大きく二分され委員会としての

結論には至らないまま、今次会合に報告された。

　審議では、豪州より、現在グレートバリアリー

フで実施されているAPMには水先制度に関する勧

告規定があることから、これをトレス海峡まで拡

大する旨、再提案がなされ、各国がこれを支持し

た。その結果、本件は今次会合では強制化の検討

は行なわれず、同提案の採択に関する検討が次回

MEPC53（2005年5月開催予定）に要請されること

となった。

9．シンガポール海峡分離通航帯内の錨地

　2004年5月開催のMSC78において、シンガポー

ル海峡の分離通航帯解に錨地を設定することが承

認され、2005年1月1日から実施されることとな

った。しかしながら、INTE紅ANKO（国際独立タ

ンカー船主協会）等が、航路航行船舶の安全確保

に強い懸念を示したため、インドネシアが錨地の

実際の利用にあたっての新たな規則と手続きにつ

いてIMOへ通告することとなった。

　今次会合前に、インドネシアによる錨地の運用

規則は公表されたものの、審議において、INTER・

TANKO等は分離通航川内への錨地設定について改

めて懸念を示すとともに、実施日の延期を要請し

た。審議の結果、今回の改正の実施日を半年延期

し2005年7月1日とすることとなった。

10．航海情報表示装置上における表示

　NAV50において、ドイツを中心としたコレスポ

ンデンスグループ（CG）が作成した、　AIS（船舶自

動識別装置）情報を含む航海関連情報をレーダー

上で表示するための性能基準案が承認され、今次

会合に採択のため報告された。また、同会合にお

いては、レーダーに表示するシンボル／用語の統

一案についても作成され、今次会合に承認のため

報告された。

　審議の結果、特段のコメントもなく性能基準案

は採択され、シンボル／用語統一案は承認された。

灘灘灘舞濃騨ll搭載さ

・習．レーダー設備の性能基準の見直し

　NAV50において、ノルウェーを中心とするコレ

スポンデンスグループが作成した、現在3つある

舶用レーダーの｛MO性能基準（一般商船用、自動

衝突予防援助装置用、高速船用）に代わる単一の

性能基準案が承認され、採択のため今次会合に報

告された。

　審議の結果、特段のコメントもなく性能基準案

は採択された。新性能基準は2008年7月1日以降

船舶に搭載される機器に適用される予定である。

12．海事保安関連

（1）港湾施設保安セルフチェックリスト

　　本チェックリストは、2004年6月に米国で開

　催されたG8シーアイランド・サミットで採択さ

　れた「G8安全かつ容易な海外渡航イニシアティ

　ブ（Secure　and　Facilita亡ed　lnterna亡iona1　Tra▽el

　Initiative）」の取組みの一環として、日本、米国

　および英国により策定されたものである。
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　　今次会合では、ISPSコードの完全な履行を支

　援するため、港湾施設保安の自己監査を実施す

　るための標準的なチェックリストとして、日本

　および米国が共同で提案した。

　　審議にあたっては、本チェックリストには、

　「多様な港湾に対応できるよう回答の選択肢に

　柔軟性があること」、および「義務要件と勧告要

　件は明確に区別されていること」が必要である

　として、海事保安作業部会（MSWG）内に設置

　された専門グループにより集中的に検討が行な

　われることとなった。

　　その結果、「締約国政府のための任意自己監査

　質問票」、および「港湾施設保安のための任意自

　己監査ツール」の2部構成の暫定指針（Interim

　Guidance）がMSCサーキュラーとして承認され

　た。

　　なお、同サーキュラーには、締約国政府が自

　国関係機関、港湾施設の所有者・運営者、およ

　び港湾施設．保安職員に対して同暫定指針を周知

　し、できるだけ早い時期にこれを活用した結果

　をIMOに報告すること、また、締約国政府は5
　　サ
　年にf回、港湾施設は毎年、この指針に基づき

　自己監査を行い、自国におけるISPSコードの実

　施状況を確認することが推奨されている。

（2＞入港前通報について

　　2004年7月開催のIMO第31回簡易化委員会

　（FAL31）において、入港諸手続き簡素化の観点

　から、締約国政府が入港前の船舶に提供を要求

　することができる保安関連情報の標準通報項目

　案が策定され、MSCに対して保安の観点から更

　なる検討が要請されていた。

　　審議の冒頭、適宜自国状況に応じた通報項目

　を独自に追加することができるので、今次会合

　で審議する通報項目はあくまでも最小標準とす

　べきことが確認されたにもかかわらず、本年7

　月1日以降既に自国が要求している通報項目を、

　国際標準に取り込むことを各国が主張したため、

　議論は紛糾した。一方、ICS（国際海運会議所）

　等業界団体は、1回の入港で同じ内容の通報を

　複数の宛先（警備、入管、税関等）に対して行

　なうことの非効率性を指摘し、保安関連情報と

　いえどもシングルウインドウ化すべきとの主張

　を行なったが、大勢の支持は得られず、最終的，

　には最小公倍数的な標準通報項目が作成され、

　指針として回章されることとなった。

　　なお、本件に関連して合意された事項は以下

　のとおり。

　①本標準通報項目をISPSコードB部に取り込

　　むこと。

　②標準的通報項目の電子的通報を可能とする

　　EDIメッセージ（Electronic　Data　lnterchange

　　Message）の作成を開始するようFALへ要請

　　すること。

　③入港の24時間前が、保安関連情報の通報を

　　要求する適当な時期であること。

（3）ISPSコードの運用および解釈について

　　ICS等業界団体から、　SOLAS条約第11－2章

　およびISPSコードの運用に関し、船舶と港湾間

　の解釈の相違について共通の運用・解釈が図ら

　れることが要請されていた。

　　円滑な実施のためには、船舶、会社および港

　湾の各保安職員、ならびにポートステートコン

　トロール職員の間における情報交換が重要であ

　るとの認識に基づき、現時点で提起された問題

　点等（船舶保安レベルの設定権限、保安確認書

　の作成、船舶へのアクセス管理等）について審

　議され、指針として回章されることとなった。

（4）船舶自動識別装置（AIS）情報の公開による保

　安への影響

　　ICS等業界団体より、AIS情報がインターネッ

　トを通じて世界中に広く公開されており、船舶

　の保安を確保するうえで支障が生じるおそれが

　あるとの懸念が表明され、適切な対応が要請さ

　れていた。

　　審議の結果、海運業界の懸念に対し、各締約

　国政府からは理解が示されたものの、一方では、

　AIS情報は一般に広く入手できる情報であるとい

　う性格を持ち、IMOにおいてこれらの行為を規

　制するための法的枠組みを設けることは困難で

　あるとの見解もあり、最終的には以下の対応が

せんぎょうノ侃2005働9
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　合意された。

　①締約政府に対して、各国の国内法に基づき、

　　インターネット上でAIS情報を公開している

　　者に対して、中止を強く求めることを要請す

　　る。

　②工MO当職局長に対して、上記懸念事項をAIS

　　情報提供者に示し、注意を促すよう求めるこ

　　とを要請する。

（5）　アクセス・』コントロール（乗船規制）

　　フランスより、官憲等の船舶への乗船規制は、

　官憲等の行動の遂行を遅延させる可能性があり、

　場合によっては重大な結果が生じうるとの懸念

　が表明され、適切な実施要領の作成が要請され

　ていた。

　　審議の結果、ISPSコードに基づく乗船規制と

　官憲等の乗船に係る調整ガイダンス案が策定さ

　れたもの殊会合期間中に詳細について検討す

　ることができなかったため、次回MSC80までに．

　コレスポンデンスグループにて、最終ドラフト

　を作成することとなった。

（6＞海事保安に係る情報の共有

　　日本から、海事保安に係る情報の共有化に関

　する提案が行われ、審議の結果、次の内容が合

　　　　　　　　　　　　雛礁．磯

　意された。

　①各締約国政府が、ボランタリーベースで自

　　国の港湾施設保安レベルに関する情報をIMO

　　ウェブサイトに掲載すること、および、その

　　ために必要なシステムの変更をIMO事務局が

　　行なうこと。

　②将来的には、旗国から寄港国への情報送付

　　先はIMOデータベースよりダウンロードでき

　　るシステムが開発されることとなるが、当面

　　は各締約国から希望があった場合、IMO事務

　　局よりMS－Exce1のフォーマットで当該1凶報を

　　提供すること。

　③自国籍船の保安レベル情報を、各締約国政

　　府の情報送付先に一括送付するためには、ISPS

　　コードの改正が必要となるため、現時点での

　　実施は時期尚早であること。

（7）その他

　　海事保安の強化措置に係る多数のMSC決議や

　MSCサーキュラーが回章されている1ζとから、

事嗣より・これら関連贈を含むls聾コード

　の最新版を2005年前半に出版すること拳検討中

であることが報告された。

内外情報葵講趣

船舶特償の存続が決定
　一平成17年度海運関係税制改正・予算が決定一

雪．平成17年度海運関係税制改正

　租税特別措置法上、最も古い制度である船舶等

の特別償却制度は、当初財務省より厳しい整理合

理化案が提示されていたが、国土交通省とも連携

を図り制度の延長・存続を関係方面に精力的に訴

えた結果、一部見直しはあったものの、船舶につ

いては対象船舶を環境負荷低減型に限定したうえ

で現行通り延長が認められた。平成17年度海運関

係税制改正の経緯は概要以下の通りである。

　当協会は、平成16年9月開催の定例理事会にお

いて、16年度末に期限切れを迎える「船舶等の特

（海務部）

　　　　　　　載臨臨轟禽識羅瓶愈講瓢轟轟
別償却制度」の延長・恒久化を中心に、「平成17年

度税制改正要望」として22の要望項目を取りまと

め、政府・国会等関係方面への要望活動を開始し

た。（本誌2004年10月号P．2参照）

　船舶の特別償却制度については、これまでの対

象要件である近代化設備に加え、NOx量削減など

環境低負荷設備を加え延長・恒久化を要望してい

たが、財務省から11月30日に提示された整理合理

化案では、特別償却制度については、環境負荷低

減型船舶に対象を限定したうえで償却率の引下げ、

外航・内航二重構造タンカーに係る償却率上乗せ
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分の廃止、および船員訓練設備の特別償却制度廃

止が打ち出された。さらには内航船に係る圧縮記

帳や中小企業投資促進税制の見直し、その他特別

修繕準備金制度の縮減等の方針が打ち出されるな

ど極めて厳しい内容であった。

　このため当協会は、国土交通省とも連携し、政

府・国会方面に対し諸外国がトンネージタックス

等の導入により自国海運業の振興を推進している

のに比べ、わが国は海運助成・強化策が著しく遅

れており、わが国外航海運の国際競争力を確保す

るためには税制による措置が不可欠であることを

強力に訴え、理解を求めた。

　その結果12月15日に決定した与党税制改正大綱

においては、特別償却制度のうち、外航・内航二

重構造タンカーの償却率の上乗せ分および船員訓

練設備は廃止されたものの、船舶については対象

船舶を環境負荷低減型に限定したうえで現行と同

率での延長が認められた。また、内航船に係る圧

縮記帳や中小企業投資促進税制、その他特別修繕

準備金型度については現行内容での存続が認めら

　また、署．国際課税関係については、国際課税連絡

協議会をベースに㈹日本貿易会とともに精力的な

陳情を行った結果、タックスヘイブン対策税制が

一部見直しされ、欠損金の繰越期限5年が7年に

延長（但しタックスヘイブン適用開始以前に発生

した欠損金には適用しない〉されたほか、課税済

留保金額の損金算入制限5年が10年に延長（平成

12年度以降の課税済留保所得からの配当を対象）

されたσ

　さらに、リース事業の課税逃れに対処するため、

関係する税法が強化されることとなり、法人税関

係では、出資額以上の損金は認めないことや収益

保証契約等が結ばれている場合は損金算入を認め

ないとの規制強化が、原則として平成17年4月1

日以降に締結される組合契約より行われることと

なった。

　平成17年度の当協会が要望した海運関係税制改

正要望の結果は【資料1】、改正後の海運関係税制

の全容は【資料2】の通りである。

2．平成17年度海運関係予算

　平成17年度予算については、国土交通省をはじ

めとする関係省庁が平成17年度予算概算要求事項

を16年8月末に決定し、財務省に対して要求を行

っていたが、12月24日の閣議において政府予算が

決定された。

　このうち、外航海運に関連する流通効率化・貿

易物資安定供給のための財政投融資（日本政策投

資銀行）については518億円を要求した。当初、国

土交通省／財務省問の折衝では政策金利の見直し

等融資条件で厳しい提案があったが、最終的に決

定された政府予算では融資条件は現状通りとされ

た。

　なお、昨年度に引き続き今年度も枠組みの変更．

が行われ、海運向け融資は、新しい枠組みである

広域ネットワーク整備枠2，390億円の中で対応され

ることとなった。（但し、海上輸送関連施設整備事

業については、地域経済振興枠1，400億円で対応）

　変更概要は以下の図の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部〉

（旧）

環境対策・生活基盤

（新）

地域再生支援

交通・物流ネットワーク

@　流通効率化・貿易物資安定供給

@　・海上輸送基盤施設整備事業

@　　（外航船舶関係）

@　。海上輸送関連施設整備事業

@　　（倉庫、荷捌施設等）

広域ネットワーク整備

@　広域ネットワーク整備

@　・広域ネットワーク整備事業

地域経済振興

@　地域経済振興

@　。地域経済振興
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【資料1】平成17年度税制改正重点事項　最終結果

【海運税制】

項　　　目 現　行制　度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

1．トン数標準税制の導入 （現在は制度無し） 本格的検討
一

P［

@　　一
に向けての本格的検討

　　　　　　　，Q，船舶等の特別償却制度 償却率： 延長に併せ恒久化 ○対象を環境負荷低減 一部見直しの上2年間

の延長・恒久化噂 ・外航近代化船：　　　　18／1GG （適用期限二成17年 型船舶に限定 甑
石 。内航近代化船：　　　16／100 3月末）対象を環境負 O特別償却率の引下げ 対象を環境低負荷低減

ら
」

・外航；重構造タンカー：19／100

B内航二重構造タンカー：1B／100

E船員訓練設備；　　　　6／1σD

荷低減型船舶に限定 外航近代化船

@　　　18％→逢6％

熏q近代化船

型船舶に限定

O航環境低負荷船18％

熏q環境低負葎船16％

， 16％帥14％ 外航内航の二重構造

○外航・内航二重構造 タンカーの特別償却率

タンカー 上乗せ分廃止

特別償却率上棄せ分
船員訓練設備の特編制　　　　　ア

｛ 廃止 度廃止

○船員訓練設備の特設

制度廃止

3，とん税、特別とん税の 税額 廃止または軽減
一

措置されず，

廃止または軽減 と　ん　税　　1純トン当り16円

特別とん税　　τ純トン当り2G円

4，港湾施設の特例措置の ①（現在は制度無し） （Dスーパー中枢港湾
一

　「ﾖ新設（固定資産税、

実施　　　　： の次世代高規格コン 都市計画税の課税標

』1
テナターミナルにお

｢趣向される翻 「　　　　　　　　　石
@　　　「

準1／2＞　　ド囁ドト

ン ぎ施設等に係る不動

産取得税（税率3％）、
『
1固定資産税（税率L4

遣、

：
鋳

％〉、都市計画税㈱

ｦ0．3％）の非課税搭 L「

、濃

置の創設。 ｛ ｝「@　　　、こ

㈲　PR法（民間資金等の活用による公

@共施設等の整備等の促進に関する法

②不動産取得税の特，

瘻[置の延長　F㌦
ア

腰噺年間
律）に基づく選定事業として整備さ 適用期限：平成17年

れる公共荷捌ぎ施設等の特例措置。 3月並置定資産税・

不動産取得税（税率3％） 都市計画税の適用期 雪　　　　亭

課税標準1／2 限：平成18年3月末
｛

固定資産税（税率L496）

課税標準1／2
曾

都市計画税（税率0，3％）

課税標準1／2

5，登録免許税の軽減 軽減後の税率（本則4／沿DO＞ 軽減 一
措置されずこ

（1）所有権保存登記国際船舶： 肖 、

　　　　　　　　船舶価額の2／1000

拠?膜?ﾝ定登記国際船舶：
ρ

遣F、

債権金額の2／100D

6，内航燃料油に係る特例 内航C重油は外航ボンド油に比べ関税 内航燃料油について、

一
措置されず　　　　　」

の創設 （390円／kl）・石油石炭税（2，040円／kD 輸入重油の無税措置、 “

の上乗せあり。一方、農林漁業用の輸 国産精裂油の実質非課

入A重油は関税が無税、石油石炭税も、 税措置（還付制度）の

石油精製事業者への還付制度があり、 創設

実質的に税負摂免除。 5

7．船員の支払給与に係る （資本金1億円超の企業に対する）法 船舶の乗組員に対して
一

措置されず

課税標準の特例措置の創 入事業税の外形標準課税に係る付加価 支出される報酬給与額

設（法馬事業税に係る外 値割の課税標準には、収益配分額に報 を算定方法から除外

形標準課税） 酬給与額が含まれる。

法人事業税税率所得割　　7．2％

付加価値割　　　　　　　o，4B％

資本割　　　　　e，2％
付加価値割額＝付加価値額×0，48％

付加価値頷＝収益配分額
（＝報酬給与額＋純支払利子＋純

支払貸借料）＋単年度損益
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【その他財務省より整理案の出た海運関係税制】

旦

項　　　目 現　行　制　度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

O船舶の特別修繕準備金制 5年毎の定期修繕（法定〉に係る費用
一

O特別修繕に要する金 現行内容で存続

度 の3／4を、準備金として各年度に積立 額の見直し

前回特別修繕費用の3

μ→1／2

　　　　　　　P1O特定資産の買換特例（圧 ω船舶から船舶
一

○見直しの動き 国交省、内航船舶に対
縮記帳制度）．挙　＼．　　　　　　　罰 　（適用期限：平成18年3月末）

A　内航船舶から減価償却資産

（詳細不明） する買換え特例措置の

?ｷを働きかけ⇒現行
「 （適用期限：平成18年3月末） 内容で存続

囁㌣
（（1×2）ともに譲渡差益の8096を圧縮量

噛，

帳）

○刺㌧企業投資促進税制（中’ ’取得価額×30ハ00の特別償却又は取得、

｝
○見直しの動ぎ 国交省、内航船舶に係

窯業による機械装置等 価額×7／】00の税額控除（資本金耳億 （詳細不明） る措置の延長を働きか
　　　ρﾌ取得に係る特例〉・ 円以下の法人に適用、ただし、税額控 け⇒現行内容で存続

（内航海運業用の脚臼に係 除を選択できるのは資本金3，000万円以

る割賦、、内，遭 下の法入のみ）

」早炉、@｝：・　　　苛　亭囁ド

@早

（船舶については、基華取得価額×30

^100の特別償却又は基準取得価額x7
oOOの税額控除）

　　　　　r、
o苛再 o、P［ ’D機槻装置（取得価額160万円以上）

　　　　　　　｝
E1ド

（リース費用総額21D万円以上）

囁内早兎「P囁了 2）器具備品（取得価額120万円以上）

．＝、　　｛「：こ　P“　　一

@　　、@　　　　　㌔、「

@　　遣－冗㌧@　　　　　　　　　　，「

　くリース費用総額160万円以上）　ト3）船舶（内航貨物船〔基準取得価額吐取得価額×75％））　・

【国際課税】

7
㌧
　
％

項響且，　’㌦馳胸　・

現行制度 要　望　内　容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

’7’　看

磯緯ン 特定外国子会社の利益

ﾌみ合算課税r損金は
㍽Z不可　　｝

（1｝特定外国子会社につき、留保所得のある子会

@社のみならず欠損金のある子会社も丁丁の対象

@とすること

一
②欠損金の繰越期

@限5年を7年に延
@長（但しタックス

P石 ②　欠損金繰越期限を撒廃すること ヘイブン適用開始

@　㌦二 F「

〔3）鰹課税国の判定基準を引下げ

i4）課税済留保金額の損金算入制限を撤廃するこ

以前に発生した欠

ｹ金には適用しな

　　早

@　1窯’、
　，　F

@　ぎ

ｭP

@　　　　－｛囁
@　　［

　立（51控除未済課税済配当の控除（間接受領配当の・調整〉期間制限を撤廃すること．

E適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」を

Oすこと

　い。）

i4＞課税済留保金額

ﾌ損金算入制限5
Nを1〔輝に延長（平

ｬ12年度以降の課
（7）移転価格税制上定義されている国外関連者か 税済み留保所得か

ら、タックスヘイブン対策税制が適用される特 らの配当を対象）

定外国子会社を除外する

2ド外国税額控除制度 外国税額控除： ω一括限度方式の堅持
一

措置されず
の見直し｝　㌦　　　　　r一こ早，凹い「ゴ｝・内一

早E
≠｢二・こ£内l

@　　　l、　｝：1、　β　　雫　．R㌦

・損金算入に制限

C・

②　控除限度超過額の損金算入制度の創設

@①、控除限度超過となった外国法人税について

@　は繰越か損金算入の選択を認めること

@②　控除不能が確定した繰越外国法人税は損金
　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　叩 　　算入を認めること

i3）控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間

@を廃止すること

　　　　「ﾎ囁 （4）間接外圏税額控除制度の拡大

キ　石P、

@　凡　　　内内｝

、

①間接外国税額控除の持ち株比率の制限を現
@行の「25％以上」から、欧米先進国並みの「沿％

早 内以上」とすること

　　　、@　　　　　　5ｸ　　内

ト

②二二外国税額控除の対象範囲を孫会社から、

@曾孫会社まで拡大すること　’　　　　　ヒ

㌧＝ ⑤　みなし外国税額控除制度の維持

㈲地方税から控除未済となった金額の還付制度

の創設

@地方税から控除未済となった金額は、法人
F

税と同様に還付すること

②還付が認められない場舎は、少なくとも損、

金算入を認めること
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【企業税制】

項　　　目 現行　制　度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

1，法人税の実効税率 引ぎ下げ
一

措置されず

2，連結納税制度の改善 ωグループ内の寄付 　　　　一
措置されず

金の容認

②小規模子会社の交
際費損金算入

（3）連結納税子会社の

連結納税適用以前の

欠損金の当該子会社

の利益との相殺

（4）連結対象に特定外

国子会社（100％）も

含める

3，償却制度の改善 （D　税法上の償却可能額は取得価額の （1）稀赴100％償却を 　　　－ 措置されず，

95％ 可能とすること

②　耐用年数：油槽船13年、薬品槽船 ②船舶の耐用年数の

10年、その他15年 短縮（税法上の償却

と会計上の償却との

分離を前提）

4，償却資産（船舶〉に係 課税標準， 船舶などの償却資産に
一

措置されず

る圏定資産税の廃止 （1）内　航　船　　　　価格の1／2 対する保有課税は収益

②　外　航　船　　　　価格の1／6 課税との二重課税で、
｛

（3＞外国貿易船（外貿実績50％超〉 課税根拠が不明確につ

価格のレ10 き、償却資産（船舶）

㈲　外国貿易船のうち国際船舶 に対する課税の廃止

価格のソ15 ｝，

（5＞外航用コンテナ　　価格の4／5 、　・き；

5　温暖化対策税制の導入 ［環境省案］

一
導入見送りご、

は絶対反対 税率：炭素1トンあたり21400円
巾

（1リットルあたりA重油1．77円、C 1早’

重油1．83円）
F内

（運輸事業対策として5割軽減措置）
F囁

6．欠損金の繰越期間制限 現在は7年に制限されている「 撤廃 一
措置されず

7．欠損金の繰戻還付不適 租税特別措置により、平成4年以降不 廃止 一
措置されず

用措置 適用措置が継続されている

8，受取配当金の益金不算 平成14年度の連結納税制度導入による ω特定利子規定の復
『

措置されず

旧制度の改善 減収の穴埋めとして、以下の増税措置 活

が行われた。 ②特定株式以外の株

・特定利子規定の廃止 式に係る受取配当の

。特定株式以外の株式等に係る受取配 益金不算入割合の引 、

当につぎ、益金不算入割合を80％か 上げ

ら50％に減額

9，企業年金積立金に対す 平成11年度から時限的（1フ年3月末ま 廃止 一
措置されず

る特別法入税 で）に課税凍結。 （課税凍結延長）

特別法人税：適格退職年金や確定拠出

年金など企業年金の元本と運用など積

立金に課税（国・地方合わせて税率
1，η3％）

10，退職給与引当金制度 平成14年度の連結納税制度導入による 復活 一
措置されず

減収の穴埋めとして、当該制度は廃止

された。

退職給与引当金制度：従業員が全員自

己都合で退職したと仮定し、支給する

退職金を見積D引当て計上する制度。

退職給与引当金に繰り入れた金額のう

ぢ，繰入限度額までその事業年度の損

金に算入できる。

11、事前確認制度 （現在は制度無し） 新規導入
一

措置されず
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【企業税制】

ら
軌

項　　　目 現　行制　度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最終結果

12，交際費の損金算入 15年度税制改正にて、400万円の定額控

一
措置されず

除を認める法人を資本金5千万円より

1億円以下の中小法人に拡大。定額控

除額までの金額の損金不算入割合を

20％より沁96に引下げ。（支出額のうち
鉄」

9割まで損金算入可）

　　　　　　’i
I3．減価償却費、各種引当 損金経理：法人が確定した決算におい 撤廃 一

措置されず
金・準備金、囁圧縮記帳積 て費用または損失として経理すること。

立金等の各種項目におけ 法人税では、減価償却、引当金・準備

る税法での損金経理・利 金の繰入れ、役員退職金など、損金経

益処分経理要件の丁丁1 理をしなければ損金算入できない。

利益処分：会社が利益を上げた場合、

法人税や地方税を控除した後の和上に

ついて、株主配当や役員賞与、内部に

留保する利益に配分すること。

【その他見直しとなった企業税制】

項．　　目 空行制度 要望内容
財務省（総務省）

@　整理案
最　　　終　　　結　　　果

○リース関係（組

㎜
［自民党税調小委 ①所得税関係：個人投資家に関する損益通算等の制限措置

合事業課税の覚 員会］リース事業 民法組合等の重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締緒
直し） 投資について、投： するための交渉等目ら執行を行う組合員を除き、不動産所得の

資家問題に対処す・ 金額の計算上生じた個人の組合員の損失については認めない。

るため、法人税や （稻年度分以後の所得税、19年度分以後の個人住民税について

所得税の課税措置 適用）

の強化「 ②　国際課税関係：民法組合等の外国人組合員への源泉徴収制度
ん1

の創設
七

外国入組合輿が受ける申告納税の対象とされている利益の分

配について源泉徴収等を行う。（17年4月1日以後開始する計算

’

期間について適用〉
「，

③法人税関係：匿名組合等の法人組合員の組合損失について取

扱い強化

・組合債務の責任の限度が実質的に組合資産とされている場合

は、出資の価額として計算される金額を超える部分の金額は

損金の額に算入できない。
、

。組合事業に係る収益を保証する契約が締結されていること等

により実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場
’
唱 合には、その法人組合員に帰属する金額全額を損金の額に算

入できない。（原則として17年4月1日以後に締結される組合

契約について適用。）

【資料2】平成17年度税制改正後の海運関係税制一覧

，　　項　　，自　　・ 制ド　度　　　の　　　概　　　要 適用期間

T，船舶の特別償却 。外航環境低負荷船（3000G／了以上）　特償率18君00 平17．4．1～平19．3．31

・内航環境低負荷船（300Gπ以上）　特功率16／100 平17．4，1～平｝9．3．3望

囁2．中小企業投資促進税 取得価額×30／100の特別撹却又は取得価額×7／100の税額控除 平16．4，マ～平1B．3．31

制（中小企業による機 （資本金1億円以下の法人に適用、ただし、税額控除を選択できるのは資本
械装置等の取得に係る 金3，000万円以下の法人のみ）（船舶については、基準取得価額×30／100の特別
特例）． 償却又は基準取得価額×7／10Dの税額控除）

1）機械装置（取得価額160万円以上）（リース費用総額210万円以上）

2）器具備品囁（取得価額120万円以上）（リース費用総額160万円以上）

3）船舶（内航貨物船（基準取得価額漏取得価額×7596））

3，海外投資等損失準備 積立率：

金制度 （イ）資　源　探　鉱　　10096 平16，4，1～平18．3．31

（口）資　源　開　発　　3096 平16，4，1～平18，3．3］

（八）特定海外経済協力　　14％ 平10．4，1～平18331
（二）新開発地域　　10％ 昭48．4．1～糖葉83，31

（上記八、二については、平成1一年3月31日までに取得した特定株式等
に限る）
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項　　　目 制　　度　　の　　概　　要 適用期間

4，特定資産の買換特例 （1｝　船舶から二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 昭45．4，1～平18．3，31
（圧縮記帳制度） ②　内航船舶から減価償却資産（（1×2）とも譲渡差益の8096を圧縮記帳） 昭59．4、f～平18．3．田

5，特定外国子会社等の 特定の外国子会社等の留保所得のうち、親会社（内国法人）の持ち分に鰐応 ∵「

所得の目算課税 する部分を親会社の所得に合算して課税する。　　　　　　　監

6．登録免許税の課税の 軽減後の税率（本則4ハOOO）　　　　　　　　　　　　　　　凡
特例 （D　所有権保存登記　　国際船舶1船舶価額の2バ000 平董6．4，1～平18，3内，31

「 （2＞抵当権設定登記　　国際船舶：債権金額の2ハ00D

7．特別修繕準備金 修繕費用x事業年度の月数／60か月x3／4 －

8，船舶の耐用年数 ・油　そ　う　船　　　　　　　13年・薬品そう船　　　　　　　10年

㌔

　　、P 。その他のもの　　　　　　　15年

9，とん税、特別とん税 ω　と　ん　税　　｝純トン　　16円
〔2）特別とん税　　1純トン　　20円 F　　　　、

10．固定資産税の課税の ・課税標準： 平9～平18年度取得分．
特例 （D　内　航　船　　　　　　　　　　　価格の1／2

D船舶 ②外　航　船　　　　　　　　　　価格の1／6 石

③　外国貿易船（外妊実績50％超）　　　価格の1ハ0
（4）外国貿易船のうち国際船舶　　　　　価格の1刀5

2）外航用コンテナ 。課税標準：　　　　　　　　　　　価格の4／5
　　　　　　　　　　一－．
ｽ殉～平17年引取得分　　　　「

η，港湾施設の特例措置 課税標準： 平14．4．1～平18．3β1

D外心埠頭公社が所 （1）平成τO年3月31までに取得した埠頭
有又は取得するゴン ①　旧識貿埠頭公団からの継承資産　　価格の3／5
テナ埠頭に対する固 ②　その他（承継分）　　　　　　　価格の1／2 磯

目資産税・都市計画 ②　平成10年4月1日以降に取得する埠頭 F

税の軽減措置 ①　取得後τσ年間　　　　　　　　　　価格の1／5
、

②　そ　の　後　　　　　　　　　価格の1／2

2）スーパー中枢港湾 課税標準：　　　　　　　　　　　　価格の1／2
　　　　　　　　　　一曹厚@　　　　　、ｽ17．4．T～平19．3．31

の次世代高規格コン
テナターミナルにお
いて整備される荷捌 ご

き施設等に対する固

闔綜Y税・都市計画
デ＼，

税の軽減措置
F

一－ 一一曽曽り

3）PFI法（民間資金等 課税標準：

の活用による公共施 （D　固定資無税（税率1．4％）：　　　価格のU2 平12，4．iん平、8，3ご31

設等の整備等の促進 ②都市計画税（税率α396）：　　　価格の1／2 平14．4二1㌣平18．3．3i

に関する法律）に基 ③　不動産取得税（税率3％），　　　価格の1／・2 平15．4，』1～平19．3．31

つく選定事業として
整備される公共荷捌
き施設等の特例措置 ず

※下線は平成17年度税制改正による変更箇所である。

スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績；力贈加

一スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡為．轟轟漁猟漁．謡織轟轟轟轟轟

　当協会は、毎年会員各社の社船および用船（外

国用船を含む）について、両運河に係る通航実態

並びに通航料支払実績の調査を実施している。

　調査対象期間は、従来より各運河の運営団体の

会計年度に合わせて、スエズ運河については2003

年1月1日より同年12月31日まで、パナマ運河に

ついては2003年4月1日より2004年3月31日まで調

査してきており、本年度においても同期間とした。

［スエズ運河］

　今回の調査によると、スエズ運河の利用状況は通

航船留数が前年比2社増の13社となった。利用隻

数は22．8％の増加（2003年：1，034／2002年：842）

し、G／Tベースでは18．4％の増加（5LO53／43，126

／千G／T）するとともに、D／Wベースでも26．7％

の増加（48，155／38，010千D／W）となった。

　また、料率の基本となるスエズ運河トン数（SCN⑪
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＊1ベースでは21，3％の増加（52，018／42，898千ト

ン）となったことから、全体の通航料も28．6％の

増加（243，051／189，060千米ドル）となった。（表1

参照）

　船種別で見ると、タンカーが大幅な増加を示す

とともに、バルクキャリアおよびコンテナ船およ

び自動車専用船が増加する一方、在来定期船が減

少した。

　タンカーはSCNTベースで242．8％の増加（1，337

／390千トン）、通航料も277．4％増（11，556／3，062千

米ドル）と、大幅な増加となった。バルクキャリ

アはSCNTベースで106．6％の増加（6，609／3，199

千トン〉、通航料も51．5％の増加（15，244／10，062千

米ドル）となった。また、自動車専用船はSCNT

ベースで6．2％の増加（16，807／15，831千トン）とな

表1　スエズ運河通塗料支払実績推移

り、通航料も18．2％の増加（79，157／66，941干米ド

ル）となった。一方、在来定期船はSCNTベース

で14．4％の減少（303／354千トン）、通航料が11．6％

の減少（2，435／2，753千米ドル）となり、前年に引

き続き減少した。また、鉱油兼用船は2年連続で

運航実績はなかった。（表2参照）

Eパナマ運河］

　2003年度のパナマ運河の利用状況は、通航船引

数が2002年比較で2社減の14社となり、利用隻数

は7．6％の減少（2003年：835／2002年：904＞、G／T

ベースでも4．9％の減少（32，525／34，！91千G／T）と

なったが、D／Wベースでは2．2％の増加（27，883／

27，285千DハV）となった。一方、料率の基本とな

るパナマ運河トン数（PCNT）＊2ベースでは13．6％

　　．

юﾇ数
通　　　航　　　料

年度　　社
@　曝

数 延千G／T 延千D／W 二千SCN丁
干USドル ・対前年比 億円（参考） 対前年比

1992蓄　　　F
13’ τ，1B6 36，011 32，587 40，846 198，36B 20．1

253
13．3

梛葦：
　
　
了
5
ヨ 87ア 29，373 27，940 32，032 η3、824 △12．8

195
△23．0

1994妾　　　匹

　　17’
ｹ

768
27，766 24，278 28，979 143，268 △17．6

147
△24．8

1995メ囁 η
867

36，202 35，185 39，509 173，275 2G．9
167

13．6

1996・
12 883

37，491 32，909 3B，008 172，869 △　0．2
195

16．8

1997 314 ；，011 40，38フ 36，150 42，073
2011497 モ6．6 244 25．1

1998
15囁 1，OTO 40，045 36，39フ 41，810 198，034 △　1．7

259
6．1

零999 13！ 944 40，040 34，634 43，067 195，641 △　≧2
223

△13．9

2000・
12 11019

43，992 41，279 40，6BO 180，582 △　7，7
195

△12．6

2001 1
1

962
4D，592 39，342 38，52ザ 168，844 △　6．5

205 5．1

2002 1
1

842
43，126 38，010 42，898 1B9，060 12．0

237 15．6

2003 13
1，034 51，053 48，155 52，G18 243，051 28．6

282
19．0

注）2003年の通航料の円換算率は、2003年1月～12月の平均レート（銀行間直物相場＞1ドル＝115，90円を採った。

表2　スエズ運河通航船実態調査（2003，1．1～2003．12．31）　　　　　　　　（通航料＝干usドル）

船　　　種 社　数 延隻数 延千G／T 延岡D／W 延干SGNT 通航料
タ　　ン　　カ　　一

4 149
1，50B 2，455 1β77 11，556

鉱油兼　用　船
0 o 0 0 0 0

バルクキャリアー
7 89 51246

9，935 6β09
15244

自動車専用船 4’
303 141930

5，160 16，807 79，157

コツ　テ　ナ　船
3 468

28，983
301058

26，939
1341407

在　来定　期　船
1 22 360 519 303

2，435

そ　の他　船　舶
2 3 26 28 23 252

合　　　　誹
13 11034 51，053 48」55

521058
243，051

注）社数合計の13は、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。
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の減少（30，810／35，680千トン）となったが、2002

年10月と2003年7月からの通航料の二段階引上げ

の影響を全面的に受けて、全体の通航料は1．9％の

増加（102，157／100，293千米ドル）となった。（表3

参照）

　船種別について見ると、コンテナ船が昨年に引

続き大幅に増加するとともに、在来定期船が増加

したが、自動車専用船が大幅に減少するとともに

その他の船舶の指標は概ね減少した。コンテナ船

は、PCNTベースでは155．9％の増加（8，584／5，506

千トン）、通航料も68．9％の増加（24，286／14，383千

米ドル）と大幅な伸びを示した。在来定期船はPCNT

ベースで32．3％の増加（266／201千コ口）、通航料も

42．0％の増加（1，066／751千米ドル）した。

　一方、自動車専用船はPCNTベースで34．2％の

減少（14，915／22，654千トン）、通航料でも8．0％の

減少（58，284／63，364千米ドル）、また、バルクキャ

リアーは、PCNTベースで2．9％の減少（6，597／6，79ユ

千トン）、また、通航料でも8．4％の減少（17，373／

18，956千米ドル）となり4期連続で減少となった。

（表4参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）

　＊1　スエズ運河トン数（Suez　Cana1　NetTonnage）：1873

　　年の万国トン数会議で定められた純トン数規則をも

　　　とに、スエズ運河当局独自の控除基準を加えて算出

　　する。二重底船の船底にバンカー油を積載した場合

　　その部分の控除を認めない等、パナマ運河や各国の

　　規則とも異なる独特のもの。

　＊2　パナマ運河トン数（Panama　Canal　Net　Tonnage）l

　　l969年のトン数条約による国際総トン数の算出に用

　　いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数を

　　かけて算出する。船舶法に定める総トン数、純トン．

　　数とは異なる。

表3　パナマ運河通航料支払実績推移

社ぐ、数．
通　　　航．　　　料・

年：度・、 ・斯隻数、 延モβ／† 延千P／W ・延千PCNT
干USドル 対前年比 億円（参考）1 対前年比

．τ992・ 19’ 　　　．nβ00 311442．
38，536．・

36，766 76，993 △3．7
97

△．9．5．

・1993、r 17、 ∴1：，204㌧ 、．

ﾃ0．’
U58・： ＼3耳，979、 34．634・ 76」69 △　1．㌃

83
、△　14．4

1994’：・ 17・ τ1280∴ ．36，53σ． ＄：635、 36；624．㌧ 81，OOO、 6．3 8㍗ △　2．8’

．11母95． ．㌧ P9∵ 1、4201〆 ご如，0臼8．， 46，壽43ビ． 40，389！ 87，096 7．51 、82＼ 1、ε

「996．． 116㌃ 、11き5q、 ％；髄、∫ Sα657．：． 38，598 B3，3了3’ △　4．3
9
1 T1．O

♂19申7：
、． ｨら． 　　　、［

A・

h1291、、 誌，．914「 ピ碑：679、： 35．444♂ 921，760 1τ3 114、． ，∴25：3・、

’19981． ’1「5∴ 1∵366．、 381552：ゴ 、4ゴ1547：、、 38142プ 100，040 フ．B忌． 128． 『．12．3、

1τ999、’
15． 1、17τ、 35；毛ワ21

37，6q5㌧ 36，7聖4r 95，642 △　4．4 1・15’ 今10．2

2000。 15． ゼ989 32，日87 錦，220： 、．

R0，184 Bββ76、 △12．8
92 ．△2ασ

2001． 15・’ 951． 、33，151． 母8，597、 ＼30，797・ 86，250 3．4 108・ 、1：7．4

2002
、16欧

904
34，191 27．285p 35，680 100，293’ 16．3 122 』η，o

2
D
O
合
・
肋

1
4

8351
321．525： 27β83 、30，B10． 　　　　．P02，157 1．9 122 ・13、O

注）2003年の通航料の円換算率は、2003年4月～2004年3月の平均レート（銀行間直物相場）1ドル＝112，99円を採った。

表4　パナマ運河通航船実態調査（2003，4．1～2004．3．31）　　　　　　　　　　　（通航料＝干usドル）

船．し．種r 社．脚気． 延隻数．、 延千D／W 延千PCNT δ通航料

ダ　　ン．．カ　　一 ．　．4 ’5「 ♂84 τ32 95’ 190　囁

・鉱油兼用舶 ＼　0 20 0
O　． 0∴　・ 0

．．バルクキャリアー ．ジ　8．1 ・237 ：．．6．580’、 1L610 6、59ツ τア、373

．’

ｩ動車専用船 〆4 ．372 16，988 5β94 ］4，915 」81284

ゴン　デナ　船 ．　　3　’ 178
B，164’ 9，411 B，584 24，286

往来定　期　船
1 32 315 355 266

1，066

その　他　船舶
2

．11
394 481 353 958

合目　　　計
14 835

32，525 27，883 30，810 10aJ57

注）単数合計の11は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員天社数であり、船種別の社数の合計とは一致しない。

18働せんきょう∫朋2005



現行の独禁法適用除外制度維持を求め、EU・豪州当局に

当協会コメント提出

　2004年12月、当協会は外航船社財協定に対する

独禁法適用除外制度（以降「除外制度」）の見直し

を進めているEUおよび豪州の当局に対しコメント

を提出した。（これまでの動きは本誌2004年11月号

P．14参照）

　当協会コメントの内容および関連する主な動き

は以下の通りである。

一外航船薄商協定に対する独禁法適用除外制度見直しについて一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　論。轟轟転認壼。燕航瀟滋識転論。識論触講駄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　体制では、競争担当のクルース委員に定期海運会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　社役員の経歴があることから、出身業界との利害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係発生回避のため、バローゾ委員長が担務する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　こととなった。

1，E　U
　O4年10月に公表された欧州委員会のWhite　Paper

（海運同盟に対する現行の適用除外制度を廃止し、

代替案を検討するとしたもの）に対し、当協会は

12月15日、現行制度の維持を求めるとともに、日

本におげる船社／荷主間の自発的な協議による良

好な関係を紹介するコメント（【資料1】参照）を

　　　メ欧州委礁提出した。

　我が国国土交通省も同日、日本の除外制度の運

用や、帰社間協定と荷主団体間の協議慣行等を紹

介するコメントを提出した。（概要【資料2】参照）

同コメントでは、EUによる船社問協定の性急な否

定が日本に与える悪影響を懸念し、代替措置検討

においては我が国をはじめとする貿易相手国との

十分な調整を要請している点が特筆される。

　また、12月16日には、欧州委をはじめとするEU

諸機関に対する諮問機関であるEESC（欧州経済社

会評議会〉が、性急な同盟制度廃止による競争へ

の悪影響を懸念し、欧州委に制度廃止による影響

の慎重な検討を求める意見書を公表している。（要

点【資料3】参照）

　一方、ESC（欧州荷主協議会〉は、除外制度の早

期全廃を求める姿勢を変えていない。

　欧州委はこれら意見を踏まえ、05年中に最終的

な提案を行うものと見られる。

　なお、本件はこれまで欧州委員会競争担当委員

が担聞していたが、04年11月に発足した欧州委新

2．豪　州

　04年10月に公表された豪州生産性委員会のDr誼

Report（船社間協定に対する現行の包括適用除外制

度の廃止を最も望ましい選択肢としたもの）に対

し、当協会はユ2月17日、上記EU宛コメントの内容

に加え、豪州の貿易相手国としての日本の重要性＊

を強調したコメントを提出した。また、国土交通

省もEU宛と同様の趣旨のコメントを提出している。

　Dra丘Reportには合計30の団体・個人からコメン

トが提出されており、生産性委員会はこれらを踏

まえ、05年2月23日に最終報告書を公表し、財務

大臣に答申することとしている。（本誌04年1ユ月号

時点では最終報告書の発表は04年内と公表されて

いたが、その後延期が決定された）豪州政府は同

答申を受けて、05年4月～5月頃に最終的な方針

を決定するものと見られており、当協会は引き続

き現行制度維持に向け、内外の関係諸機関・団体

と連携して対応することとしている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）

　＊豪州農水林業省の統計によると、2003年では日本は豪

　州の牛肉全輸出量（トン数ベース）の33％のシェアを

　占めて輸出先第1位であり、04年1月～11月において

　は、43％にシェアを伸ばして1位を維持。
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糀W5羅W5辮W5縄W5磯W§1灘響蕊騰畷糀

【資料月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂2004年12月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“欧州委員会じ徒出

鋼製齢規脚5§／86肇ゆための酬委購wh・tr・・p6・∴

に対する日本船主鰯会コメント

欧州理事今規則4056／・興し・r関レ・9・q・年1・月・3r・即きれダ軸・P・per製し躰船

主協会は以下コメントを提出する。

1＞欧州肇員会・聯・戸・p…ま規耳1・q56／・“・離を提案し幅オ・躰船螂知外航船社

賊勢に対する獅の管醗妹独雑御除外糠（肝・「除外制即の脚とrlき続識く．
．聴する・騨繊に対する当除の原則的立場についでは12・q3年6月に欧川黍員会に拙し

た前回の・〆・．糖乳軌ている・、じカ｝耗ながら・欧州頚今が聯冬的に規脚56／8rめ繍を

受け入れないとするのであれば躰1毎運界としては・E…P・孤Liner革証・・飴・・c・ゆ・（E瑚

1が繁しやる繊を欧州雑航蹄においての糊的な最低雑として受・ナ繋る余地罷る♂

2＞鯨船携会は・2・・4年12月1・拙さ、縫曲の陥i・・P・p・・1≒対す礁麟な分析を難ず

る・E囲嗣文齢踊…P興を詳細に欄レで籾・上述の鋤当鵬囎外制度癬騒、
立場峻わりゆい・ζカら冷回評する・メ・トで岬際礼譲（帯鞍懸囁’多難他即囁

法律嘩を相耳に韓鍋搬関係にあること）ζ・鰍縫業のようrボーダ・界な薪を

律す碓制の国際融和選れぞ柳町難1こ鯨賜ること．ζする・畝脚え本コメ／ト

．畷霜野・躰1・おける鯉と荷主の関係についで醐馨会の注音を喚起し：々・1購舳

野遊に規て与え吻て・る却除外糊ま賢主碓界蝉での事羅開を縫業界破・

住する上で満主と明話と関係を黙する藪な手殺紬聯され馨る・晒おける翔虐鴛

は・．雑可能姻伊野嘩量る上で騨及び解に禾1益をもナらす船社醐定の顛性を：高
．． ｭ．評黙しrお、り、こρ牟め、邦船一等醗を含費日本発着の〔盟宮協定｝≠景朝的野強力ら荷主との

零話を爾うてきた。弔のよ湊壕対護め主目的は、船母間協定の継続的を春野に対穿る蒜主の理解

　を得るた玲に、．協定め運営に際㌣て顧客に最大限の情輯と燈明性を提供するどころにある

・）躰では1糊船脚を国恥昼間協騨海上運送法にゆ独樗雌傷般条項層鯛除
外され・・る・以前の畢生今・メ・梗述べたよう、・・船聯繋こ対する獅め国離制鱒

租みは騨・わた冊立され輝のであb揖界中で輝的か9既製のあ綻期瘍合サ昨麓

1可能にしてきた・甥会は従・てEU雑ト匠ドに紳て・縄間協定遡る勉なる追脚

な罷も靴られ硝騨四脚える・しカ｝しながら調馬撃む欧少ゆ主要賜塒国槻

行脚を糠す砂で・欧州頚会力1制度を変更しようと解のであれば同委飴壁の堕

的な法制変更案が与える法帥・鋒湾的影響を埠重に検討穿る．こどが必狽で南るζ肇照し済い．ま

た・我々は欧州委員会に対し・法制の衝突可能性回避のため・一三鋒決定を行う前に国際藤織り御

点から海外の賜構国と礁を行ケごと献やるものである・．．この蘇で滴鵬！ま欧州頚

会に対し、現行の規則4056／86算9条（国際法⑱衝突）、の意味合いを＋分1『評価することを零め

るとともに、欧州経済社会評議会（EESC）が2004年12月の緯会で検討・．採探を予定レている、欧、1

州委員会の最終判断までに一定の猶予期間を設けるという考え方が含まれた提案を高く評価する。

かかる猶予期間中に、欧州委員会は、海運界の国際的性格を考慮に入れつつ’国際整合性のある
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　適切な結論を得ることができるものと思われる。

、4）船蛸と荷主の関係に関する我が国の事例に関しては、日本では、台箱側に与えられた適用除外

　制度と引き携えに、船捌手協定の活動に際して依最大限の透明性を達成することの重要性が剥く

　欝欝㍗る9ま・た誠が国で｝ま・船子賜定と日理髪協会との問で0自発的な畷メ細腕．

ズ・献鯉確警釈おり・翻な噸の場が難されτ喝限帽輌主協会は原生こは

騨間欝欝斌鄭の峨・’は興し捲る・瑚戦勲には・当協母躰韓協会は・
　昨緊緊朝獅ある膠質糊社主佳のシンポジウムの騨こ期鱗無した・’伺シンポ

⑳願臨監着鞘町締主樺鵬卸巡る既9主媚撃つし’て競雑を行・
／掴磐繋駕野牛f2月β．叩φシツゆ押セ「暁ユース．の記事轡解列本講．
．1ゆ添鱗糊哨協今は・、韓と輝間ρ・め劫捌話が1世界賜にやて、の借問齪

ψ鰯と摩欝興る荷主卿層ρ聖旨と揮黒影ゆるこ、とに寄嶺るも嘩信．ぢ

．一酪ﾉ二黒・瑠テ葉理さ論罪法曽除欄黙秘・騨聞嘩9締三冠

滋鱗1軽羅；饗1難雫幕鶴窪皇論鵬諜菱禦灘灘

孫嘩痢曝木卿勧を糠堕…この⑳当協会は・騨類会1・対し・輸却賭と
．鱗・鱗・賜襯則・鰍苓嚇条1劇協議）卿騨的な運用にようF・、r拳購

ぞ・剛麹吋も難解岬で響き群舞雌さ驚㌣繹理る1、

　　　：罵

暦1欝罷鎖管腔宍騨鱒隅・、

押≠・蝉律騨1趨舟二階矧購興業欝行う姻脚醤汐べて糊者にと6て利
器わ㌣や顔考えず・離．競争状況に覚る齢と比ダすダ不利益1こ婦とも考えな

酒岬キ琴獣騨醐・・鶏の影響を齢し泌要婦合には・｝つでも是正する方針である』

個キ交野黒鍵騨黙視・畢の解の実行にあた株外航縫難者の共同行為について・

ζ懲懲黒磯r罐麦欝蒲轟撃諜雲雰悪難鷹
　声暢傘体吟舞琴☆構造i薫化、需給の現状1及び見通匂に関するマクロ情報を客観的に整理し、提示．

「ゆま1う鯵畔欄謙を渾ぢd固搾鱒業者と騨の問での個別飾的タ運送難
ご交御｛弊的騨的1布練る1
・鷹野を零夢ること参権利として確立しているにもかかわらず｛即今！こ対して昂議を零めず、対立

髄な灘聯酬・おける耳門盟と欄内め荷主団体を代表する団体の関係力糊脚髄
・些執鱗懸緒と荷主の縣の実態として唯一の参照とする弾ではな・’・

6弊野冊開学騨緒鯨り榊の締礎ない定騨サ「ビス。こ抑て1顯やサービ
　スの内容が急に、頻繁に、かつ大きく変化し、特に世界のビジネス慣行に合致しない非合理的な
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サニヂャージを斉社が独頃に設定す為という困雑に直面：㌣1（塵る6．＼．．ンで

・日本の荷主は、このような外航海運事業者の取り決めの締結がない定期雌サ「ビスにおいてぐ市

灘欝轡のあ轡ll鱒轡ζ騨轡：1蹴ll・
・発着地の一砂蹄により・黙ψつ儲鰍府の観はれば合理的な細力警傾定ず
る判断が行われる場合には、その結果、後者の国における法的な安定性が阻害され、：・：後者の政府

が判断した利用者の利益を阻害する危険性がある6

関係国との間で嫉が起き妙卜うに繊改正の前1・＋分に鰹軽ζζも砥適法陣騨解

離欝欝灘噸脚下即鱒よ∵轡㌍警三ζ、

【資料3】

EESCプレスリリース（04年1．2月16日付）および意見書の主要点

〈プレスリリ「ス〉　　　　　　　　　　　　望粥、・
・恥i・・P・perの祖シアティプとζ’こ揮よるプレイ・朴「ミ1ング鱒照する・恐．、∴．

’総轡騨法の響薫じさせ卿1騨1騨lll騨1轡
．・法の舶を醗するため、綻の移欄問轍啄その間！ま姉／脚代謝郊頚蝶貝ゆ、

騰難奪詣膿驚；譲諜雌響聾離騨！雛1：1

・EUの一方的な行動は回避されるべきであ駄同盟制度廃止に伴うEV加盟国と章易相手甲餌ρ彰

　響を十分に検討する必要がある。
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当協会の主催により新年賀詞交換会を開催

　当協会は、1月5日に海運ビル2階大ホールにお
睦で新年賀詞交換会を開催した。

　昨年までは、㈹日本海運倶楽部が主催し、当協会

も協賛して実施していたが、同倶楽部の解散に伴い、

今年より当協会が主催して開催することとなった。

　当日は、車益者である当協会草刈会長（日本郵船

会長）の年頭挨拶に引き続き、来賓の岩井国土交通

副大臣よりご祝詞． �窒閨A当協会鈴木副会長（商船

三井会長）の乾杯の音頭で盛大に賀詞交換会が開催．、

．された。r：1．＼．

　会場ぼ、．巻協会会員を始めとする毎運関係者、．国／

・三二二二二三二二二丁三図

．▲賀詞交換会め模様．

声当協会草刈会長による年頭挨拶．

▲岩井國臣国土交通副大臣による来賓挨拶

スマトラ島沖大地震およびインド洋津波被害国への救援物資輸送協力を表明

　景雲今1ま1凋7臥昨年末に起きたスマトラ島沖大地震およびイ）くド洋津波被害国に対するわが

∫恥5φ搬物資輸送に関し・・政騨機謙り幽趣廻国僻晒依頼カミあ・た場合顯

：藩瓢鵬灘議覧釜曝鷺田地の対郷1耀みさ郷
　・依頼を受けた場合、虞際の輸送は当協会会員である日本郵船・商船主井・川崎汽船の外航定期船

、運航事業者β社およびそれら関連会鴛．によるドライフンテナ輸送によって行なわれ＼卑京・、名古屋

．・ Y蕊の各播醜からシシガポ「ル・マヒ．ラア・刃㍗カ・rダドネシア∵タイ等被摯

：国における聖母の寄港地までが黛償で輸送されやこと．になっている。

　当協会はこの協力体制表明と併せ、激鐸物資七宗諦力に関して会員と事務局ζの聞での情輯共有

を図るたあ「スマトラ島沖地震・津波被害支接対策チーム」を設置した。

〈お問合ぜ先〉

当協会による輸送協力全般に関するお問合せは以下にこ連絡ください。

　日本船主協会　企画部　担当：石川　電話：03－3264一ア180
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海事振興連盟、第1回内航分科会を開催

超党派の議月で構成する海事握飯連盟！会長：関谷勝嗣参議院議員｝は、平成玲年11月30m『第1、

回内航分科会を開催し、112名（うち国会関係84名、官庁・業界28名）の参加を得て、．分科会長に山本：

公一 ﾜ難事（衆議院議即腿出し・・内編運業が瞑る問題について言轍した6
　関係業界側からは、・当協会理事の内航活性化小委員会：前田恭孝委員長、日本内航海運組合総連合

会ま罐石信義今畢〉日本母距離フェ．リー協会：谷口征三令長らが出席し・「内航海運業σ）現状と要望⊥

について次のとおり現状説明と’ v望が行われた。

当協会琿事、内航活il隼化小委員会、、、

　CO　2劇減のたあ、長距離輸送トラック2

から海運．・鉄道を利用するモーダルシラド、

への転換を推進していくために日本船主

協会の内航活性化小委員会で1年以上に

亘り協塗している◎主に．コネト負担を軽、

減す夕ため、’、①租制措置②輝制緩和③イ

ンフ摩備の3点腫点にまとめた「モ：

一ダ歩止フト盲進に画する要望」を先般、、

国土交通大臣および海事振興連盟会長に、

．拙し郊と寵せこの魏概黙外ミ・、…、

て説明を行った。（【資料】参照）．

前田恭孝委員長

贈
．
幽

噸達組合緯韓ご轡ll；1∵1∵鷺蒙1湯
2004年野瀬における暫定措瞬業の鯖保証榊！6Q億円鞭挿び先口常国会での「暫定措置

事業を今後ども継続して円滑かつ着実に実施ずること』という附帯決議に対レ業界として謝意が述、

べら樋とともに・躰経団連2004鞭箒墜鞭望の暫麟齢業の早期解消」について業界とし

轟馨謝罪罐講磁嚢薪懸顯鼎騨騨耕客『潤

日本環距離フェワー協会．、谷口征三弁長および高松勝三郎業務季員長．．

　要望内容たある航送用シギーシに関する自動車税、」自賠責保険、、車検制度、車庫班制の問題につい

懸

．
耀
灘

　㌶

『、

v
　
～

購
ピ

▲第1回内航分科会の模様

ては、エンジンのついたド

ラックや専ら陸上を走行し

ている陸一ラ．」．綱け

うに義務付ける必要はない

はずで、それを緩和するこ

とによりトラック事業者が

フよリー・RO撮0船さの利

用機会が増えるといった主

張を長距離フェリー協会と

して従来から行ってきた旨、

説明があった。
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　以上の説明に対し、’国土交通省：矢部海事局長より｛できるものから逐次措置していきたいとされ、・．

暫定措置事業は確実な実施、カボタージュ制度は必要であり堅持、モーダルシフトについては関係業

界と対応していきたい旨、説明が南っ福　　　ジ　　i「㌧．、　．．：㌧、h、己「ご・寄、なぞゴ＼

校紫濃霧蕪難脚継互轡鷺瞥響欝警崇躍警季1

　【資料】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年11月22日

　国土交通大臣　　　北側一雄殿
　海事振興連盟　会長　関谷　勝嗣殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹日本船主協会会長草刈隆郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本長距離フェリー協会　会長　谷口　征三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本内航海運組合総連合会　会長　立石　信義

モーダルシフト推進に関する要望

　わが国内航海運業界は、国内物流の大動脈としてわが国産業や国民生活に欠くことのできない
物資の安定輸送に大きな役割を果たしております。

　近年では環境低負荷に資する船舶を投入するなど、業界を挙げて地球環境保全に努めるととも

に、政府の「グリーン物流総合プログラム」のもと、荷主産業や他の物流産業との連携を一層強

化し蜜国策でもある地球温暖化対策の推進に積極的に協力しております。

　政府におかれましては、平成13年7月「新総合物流施策大綱」においてモーダルシフト化率を

2010年・までに50％（H13年時点で38．6％）に持っていくこと、平成14年2月には「地球温暖化対策

推進既判．において運輸部門は4600万トンのCO　2削減目標を掲げ、そのうち440万トンはモーダ

ルシプト等（海上へのシフトは370万トン）で削減するといった方針が打ち出されております。

　さらに、地球温暖化防止のための京都議定書は、ロシアが批准方針を明らかにしたことで、2005

年にも発効する見通しとなり、わが国の温室効果ガス削減義務（2008～12年置間に1990年水準と比

べ6％削減）が現実味を帯び、特に運輸部門における削減目標の前倒しが求められることも予想

されます。

　こうした環境負荷低減の目標を達成するには、今後、貨物の海上輸送へのシフトが早急に求め

られ、そのためには、輸送コスト低減はもとよりのこと、これに必要な航路の拡充、岸壁の整備、

大型船投入の促進およびそれに伴うインフラの整備が図られることなど所要の環境整備が是非と

も必要であります。

　つきましては、企業あるいは業界によるモーダルシフト推進への取り組みをさらに促進してい

くために、下記諸項目の実現につき、特段のご高配賜りますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，税制措置の実現

　・燃料油に係る石油・石炭税の実質非課税化

　。内航船の固定資産税の軽減

　・航送用シャーシの自動車二等の減免措置の実施

2，規制緩和

　・航送用シャーシの自賠責保険加入免除ならびに車検制度・車庫規制に係る特例措置等の実現

3．インフラ整備

　・フェリー・内航海運の岸壁、埠頭施設の整備

　　（埠頭地区の駐車場・ヤードスペース、荷捌き施設等の整備拡充。）
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　　平成17年度予算の政府案が出され、国土交通

　　省関係では重点的に推進する事業・施策等の

　一つとして「スーパー中枢港湾プロジェクト

　£の推進」の283億円が計上された。

鑑灘灘墜婁炉塞華11馨鷺慧義奪

　　改組しフェリーなどのカルテル問題を除く非

　　カルテル事項を当協会に、日中間のコンテナ

　　・ルール協定と輸送実績集計業務を海運同盟

　　事務局に移管した。事務局は廃止、機能は会

　　長会社が引き継いだ上で会員総会・会長・会

　　計監事の3つに簡素化された。

慧轟轟1轟轟喬曇馨蒙蔚霊獣

　　港湾物流情報プラットホーム構築実現に向け

　　た推進方策や小口貨物についての港湾物流業

　　務モデル案等が提示された。

灘瞬政府与党は平成17年度税制改正大綱を発表し

騰た．海運関係税制では調合舶特別償却制度が

　　現行の償却率を維持（ダブルハルタンカーの

　　特償率の上乗せ分および船員教育訓練設備の

　　特償は廃止）、2年の延長が決定された。また

　　適用対象船舶はこれまでの近代化設備要件に

　　加え、環境負荷低減型船舶に限定された。
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三聖灘公希書隷舗銅論購講磯

㊨・㊨海洋汚染及び海上災害の防止に関する法

　　律第六十五条第二項第一号に規定する担保金

　　の提供等に関する命令の一部を改正する命令

　　（内閣府令／国土交通省令第4号、平成16年

　　12月2日公布、平成16年7月1日施行）

㊨　船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処

　　理の方法等に関する省令の一部を改正する省

　　令個土交通省令／環境省令第4号、平成16
　　　　　ろ
　　年望月2日公布、平成16年7月1日施行）

㊨　危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正す

　　る省令（国土交通省令第108号、平成16年12月21

　　日公布、平成／7年1月1日施行）

㊨　船員保険怯施行規則等の一部を改正する省令

　　（厚生労働省令第186号、平成16年12月28日公

　　布、平成17年1月1日施行）

講欝撰際会議⑳離定磯麟意雰織

会議名：IMO第9回無線通信・捜索救助小委員会

　　　　（COMSAR　9）

日程：2月7日～1ユ日

場　所：ロンドン

会議名：シップリサイクルに関するILO／IMO／バ

　　　　ーゼル条約の共同作業部会

日　程：2月工5日～17日

目　所：ロンドン

会議名：IMO第48回設計設備小委員会（DE48）

日程’2月2ユ日～25日

場　所：ロンドン

会議名：ASFシップリサイクリング委員会第8回

　　　　中間会合

日　程：2月28日～3月1日

場　所：広州

㊨　船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省

　　令の一部を改正する省令（厚生労働省令1国

　　土交通省令第2号、平成ユ6年12月28日公布、

　　平成ユ7年1月ユ日施行）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごz＝、

翫総撒繍騰灘麟繍鑑灘灘器灘羅慧灘翻 I

1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　　（単位：

母運紆充計一…一一　一一・

10億円＞　　2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

前年比・前年同期比（％）

年　月
輸　出
iFOB）

輸　入
iCIF）

入（▲）出超

輸　出 輸　入

　　　1985

@　　1990

@　　1995

@　2000

@　2001

@　2002

@　2003

Q003年12月

Q004年τ月

@　　　　2

@　　　　3

@　　　　4

@　　　　5

@　　　　6

@　　　　7

@　　　　8

@　　　　9

@　　　　10

@　　　：「：1．．．

41，956

S1，45フ

S1，530

T1，654

S8，979

T2，1D9

T4，562

S，958

S，274

S，768

T，442

T，107

S，724

T，289

T，308

S，783

T，463

T，472
T．，．．1．与◎

311D85

R3，855

R1，548

S0，938

S2，415

S2，228

S4，322

R，835

R，774

R，367

S，319

S，030

R，793

S，146

S，174

S，210

S，231

S，318
D4よ． T56． P

．

10，870

V，601

X，982

P0，715

U，563

X，881

P0，240

ﾅ，123

@　500

P，402

P，123

P，076

@　931

P，143

P，134

@　573

P，232

P，155

@　．600：．，

　　4．0

@　9．6

@　2．6

@　8．6

｣5．2
@　6，4

@　4，7

@　8，5

@　11．3

@　…0，3

@　｝3，2

@　㌃0，8

@　9，8

@　19，4

@　14．3

@　10．5

@　12．4

@　11．7

?R141

▲3．8
@　16．8

@　12，3

@　16，1

@　3，6

｣0．4
@　5，0

@　　L6

@　0，8

｣0．9
@　12．3

@　B．6

@　5．0

@　15．5

@　8．3

@　18．5

@　12．5

@　12、7

D28『1．．

（注）　財務省貿易統計による。

3，不定期船自由市場の成約状況

年　月 舗）物 最高値 最安値

！990 144．81 124．30 160．10

1995 94．06 80．30 104．25

1999 113．91 111．28 116．40

2000
107．77 102．50 114．90

2001 121．53 113．85 131．69

2002 125．28 115．92 134．69

2003 1τ5．90 1D7．03 120．81

2004 108．τ7 102．20 114．40

2004年1月 106．48 105．97 107．55
2

106．46 105．34 109．00
3 ｝08．62 104．30 112．12
4

107．25 104．03 110．20
5

112．35 108．82 114．40
6

109．47 107．35 川．07
7

109．36 107．90 112．08

8 110．36 109．15 111．70
9

109．96 109．22 111．20

10
108．92 1．06．13 111．10

1
1 104．93 102．4D 106．98

12．
．．． P．

O3：．，84． ．102．20．：．．

　　書

　　　ぐ

（単位三千M／T）

妊＝L

区分 航 海 用 船

A シングル
（品　目 別 内　訳）

用船

年次

ロ　計 連続航海
航　　海

石　炭 穀　物 砂糖 鉱　石 スクラップ 肥　料 その他
Trip Period

1999 141，321 L304 150，481 56，184 30，686 3，274 57，309
235 1，709

11082
149，734 39，581

20DO 146，643 2，182 144，461
46549　　脚

26，147 4，576 67，431 ｝98 182 11551
170，032 45，021

2001 154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，17フ
472 978 914 150，154 38，455

2002 132，269
978

131，291 43，406 15，182 5，853 65，105
442

1，054
249

1B4，890 50，4フ4

2003 99，655 1，320 98，335 30，722 6，097 3，657 57，001
248 438

η2 208，690
811721

2004 83，398 2，414 80，984 3L875 5，621
7DO

41β94 ．596
690 108

250，386 59，906

2004　4 9，897
549

9，348 4，098
441 0

4，634
D 157 18

23，414 2，971

5
7，812

150 7，662 4，209
296 42

3，080
o 35 0

16，788
11487

6
7，934

60D
7，334 2，214 9刀

2B2 3，764
99 6 0

22，307 4，312

7 6，826
0 6，826 2，760

LO64 0
2，840

69 93 0
25，945 8，837

8
6，038

505 5，533
11441 262

斜2 3，607
80 31 0 19，612 4，645

9
7，994

160
7，834 2，065

373 49 5，11B
65 164 0

25，942 6，411

王0 4，フ21
0 4，721 1，935

546 24 2，090
68 58 0 22，743 6，659

1
1 4，809

0
4，809 1，510

267 3
】 2，997

0 4 0
19，318 7，998

D12 ．．41．，

W30．
0 4，83G． 2007

．．
Q61． 45．． ．2．，465 ．50 ．2． O ．17．，．106．． ．4，与76．、

（注）①マリタイム・リザーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）
　　　　　　　r

ペリレシャ湾／日本 ペルシヤ 湾／欧米

月次
2002 2003 2004 2002 2003 2004

し・

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
1

50．00 34．75 161．00 102．50 152．50 87．00 40．OD 35．00 120．00 75．00 127．50 82．50
2

42．50 37．50 132．50 67．50 159．00 102．50 40．00 36．25 117．50 65．OG 132．50 87．50
3

37．00 32．00 160．00 105．OD η7．5D 7D．ノ5 4DOO 30．OD 145．DO 85，DO 112．50 60．00
4
［
」

ゴゴ71

@噛「
P

29．50

U2．00
28．00
R9．50

137．50
PG9．50

52．50
S2．00

11D．00
P25．00

77．50
V1．25

31．00
S8．75

27．50
R3．00

97．00
X9．00

45．00
TG．OD

87．5D

P0D．00

6フ．50

U9．50
6

「35，00 29．50 9000 56．00 135．00 114．00 42．50 31．00 70．00 52．50 112．50 87．50

7 50．00 32．50 63．75 45．00 148．00 120．OD 38．75 29．50 54．00 42．50 123．OD 95．DO
8

35．00 68．00 41．00 121．00 97．50 32．50 28．00 57．50 40．OD 102．5G 87．50
9

45．00 34．00 135．00 70．00 157．50 83．50 42．50 28．00 115．OO 50．00 145．00 75．00
10

99．75 40．50 78．00 42．50 290．00 156．00 68．50 42．50 90．0G 4750 225．DO 117．50
1
1 110．00 62．50 152．50 102．50 350．00 265．OD 72．50 47．50 126．50 75．00 255．0D 167．50
12 13750 990 1600D 13375 3TO　OO 110．50 10500 8000 13750 950D 2250G 13000

（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　　④グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W以上の船舶によるもの。

5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
2003 2004 2003 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

27，90　　27．25 一 一 一2
27．40 73．00

一 『3
29．75 72．50

一 一4
34．00

一 皿 一5
32，50　　32．00 一 20，25　　18．50 一6
31．25　　29．40 37．00 18．20

一
7

32．75 50，00　　46，50 20．00
一8

一
53．75 20．00

一9
34．25　　33．75 一

20．00
一1D

37．00 59．00
一 一1

1 一
62．50

一 一12 5450 6100
一 一

（注）①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の
　　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。

激職響1漫麟鷹島欝鱗灘騰慰1ミ提…難蹴1：解縣搬難羅建難艶際螺1驚；1難叢！；『！灘鞭！＝響欝欝鍍纈鐸難壽i撚鱗鼠澱羅1〔1饗嚢騨欝難i犠藝螺；茎遣・ミ…｝：罵こ轡
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6．石炭（オ「ストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位：ドル／トン）

オーストラリア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石） ブラジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2003 2004 2003 2004 2003 2DO4

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高“　最低
1

14．20　　12，20 39．70　　35．00 14．30　　12．50 46，50　　34．00 9，40　　7．80 2600・・　22．00
2 15．25　　η．45 32．00 15．00　　13，15 50，σ0　　35．00 8，80　　　6．25 26，00　　20．フ5
3 15．25　　τ3．70 31．65 15．80　　14，20 40，00　　35．50 9，00　　7．70

19，007「17．25　　　　　ヤ

4
一 ｝ 16．00　　1480 35．00　　32．50 8，95　　6．75

18，00・　15．25　　　　12

5 16．35 18．30 18．00　　16，50 26．50　　25，00 10，35　　9．25 14．75　　11．30
6

｝ 一
18．00　　16．25 28．00　　22．90 9，50　　8．40 13．50　　8．25

7
一 一 17．50　　15．40 32．00 8．50　　7．05 18．90　　16．90

8 17，15　　16．30 一
20．35　　17．50 34，50　　10，20

一
19．00　　14．90

9
一 一

21，50　　1B．50 37．55　　30，00 達1．60　　11．50 18．25　　14．50
10

一
27．50

3000 40．00　　33，25 ｝8．75　　13，90
『1

1 32．00 41．00 35．50　　29．50 45．8D　　40．00 22．00　　17．00 25．00
12

一 一
33．50　　30．00 50、60　　41、8G 21．00 27丁10　　2250

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。

　　③グラフの値はいずれも最高値。

7，タンカー運賃指数

タ ン 力 一　　運 賃 指 数

月次
2002 2003 2004

VLGC 中型 小型 H・D H・C
VLOC 中型 小型 H・D H・C VLCC Suez Afra Handy

αean

1
2

39．9 86．9 126．1 1653 148．1
98．6

P33．3
161．9
P80．9

165．6
P86．8

266．3
Q67．1

231．3
Q45．6

卍33
P32

250
Pフ8

289
Q15

386
R55

287
R26

3 39．4 85．6 1マ5．8 1588 149．9 1140 224．9 275．6 290．0 273．4 …32 153 182 238 323
4 36．0 91．3 η6．6 了642 148．5 1286 240．2 294．0 290．0 328．2 96 14マ

140 204 21θ
5 36．4 105．4 143．9 194．2 178．8 798 150．4 217．フ 200．0 294．3 95 137 164 201 235
6 49．9 89．9 159．1 2040 177．1 854 156．2 200．9 235．0 23i．1 達19 149 193 233 256

7 40．1 96．8 130．2 2008 158．0 506 110．5 132．9 250．0
22LO ｝27 156 187 243 240

8 44．6 83．3 131．5 166．8 171．3 52．8 103．2 167．フ 197．5 221．1
107 155 169 219 217

9 35．6 83．9 109．6 1583 178．0 58．4 92．1 138．2 208．9 233．1
103 154 163 229 226

10 41．0 83．3 118．1 153．3 154．9 579 120．4 153．3 202．0 180．0
195 285 355 320 263

11 73．3 107．9 137．5 154．4 遷73．5 704 158．4 164．0 258．3 213．3
12 102．7

1722 ▽5．8 192．5 207．7 1255 278．9 332．5 290．0 288．6

平均 48．2 978 132．5 173．2 166．2 87．9 164．8 202．4 246．3
2468

（注） ①2003年までは 「Lloydls　Ship Manager」、 2004年からは 「Lloyd’s　Shipplng　Economist」 による。 ②タンカー運賃はワー
ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（～2003）④VLCC．15万トン以上◎中型：7万～
15万トン⑳小型13万～7万トン◎H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満㊦H・Cロ八ンディ・クリーン：全船型。（2004

～）⑦VLCC：20万トン以上◎Suez：12～20万トン⑳Afra：7～12万トン◎Handy：25～7万トン㊥Clean：全船型

∴三＼　諏、　“　　ζζ、，～’レド瓢パ∵：∴ゴ慧》二四1ピヂ臣F㍗曽ρ　烈　w“詞｝　ヒ猿三；ゴ・：、＝も：懸盤蝶i：⊃1：警「灘ご酸畷1緊曇1：」1畿轍置嚢：鷲
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8，貨物船定期用船料指数
2003 2004

月
次

1．2万以上

Q万未満
2万以上

R．5万未満

3，5万以上

T万未満
5万以上

W．5万未満
8．5万以上 総合指数

1．2万以上

Q万未満
2万以上

R．5万未満

3．5万以上

T万未満
5万以上

W，5万未満
8，5万以上 総合指数

1 723 199 234 295 235 185 341 601 563 851 875 553

2 192 192 207 243 229 156 349 716 732 835 B81 613

3
一

212 244 281 245 151
一

636 706 861 735 451

4 349 282 257 325 259 203 448 615
5刀

730 604 558

5 267 283 285 382 290 290 585 515 483 555 446 533

6 267 309 347 343 297 304
一

419 341 439 432 401

7 221 314 278 33G 298 273
一

415 440 548 538 478

8
一

295 280 315 306 276 626 476 484 596 645 562

9 266 307 289 321 350 294 443 510 501 681 626 514

10
一

342 381 543 69G 337 336 一532ド ’『T56・ 663．
664 、5G3’

1
1 一

’422 417 605 662 309

12
一

469 521 688 772 360

出所：「Lbyd’s　ShiPPing　Economist」

　（注）①船型区分は重量トンによる。

　　　　②用船料指数は1985年；100。

9．係船船腹量の推移
2002 20D3 2004

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー
隻数干G／丁千D／W 隻数『二G／丁干D／W 隻数干G／丁干D／W 隻数千G／丁干D／W 隻数干G／丁干D／W 隻数千Gノ丁千D／W

1
2421フ541，966 40　7921，528

24111859L958
43　9D51β38

2051131711350 53　287　4892
2321、7141，899 40　6661259 236118651，911 44　7411、488

2061123611279
51　286　490

つ
り
4
［
U

2291，7281，887
Q381、8962，061
Q301、7631，946

40　6881β05
S2　6921β10
S1　6351，199

237117701，791
Q32116871，720
Q24115251，555

45　485　940
S4　361　706
S6　52511Dl6

1881．15611234
P811，10目1232
P751，0411，178

56　300　509
T5　163　256
T4　145　2246

2211，7421，936 42　63フ11202 2151．441L513 48　52711D19 168　93511057 55　142　218
7

2221，6781，874 43　83211657 2261，556ワ19 48　52411014 166　90211006 52　13τ　204
8

2231．66711861 471，4753，004 2151，477L633 50　78611569 159　90011008 50　130　1999
2291．72711927 471，5503，155 2三31，40フ】，534 50　78411567 146　802　881 47　　90　146

0
1
1
1

2281168211937
Q251165811878 481，5623，173

T01．5563，162
2031，2フ31，383
Q091，3201，406

53　70911414
T2　70611407

155　882　934
a8　813　877

43　103　148
R8　達13㌧　162

12 22DlI63311841
471，48G　3，000 2071，3081，386 51　70511407

　（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。

1鶯！；畿懲票1磁綴騨撒燈1湛こ1遡縮ll；：溝漏課鷲「ぐ：：ン1灘1際饗1セ：ll：1塁贈甥馨1諜ご欝顎欝き罫雑麟蟹膨1濃筆掘驚灘藤騨鐸ll；セ：綴

せんきょうノ伽2005⑧31



一一一一一一一一
　　　　　先日、オレオレ詐欺（別名「振込み詐欺」）に出
　　　　くわした。突然の電話を取ると「お父さん？洋子。
　　　　交通事故を起こしちゃった」と娘の泣く声。動転
　　　　している。「どうした？どうした？」と返すと警察

　　　．官がでてきて∫娘さんが秋葉原の交差点で事故を
　　　　起こしまして、．勾留しています6まず、身元確認
　　　　をさせで下さい。嬢さんのお名前は植村洋子さん、

　　　　住所は○○、電話番号は○○、で間違いないです
　　　　か．？」「間違いありません。で事故の状況は？」「交

　　　　差点で人を援ねました。ご夫婦だったのですがご
　　墨．等主久のお名前は○○さん。24歳。奥さんは○○さ

　　　　ん、23歳でご主人が奥さんをかばう形になって、

　　　　搬送中に死亡されました。奥さんは意識不明の重
　　　　体です。」私の電話を持つ手に汗がにじみ出し、更

　　　　には血の気がスーツと引いていくのがはっきりと
　　　　認識できた。

　　　　　「従いまして、娘さんを業務上過失致死罪容疑と

　　　　いうことで逮捕、勾留しております。」私の驚く応
皮　　　答を横で聞いていた妻が「功太郎1お姉ちゃんが
　　　　人：を礫㌣て、考の本死んじゃった1」とたまたま

　　　　居た息子に縄跳で㌣るのが聞こえる。何とか悪夢
　　　　あるいは巷間言われている何とか詐欺であってほ
　1　　し．いという切ない望みを抱きながら、私は被害者

　　　　の家族にどのように詫びればいいのか、殴られて
　　　　も蹴られてもただひたすら娘と頭を下げるしかな
　　　　いとそのことばかりを考えていた。
　　　　　次に警察官に代わり、保険会社から派遣された

という弁護士が「青山法律事務所の○○と申しま
す。この度、娘さんが起こされた事故のことです
が、事故状況からいって娘さんに一方的に非があ
るということで48日間勾留され、そのまま裁判所

に移送され、実刑ということになります。ただご
存知の通り、保釈という道があります。」「わかり

ました。それをどこにもつていけばいいので？」

「いえ、裁判官たる公務員は民間から現金は受取

れないのです。司法書士がその手続きを行います
ので、そこに振込んで戴きたいのです。」「え1そ

うなんですか？振込み？」私に落ち着きが戻って
きた。「ええ。」「それでいくら用意すればいいので？」

「通常ですと200万から300万円です。今すぐお手
元にある現金を入れていただければ、内金という
ことで手続きに入れます。」私は一つ一つを復唱し

ながら妻に伝えていた。その口座番号を控えよう
としていた時、動転して老眼鏡が見当たらず携帯

のボタンが押せなかった妻に代わって娘と連絡を
取った息子が「お父さん1お姉ちゃんが会社に居
た1」と言って私から受話器を取上げ、「本人の確

認が取れたぞ。あんたは誰だ1」と叫んだとたん
電話が切れた。

　日頃乱暴な運転をして家族を心配させる娘を除
く善良な私たち3人は抱き合って喜んだδ詐欺と
願っていたことが事実となり、悪夢が消えた安堵
からか、犯人たちへの怒りは未だに不思議と生じ
ない。　　日本船主協会　常務理事　植村　保雄

一…一…　一一・ ﾒ集委員名簿一一一一　一　一　一一一一編集後言己一・

第一中央汽船　総務グループ次長

飯野海運　スデークホルダーリレーションズ
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　明けましておめでとうございます。外航

海運にとっては晴れやかな新年のスタート

．となったのではないかと思いますが、みな

さまはいかがでしたでしょうか？

　外航海運業界では、今年も活況が保たれ

るであろうとの見方が強いようでまだまだ

明るい見通しが続いていますが、その一方

で業界が抱えている未決の多くの問題はい

まだ道半ば、といった感があります。今年

は少しでも先へ進んでいくことができれば、

そしてそれをお伝えできればと思います。

　当協会自身も組織改革を行い、新体制で

新年より新たな一歩を踏み出しました。本

年もどうぞこの「せんきょう」を宜しくお

願い致します。　　　　　　　　　（MN）
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月本の経済を支える海運にはぐ

．諸外国並みの税制が必要ですσ
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　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ
ています。

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行

い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。

トン数標準税制の導入国

導入済み
オランダ、ノルウェー、ドイツ，イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランス、

Aイルランド、ベルギー、インド

導入決定済 米国、韓国
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　観
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一船が支える日本の暮らし一
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平成17年1月20日発行毎月1回・…テ・・534・和4ア年・月・日第，。郵便物。可み■　　　口冒　　　　■▲墾驚馨No．534麟、巴託せんきょうぎ　　　　　　還1蜜三冠撤！灘灘1　　　　　　　　　　　　　欝￥鎌灘2005年新春を迎えて日本船主協会会長臼草刈隆郎1　　　ロ中国にも「分母巨大化」の壁読売新聞東京本社論説委員【】松田英三2［一端�f　　　　　　　　　　　　　　　　4亜1一涌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41．バルクキャリアに対する追加的安全対策のための．　SOLAS条約第12章の全面改正が採択される　一IMO第79回海上安全委員会（MSC79）の模様について一一・黶E@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1�I．1．船舶特償の存続が決定　一平成17年度海運関係税制改正・予算が決定一2．スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績が増加　一スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一3．現行の独禁法適用除外制度維持を求め、EU・豪州当局に　当協会コメント提出　一外航船社間協定に対する独禁法適用除外制度見直しについて一海運日誌（12月）26船協だより　　　27海運統計編集雑感8223・当協会の主催により新年賀詞交換会を開催・スマトラ島島大地震およびインド洋津波被害国への救援物資輸送協力を表明・海事振興連盟、第1回内航分科会を開催3342うq轟∠竃a　置　「葦　　　　　ρ滝．穿〆1：／・’@・多乞．　　20Q5早め年頭にあたり一言こ挨拶申し上げます。　昨年を振り返って見ますと、一昨年のイラク戦争とSARS禍という世界的な不安要因が一応の落ち着きを見せるとともに、米国経済の回復と中国経済の高成長が牽引役となって世界経済は好調に推移しました。ここ暫くはおおむね堅調な成長軌道を辿るものと期待されています。また、長い不況に喘いできたわが国の経済も、昨年になって漸く明るさが見え始め、昨年9月期の中間決算では、上場企業め多くが大幅な増収増益を記録し、2期　　　　　き連続で寧去最高類を更新する企業が相次ぎました。海運輝も円高の進行やバンカー油の高騰といった逆副琴見舞われ、先行き楽観を許さない状況にありますが、定期船、不定期船、タンカーの3部門ともに好調な市況に支えられ、外航海運企業各社の収益が大幅に改善されたことは喜ばしい限りです。　さて、回復基調に乗り始めたかに見えるわが国経済ですが、本格的な回復を確実なものとし一層発展させていくためには、わが国の社会、経済全般に亘る諸規制の見直しを図り、様々な分野における構造改革を推し進めていく必要があります。2001年4月の小泉内閣の発足によって緒についた構造改革ですが、約4年近くを経毒してもまだまだ十分とは言えないのが現状ではないでしょうか。産業界、特に国際市場において熾烈な競争を繰り広げている外航海運にあっては、諸外国と対等な条件で競争を繰り広げていくための税制等の環境整備、いわゆるイコール・プッディングが不可欠です。　欧州各国では、一種の海運支援策であるトン数標準税制をかなり以前から導入していますが、最鯉，．甕　　　　　箏1『　　　　」　日本船主協会会長草刈隆．郎近では米国や韓国でも相次いで導入を決定しました。また、日本籍の外航船舶は年々減少の一途を辿り、僅か100隻を数える程になっています。当協会は、今や世界標準ともなったトン数標準税制の導入を含む海運税制の抜本的見直し、さらには外航船舶に対する第二船籍制度の創設を目指して国土交通省当局との間で検討を進めているところです。本年は何としてもこれら課題の実現に向けて道筋を立てる年にしたいと念願しています。一方、内航海運企業は、依然として厳しい経営環境にあります。国内物資輸送の大動脈としての機能を維持し、安定した輸送を確保してし、くためにも、必要な規制緩和や税制措置を各方面に訴えて行く所存です。また、低公害で大：量輸送機関であることの特性を生かして、陸上輸送から内航海運へのモーダルシフトを促進するための施策を支援していきたいと考えています。　この他にも、水先制度の改革など港湾関連業務問題、テロや海賊対策といった航行安全問題、海洋環境の保全への取り組みなど、海運業界を巡る課題は山積しています。外国人船員問題への対応や当協会自体の組織改革などは一応の方針が決定したものの、腰を据えた取り組みが求められています。いずれもまた、将来に亘って海運業界が健全に発展し、物資の安定輸送という社会の付託に応えていくためには避けては通れない課題ばかりです。　日本船主協会は、これらの問題を一つ一つ克服し、わが国の海運業界がより一層社会の付託に応えられるよう、これからも全力で取り組んで行く所存です。せんぎょう∫碑2005�G1　海運関係者には、新年の祝い酒が例年に増しておいしく感じられる人が多かったことだろう。昨年9月の中間決算で、上場海運14社のうち11社までが連結経常利益の大幅増益を達成した。運賃は高値に張り付いたままで、急落する兆候もない。上位3社は、経常利益の1000億円突破が確実視されている。世界経済のステージが変わった　好業績をもたらしたのは、言うまでもなく運賃の高騰だ。そして、その背景にはBRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国〉と呼ばれる新興大国の経済成長がある。　「ドラゴンクエスト1」など初期のロール・プレイング・ゲームで、橋を一つ渡ると遭遇するモンスターが急に強くなり、対応にとまどったように、人口大国の台頭は世界経済のステージを変えた。　中国の粗鋼生産量はここ数年、年間3000万トンのペースで増えている。毎年、新日本製鉄が1社つつ誕生している計算だ。鉄鉱石、原料炭やそれらを運ぶ海上運送の供給が追い付かなくなるのは無理もない。　石炭、原油から金、海運の運賃にまで広がった市況の高騰は、既存の世界経済が新たなステージに対応できないことによるものと、見てよいだろう。サウジアラビアなど中東産油国がようやく新たな油田開発に乗り出したように、・各国、各企業は供給能力の拡大に動き始めた。　日本の海運各社も、大がかりな船舶投資に踏み切った。しかし、船舶の完成までには時間がかかる。　　　　　　　　　　　　　　　　　聴．　様々な一次産晶で指摘される需給ギャップが、　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，勇供給増で一朝一夕に解消するとは思えな繕。売り手優位の相場は、今年も続く可能性が高いと考えている。中国経済の帰趨　波乱を起こすとすれば、需要サイドの要因だ。原油など一次産品の市況高騰は、米国や開発途上国の景気に冷水を浴びせる。交易条件の悪化が成長にブレーキをかける、という現象は第一次石油危機を通じて日本が経験したところでもある。　中国はどうだろう。中央政府は昨春、過熱する景気に危機感を抱き、金融の引き締めに転じた。融資先を選別する窓口指導に始まり、最終的には金利を引き上げた。ただ、昨秋以降は、金融引き締めの効果を確認したのか、景気中立的な経済運営に努めている。顎繕榊ラ岬05・　こうした政策に見られるように、交易条件の悪化は景気にさほど打撃を与えていないようだ。どんどんとビルが立つ伸び盛りの中国は、貿易赤字の拡大をも飲み込んで、力強い成長を続けるのかもしれない。政府も国内総生産（GDP）で8％の成長に自信を示している。　だが、昨年1φ月、北京と上海を取材して、中国の8％成長の持続には、「分母巨大化の壁」が立ちふさがっていると感じた。　分母が小さいうちは、同一の伸び率を確保することは難しくない。しかし、分母が大きくなるにつれ、一定率の維持は難しくなってくる。増やすべき量が等比緯数的に膨張するからだ。・中国経済の成長も、そろそろこの壁に突き当たるのではな．いか、との思いを強くしている。　　　薬難しい霞力不足の解消てみよう。　中国は昨夏、全国的な電力不足に見舞われた。とりわけ経済成長が著しい上海などの長江デルタは、電力事情が厳しく、輪番停電が常態化した。この地域では、今冬も電力不足が懸念されている。　中国政府のエネルギー当局者によると、旺盛な電力需要の伸びに対応するため毎年、発電容量を3000万一4000万kw増強する必要がある。これは東京電力の養母設備の半分に当たり、関西電力にほぼ匹敵する。あれだけの年月をかけ、100万人の住民を移転させて建設した三峡ダムの予想発電能力がユ800万kw強。実に三峡ダムを毎年2つずつ完成させないと追い付かない数字だ。　これまでのところ中国は、こり膨大な発電所建設を何とかなしとげてきた。原動力は石炭火力だ。5社に分割された国営発電会社と地方政府が競うように石炭火力を建設し、曲がりなりにも電力需給のつじつま合わせを果たしているのである。　だが、犠牲は大きく、行き詰まりも見えている。犠牲は中小炭鉱の事故だ。国家安全生産監督管理局によると、中国では2001年から昨年10月までの4年間に、10人以上が死亡した炭鉱事故が188件も発生しているという。一方、内陸部で生産される石炭を臨海部の発電所に運ぶ鉄道にも、限界が見え始めた。鉄道輸送に占める石炭の比率は既に6割に達しているとされ、新設された発電所に石炭を安定供給することが、次第に難しくなっている。　エネルギー当局者は、�@炭鉱の近くに発電所を立地し、送電線で電気を送る�A臨海部は輸入炭を使う一との対策を示した。このうち送電線の建設は、それ自体が大事業であり、ある程度の時間を覚悟しなければならない。　中国は電力以外にも、水や道路、鉄道などのインフラで問題を抱えている。インフラ不足がネックになって、GDP成長の頭を押さえつける、というのが私の読みだ。　中国には、国内の経済格差、国営企業の経営難、失業対策など8％成長の維持を至上命題とせざるを得ない政治的な国内要因がある。だが、世界経済にとって、中国経済の5％程度へのスローダウンは、それが暴動などの混乱につながらない限り、決して悪いことではない。　BRICsには、背伸びしない着実な成長の持続を期待したい。それは一次産品の供給に過剰な負荷をかけず、世界経済に安定感をもたらすだろう。饗鎌継鱗騨伽羅蘇1豊　　聯国際会議レポー　鴨1「．擬ル多羊辛Uデた対する追加的安全対策のためのSOLAS条約第12章の全面改正が採択される∵一IMO第79回海上安全委員会（MSC79）の模様について→1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟論・臨胤禽漁漁轟傘轟蕊　国際海事機関（IMO）の第79回海上安全委員会（MSC79）が、2004年12月1日から10弓までロンドンのIMO本部において開催され、バルクキャリアの安全問題、ゴールベース・スタンダード、海事保安等について審議が行なわれた。　その概要は次のとおりである。1、バルクキャリアの安全問題　2004年5月に開催されたMSC78において、バルクキャリアの安全対策として新造船に対して、二重船側構造を強制化するためのSOLAS条約（海上人命安全条約）第12章の改正案が提出されたが、ギリシアより安全性向上の面からその必要性に疑問があるとして、二重船側の強制化に反対する提案がなされた。　審議・投票の結果、ギリシア提案のとおり二重船側構造の強制化が否決され、単船側と二重船側の両方を認める条約改正案が承認された（但し、強制化の提案を行っていた英国は留保を表明した）。　今次会合では、MSC78で承認された改蕊SOLAS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド第12章が採択された（発効は2006年7月1日を予定）。　その主な改正点は次のとおりである。（1）バルクキャリアの定義　　「主として乾貨物をばら積みする船舶」がバル　クキャリアとして定義された。（2）二重船側バルクキャリアに対する要件　　二重船側化は強制要件とはならなかったが、　二重船側バルクキャリアの要件が定められ、単　船側バルクキャリアのみに要求されていた浸水　時復原性要件・構造要件を二重船側バルクキャ　リアにも適用することとなった。（3）　二重舟告側ゆ嘉　　二重船側内のメンテナンスや交通性を考慮し　て二重船側幅が定められた。　�@船側外板と縦隔壁の幅はLOO伽皿以上�Aクリアランスは横式構造の場合60伽以上、　　縦式構造の場合は80伽m以上4翻ぜんきょうルπ2α武5�求@二重船側内への貨物積載の禁止　　二重船側内への貨物の積載は認められない旨　の規定が追加された。（5）復原性コンピューター　　長さ150m未満のバルクキャリアに復原性を計　算できるコンピューターの搭載が要求された。（6）隔倉積み禁止（現存船）　　現存単船側バルクキャリア（船齢10年以降）　に対して隔倉積み禁止が定められた。（7＞船側構造の追加強度要件　　MSC78において、留保を表明していた英国よ　り、船側構造強度の強化を図るための追加要件　に関する提案がなされ、審議の結果、同提案が　合意された。　　本追加要件に関する具体的な要件・解釈につ　いては、今後IACS（国際船級協会連合）によっ　て作成される予定である。（8）塗装要件の強制化　　SOLAS第12章改正案には、バルクキャリアの　　　　ア　ぼ轟型鶏繍1編饗難聴；空　　今次会合で、わが国政府より、現時点におい　て塗装基準が定められていない点を指摘し、同　規定の削除を求める提案がなされた。　　審議の結果、同規定の削除には至らなかった　が、IMOで塗装の強制基準が作成されるまでの間は、各国が容認可能な塗装基準を参照すること（＝現行基準によること）となった。また、IACSからの提案により、同基準はバラストタンクにも適用されることとなった。　今後、塗装基準案は、2005年2月開催予定のIMO第48回設計設備小委員会（DE48）で審議が開始されることとなる。2．ゴールベース・スタンダード　2003年5月に開催されたMSC77において、現在、各国／船級協会ごとに異なっている船体の構造基準について、今後ある一定の目標を定め、国際的に合意された要件を設定することが合意され、今回のMSC79において、このGoal　Based　Standard（GBS：目標達成型の新造船建造基準）に関する本格的な審議が開始された。　今次会合では、IACS、ギリシアおよびバハマの共同提案（図1参照）をベースに、GBSの基本概念および構成について審議が行われた。　わが国政府は、工MOにおけるGBSへの取り組みをフル・サポートすること、高いレベルのゴールを達成するための道筋は柔軟であるべきこと、メンテナンスと運航についての要件をIMOで定めるべきである旨を主張した（図2参照）。　審議の結果、構成については、5段階の階層構造とし、第1階層（目標）、第2階層（機能要件）図1　1ACS、ギリシャおよびバハマが提案するゴール・ベース・スタンダードの枠組み　Tler　I（第1階層）凹ゴールベーズの安全目標Tier　H（第2階層）巳ゴールベーズの機能要件　　　　　Tler皿（第3階層）”ゴールベース囲の適合基準に対する検証手法　　　　　　　Tier　y（第4階層）Z術手続き、ガイドライン、船級規則及び業界標準Tler　V（第5階層）建造、運航、メンテナンス、訓練、配乗等に関する実施コード及び品質システムせんぎょう∫¢雑2005瞭　5図2　日本が提案するゴール・ベース・スタンダードの概念　Tier　I（第1階層）“ゴールベーズ脚の安全目標．豊陛　Tle「H　（第2匡皆層）開ゴールベース”の機能要件メンテナンス設計と建造運航　τier皿　（第3β皆層）適合基準に対する検証手法Tier　D／　（第4β皆層）船　級　規　則　　　　　　　Tle「V（第5階層）建造、運航、メンテナンス、訓練、配乗等に関する実施コードおよび第3階層（検証手法）はIMOで定め、第4および第5階層については、船級協会等が作成することとなつ為。　基本概念と構成については、以下の内容が検討されたものの決定には至らず、引き続き次回MSC80（2005年5月開催予定）で検討することとなった。（1）GBSの基本概念　　GBSは、・船舶の生涯を逼じて求められる安全、環境、保　安を広く包含した基準であり、・IMO、主官庁、船級協会、その他の組織が定め　る規則によって達成すべきレベルであり、・船舶の設計および技術に関係なく、明確で、実　証、検証、長期使用、実施および達成が可能で　あり、・異なった解釈を生まない程度に詳細であること。（2）GBSの構成・第1階層（目標）　　全ての船舶は、一生を通じて予想される運航　および環境条件において、適切な運航およびメ　ンテナンスが行われた場合に、規定された設計　寿命の間、安全かつ環境にやさしくあるよう設　計・建造されること・第2階層（機能要件）　　当面タンカーとバルクキャリアについて、設計寿命、環境条件、疲労寿命およ・び構造強度について検討3．航海データ記録装置（VDR＝Voyage　DataRec・・d・・）の現存髄用　　ll　2000年12月に開催されたMSC73においζ、「2002年7月以降に建造される3，000総トン以上φ船舶および現存RO・RO旅客船にVDRを搭載ずること」が採択されたが、現存貨物船に対してはその適用の可能性について、引続きIMO航行安全小委員会（NAV）で検討することとされた。　その後、約3年聞のNAVにおける検討を経て、経済性および実効性が考慮された簡易型VDR（S−VDR二Simp雌ed　VDR）＊も認めることで、現存貨物船へのVDR搭載の義務化が合意され、採択のため今次会合に報告された。　審議の結果、以下の内容のSOLAS規則改正案が採択された。（1）20，000総トン以上の船舶（2006年7月1日発効＞　　2006年7月1日以降の最初に計画されている　入渠時に搭載すること。ただし、2009年7月1　日までに搭載のこと。（2＞3，000総トン以上20，000総トン未満の船舶　（2007年7月1日発効）　　2007年7月1日以降の最初に計画されている　入渠時に搭載すること。ただし、2010年7月16魯ぜんきょうメαπ2005　日までに搭載のこと。（3）上記発効日から2年以内に廃船する船舶には　適用を除外することができる。　＊S−VDR：従来の船体固定型カプセルタイプ（耐水深6，000　m＞に加えて、浮揚型カプセルタイプも承認された。　現在、日本造船研究協会を中心として浮揚型カプセル　　タイプの開発が進められている。4．IMO会社識別番号　2002年5月に開催されたMSC75において、　Lloyd’sRegister・Fairplay社（LR・F）が提供するサービスを利用して、船舶の夏MO識別番号と同様に、管理会社や登録船主へ固有のID番号を付すことが英国より提案された。　本提案に対しては多数の国からその実施につき支持があったものの、一方で、同サービスにおけるID付与率は世界の船腹の80〜90％程度である点も指摘されでいた。しかしながら、英国はその後も積極的に働きかけを続け、2004年3月開催のIMO第12回豊国小委員会（FSI12）において管理会社および登餌船主に対しIMOの識別番号を付与する旨のSO雌S条約改正案が作成された。その後2004年　　　酸65月開催のMSC78において同改正案は承認され、今次会合に採択のため報告された。　審議の結果、マ．一シャル諸島から、「強制要件とする結論を出すのは時期尚早であり、採択は次回MSC80まで延期すべき」とする提案が出され、意見がまとまらなかったため票決が行なわれた。その結果、反対票が全体の3分の2に満たなかったため、同提案のとおり採択の延期が合意された。5．自由降下進水式救命艇のバルクキャリアへの　適用　2004年5月に開催されたMSC78において承認されていた、新造船への自由降下進水式救命艇の搭載を義務付けるSOLAS規則改正案が採択された。　本改正規則は、2006年7月1日以降に建造されるバルクキャリア＊に適用される。＊バルクキャリア：SOLAS第9章で定義される「バルクキャリア」であり、一般に一層の甲板を備え、貨物区域にトップサイドタンクおよびホッパーサイドタンク　を設けた船舶であって、主として乾貨物をばら積みする船舶、鉱石運搬船および兼用船を指す。6．分離通航方式等　2004年6月開催のNAV50において承認された、以下の分離通航方式等が採択された。発効は2005年7月1日の予定である。（1）新分離通行帯　�@Cape　Fear　Riverの分離通航方式（米国）　�AMina　Al−Ahmadi沖の分離通航方式（クウェ　　ート）（2＞既存分離通行帯の改正　�@Puget　Sound分離通航方式の改正（カナダ、　　米国）　�AChesapeake　Bayアプローチ分離通航方式の　　改正（米国〉　�BCape　RocaおよびCape　SVincente沖分離通　　航方式の改正（ポルトガル）　�CBerlengas　lslands沖分離通航方式の廃止（ポ　　ルトガル）　�DPuerto　San　Mardnアプローチ分離通航方式　　の改正（ペルー〉（3）その他　�@メキシコ湾北西部WestCameron海域の航泊　　禁止区域の設定（米国〉　�AChesapeakeBay南方アプローチの深喫水船　　航路の改正（米国〉　�BBerlengas　Islands地域の通航禁止海域の設　　定（ポルトガル）7．西ヨーロッパ海域の強制船舶通報制度　2003年7月目開催されたIMO第49回海洋環境保護委員会（MEPC49）において、西ヨーロッパ海域が特別敏感海域（PSSA）として承認されたことに伴い、当該海域で実施する環境保護対策として、強制船舶通報制度が採択された。発効は2005年7月1日の予定。’せんきょう∫伽2005�M7醐EW5糊EWS輸WS羅WS糀》騰耀轡藩羅轡藻8．トレス海峡の強制水先制度　MEPC49において、豪州のグレートバリアリーフに設定されているPSSAを、トレス海峡（豪州北岸とパプアニューギニア問の国際海峡）を含む海域にまで拡大することが承認された。これを受けて、豪州および學プァニューギニァが、同海域で実施する環境保護対策（APM；Associated　Protec伽eMeasures）と．して、トレス海峡へ強制水先制度を導入することを2004年6月開催のNAV50へ提案した。　同会議では、強制水先制度が環境保護を推進する役目を果たすことについて理解は示されたものの、多くの国より国際海峡における強制水先制度について、国連海洋法条約（UNCLOS）の関連規定との整合性に疑問が表明され、2004年10月開催のIMO第89回法律委員会（LEG89）へ検討が要請された。　LEG89では、　UNCLOSには強制水先を禁止する規定がないことから、同制度の導入を支持する国がある一方、条約上認められている国際海峡の通過通航権を妨げる恐れがあるとして反対する国も多く、その解釈は大きく二分され委員会としての結論には至らないまま、今次会合に報告された。　審議では、豪州より、現在グレートバリアリーフで実施されているAPMには水先制度に関する勧告規定があることから、これをトレス海峡まで拡大する旨、再提案がなされ、各国がこれを支持した。その結果、本件は今次会合では強制化の検討は行なわれず、同提案の採択に関する検討が次回MEPC53（2005年5月開催予定）に要請されることとなった。9．シンガポール海峡分離通航帯内の錨地　2004年5月開催のMSC78において、シンガポール海峡の分離通航帯解に錨地を設定することが承認され、2005年1月1日から実施されることとなった。しかしながら、INTE紅ANKO（国際独立タンカー船主協会）等が、航路航行船舶の安全確保に強い懸念を示したため、インドネシアが錨地の実際の利用にあたっての新たな規則と手続きについてIMOへ通告することとなった。　今次会合前に、インドネシアによる錨地の運用規則は公表されたものの、審議において、INTER・TANKO等は分離通航川内への錨地設定について改めて懸念を示すとともに、実施日の延期を要請した。審議の結果、今回の改正の実施日を半年延期し2005年7月1日とすることとなった。10．航海情報表示装置上における表示　NAV50において、ドイツを中心としたコレスポンデンスグループ（CG）が作成した、　AIS（船舶自動識別装置）情報を含む航海関連情報をレーダー上で表示するための性能基準案が承認され、今次会合に採択のため報告された。また、同会合においては、レーダーに表示するシンボル／用語の統一案についても作成され、今次会合に承認のため報告された。　審議の結果、特段のコメントもなく性能基準案は採択され、シンボル／用語統一案は承認された。灘灘灘舞濃騨ll搭載さ・習．レーダー設備の性能基準の見直し　NAV50において、ノルウェーを中心とするコレスポンデンスグループが作成した、現在3つある舶用レーダーの｛MO性能基準（一般商船用、自動衝突予防援助装置用、高速船用）に代わる単一の性能基準案が承認され、採択のため今次会合に報告された。　審議の結果、特段のコメントもなく性能基準案は採択された。新性能基準は2008年7月1日以降船舶に搭載される機器に適用される予定である。12．海事保安関連（1）港湾施設保安セルフチェックリスト　　本チェックリストは、2004年6月に米国で開　催されたG8シーアイランド・サミットで採択さ　れた「G8安全かつ容易な海外渡航イニシアティ　ブ（Secure　and　Facilita亡ed　lnterna亡iona1　Tra▽el　Initiative）」の取組みの一環として、日本、米国　および英国により策定されたものである。8磯ぜんぎょうメ侃2005，唾　　今次会合では、ISPSコードの完全な履行を支　援するため、港湾施設保安の自己監査を実施す　るための標準的なチェックリストとして、日本　および米国が共同で提案した。　　審議にあたっては、本チェックリストには、　「多様な港湾に対応できるよう回答の選択肢に　柔軟性があること」、および「義務要件と勧告要　件は明確に区別されていること」が必要である　として、海事保安作業部会（MSWG）内に設置　された専門グループにより集中的に検討が行な　われることとなった。　　その結果、「締約国政府のための任意自己監査　質問票」、および「港湾施設保安のための任意自　己監査ツール」の2部構成の暫定指針（Interim　Guidance）がMSCサーキュラーとして承認され　た。　　なお、同サーキュラーには、締約国政府が自　国関係機関、港湾施設の所有者・運営者、およ　び港湾施設．保安職員に対して同暫定指針を周知　し、できるだけ早い時期にこれを活用した結果　をIMOに報告すること、また、締約国政府は5　　サ　年にf回、港湾施設は毎年、この指針に基づき　自己監査を行い、自国におけるISPSコードの実　施状況を確認することが推奨されている。（2＞入港前通報について　　2004年7月開催のIMO第31回簡易化委員会　（FAL31）において、入港諸手続き簡素化の観点　から、締約国政府が入港前の船舶に提供を要求　することができる保安関連情報の標準通報項目　案が策定され、MSCに対して保安の観点から更　なる検討が要請されていた。　　審議の冒頭、適宜自国状況に応じた通報項目　を独自に追加することができるので、今次会合　で審議する通報項目はあくまでも最小標準とす　べきことが確認されたにもかかわらず、本年7　月1日以降既に自国が要求している通報項目を、　国際標準に取り込むことを各国が主張したため、　議論は紛糾した。一方、ICS（国際海運会議所）　等業界団体は、1回の入港で同じ内容の通報を　複数の宛先（警備、入管、税関等）に対して行　なうことの非効率性を指摘し、保安関連情報と　いえどもシングルウインドウ化すべきとの主張　を行なったが、大勢の支持は得られず、最終的，　には最小公倍数的な標準通報項目が作成され、　指針として回章されることとなった。　　なお、本件に関連して合意された事項は以下　のとおり。　�@本標準通報項目をISPSコードB部に取り込　　むこと。　�A標準的通報項目の電子的通報を可能とする　　EDIメッセージ（Electronic　Data　lnterchange　　Message）の作成を開始するようFALへ要請　　すること。　�B入港の24時間前が、保安関連情報の通報を　　要求する適当な時期であること。（3）ISPSコードの運用および解釈について　　ICS等業界団体から、　SOLAS条約第11−2章　およびISPSコードの運用に関し、船舶と港湾間　の解釈の相違について共通の運用・解釈が図ら　れることが要請されていた。　　円滑な実施のためには、船舶、会社および港　湾の各保安職員、ならびにポートステートコン　トロール職員の間における情報交換が重要であ　るとの認識に基づき、現時点で提起された問題　点等（船舶保安レベルの設定権限、保安確認書　の作成、船舶へのアクセス管理等）について審　議され、指針として回章されることとなった。（4）船舶自動識別装置（AIS）情報の公開による保　安への影響　　ICS等業界団体より、AIS情報がインターネッ　トを通じて世界中に広く公開されており、船舶　の保安を確保するうえで支障が生じるおそれが　あるとの懸念が表明され、適切な対応が要請さ　れていた。　　審議の結果、海運業界の懸念に対し、各締約　国政府からは理解が示されたものの、一方では、　AIS情報は一般に広く入手できる情報であるとい　う性格を持ち、IMOにおいてこれらの行為を規　制するための法的枠組みを設けることは困難で　あるとの見解もあり、最終的には以下の対応がせんぎょうノ侃2005働9閥EWS翻匿WS羅WS糊霞W§灘糀・羅糀識旧藩　合意された。　�@締約政府に対して、各国の国内法に基づき、　　インターネット上でAIS情報を公開している　　者に対して、中止を強く求めることを要請す　　る。　�A工MO当職局長に対して、上記懸念事項をAIS　　情報提供者に示し、注意を促すよう求めるこ　　とを要請する。（5）　アクセス・』コントロール（乗船規制）　　フランスより、官憲等の船舶への乗船規制は、　官憲等の行動の遂行を遅延させる可能性があり、　場合によっては重大な結果が生じうるとの懸念　が表明され、適切な実施要領の作成が要請され　ていた。　　審議の結果、ISPSコードに基づく乗船規制と　官憲等の乗船に係る調整ガイダンス案が策定さ　れたもの殊会合期間中に詳細について検討す　ることができなかったため、次回MSC80までに．　コレスポンデンスグループにて、最終ドラフト　を作成することとなった。（6＞海事保安に係る情報の共有　　日本から、海事保安に係る情報の共有化に関　する提案が行われ、審議の結果、次の内容が合　　　　　　　　　　　　雛礁．磯　意された。　�@各締約国政府が、ボランタリーベースで自　　国の港湾施設保安レベルに関する情報をIMO　　ウェブサイトに掲載すること、および、その　　ために必要なシステムの変更をIMO事務局が　　行なうこと。　�A将来的には、旗国から寄港国への情報送付　　先はIMOデータベースよりダウンロードでき　　るシステムが開発されることとなるが、当面　　は各締約国から希望があった場合、IMO事務　　局よりMS−Exce1のフォーマットで当該1凶報を　　提供すること。　�B自国籍船の保安レベル情報を、各締約国政　　府の情報送付先に一括送付するためには、ISPS　　コードの改正が必要となるため、現時点での　　実施は時期尚早であること。（7）その他　　海事保安の強化措置に係る多数のMSC決議や　MSCサーキュラーが回章されている1ζとから、事嗣より・これら関連贈を含むls聾コード　の最新版を2005年前半に出版すること拳検討中であることが報告された。内外情報葵講趣船舶特償の存続が決定　一平成17年度海運関係税制改正・予算が決定一雪．平成17年度海運関係税制改正　租税特別措置法上、最も古い制度である船舶等の特別償却制度は、当初財務省より厳しい整理合理化案が提示されていたが、国土交通省とも連携を図り制度の延長・存続を関係方面に精力的に訴えた結果、一部見直しはあったものの、船舶については対象船舶を環境負荷低減型に限定したうえで現行通り延長が認められた。平成17年度海運関係税制改正の経緯は概要以下の通りである。　当協会は、平成16年9月開催の定例理事会において、16年度末に期限切れを迎える「船舶等の特（海務部）　　　　　　　載臨臨轟禽識羅瓶愈講瓢轟轟別償却制度」の延長・恒久化を中心に、「平成17年度税制改正要望」として22の要望項目を取りまとめ、政府・国会等関係方面への要望活動を開始した。（本誌2004年10月号P．2参照）　船舶の特別償却制度については、これまでの対象要件である近代化設備に加え、NOx量削減など環境低負荷設備を加え延長・恒久化を要望していたが、財務省から11月30日に提示された整理合理化案では、特別償却制度については、環境負荷低減型船舶に対象を限定したうえで償却率の引下げ、外航・内航二重構造タンカーに係る償却率上乗せ10翻せんきょうノ伽2005分の廃止、および船員訓練設備の特別償却制度廃止が打ち出された。さらには内航船に係る圧縮記帳や中小企業投資促進税制の見直し、その他特別修繕準備金制度の縮減等の方針が打ち出されるなど極めて厳しい内容であった。　このため当協会は、国土交通省とも連携し、政府・国会方面に対し諸外国がトンネージタックス等の導入により自国海運業の振興を推進しているのに比べ、わが国は海運助成・強化策が著しく遅れており、わが国外航海運の国際競争力を確保するためには税制による措置が不可欠であることを強力に訴え、理解を求めた。　その結果12月15日に決定した与党税制改正大綱においては、特別償却制度のうち、外航・内航二重構造タンカーの償却率の上乗せ分および船員訓練設備は廃止されたものの、船舶については対象船舶を環境負荷低減型に限定したうえで現行と同率での延長が認められた。また、内航船に係る圧縮記帳や中小企業投資促進税制、その他特別修繕準備金型度については現行内容での存続が認めら　また、署．国際課税関係については、国際課税連絡協議会をベースに�兼�本貿易会とともに精力的な陳情を行った結果、タックスヘイブン対策税制が一部見直しされ、欠損金の繰越期限5年が7年に延長（但しタックスヘイブン適用開始以前に発生した欠損金には適用しない〉されたほか、課税済留保金額の損金算入制限5年が10年に延長（平成12年度以降の課税済留保所得からの配当を対象）されたσ　さらに、リース事業の課税逃れに対処するため、関係する税法が強化されることとなり、法人税関係では、出資額以上の損金は認めないことや収益保証契約等が結ばれている場合は損金算入を認めないとの規制強化が、原則として平成17年4月1日以降に締結される組合契約より行われることとなった。　平成17年度の当協会が要望した海運関係税制改正要望の結果は【資料1】、改正後の海運関係税制の全容は【資料2】の通りである。2．平成17年度海運関係予算　平成17年度予算については、国土交通省をはじめとする関係省庁が平成17年度予算概算要求事項を16年8月末に決定し、財務省に対して要求を行っていたが、12月24日の閣議において政府予算が決定された。　このうち、外航海運に関連する流通効率化・貿易物資安定供給のための財政投融資（日本政策投資銀行）については518億円を要求した。当初、国土交通省／財務省問の折衝では政策金利の見直し等融資条件で厳しい提案があったが、最終的に決定された政府予算では融資条件は現状通りとされた。　なお、昨年度に引き続き今年度も枠組みの変更．が行われ、海運向け融資は、新しい枠組みである広域ネットワーク整備枠2，390億円の中で対応されることとなった。（但し、海上輸送関連施設整備事業については、地域経済振興枠1，400億円で対応）　変更概要は以下の図の通りである。　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部〉（旧）環境対策・生活基盤（新）地域再生支援交通・物流ネットワーク@　流通効率化・貿易物資安定供給@　・海上輸送基盤施設整備事業@　　（外航船舶関係）@　。海上輸送関連施設整備事業@　　（倉庫、荷捌施設等）広域ネットワーク整備@　広域ネットワーク整備@　・広域ネットワーク整備事業地域経済振興@　地域経済振興@　。地域経済振興せんきょう∫碗2005�D11‘‘−醒マ「〜r「閥EWS羅WS羅W5難W5羅Ws！耀酬§羅糀【資料1】平成17年度税制改正重点事項　最終結果【海運税制】項　　　目現　行制　度要望内容財務省（総務省）@　整理案最終結果1．トン数標準税制の導入（現在は制度無し）本格的検討一P［@　　一に向けての本格的検討　　　　　　　，Q，船舶等の特別償却制度償却率：延長に併せ恒久化○対象を環境負荷低減一部見直しの上2年間の延長・恒久化噂・外航近代化船：　　　　18／1GG（適用期限二成17年型船舶に限定甑石。内航近代化船：　　　16／1003月末）対象を環境負O特別償却率の引下げ対象を環境低負荷低減ら」・外航；重構造タンカー：19／100B内航二重構造タンカー：1B／100E船員訓練設備；　　　　6／1σD荷低減型船舶に限定外航近代化船@　　　18％→逢6％熏q近代化船型船舶に限定O航環境低負荷船18％熏q環境低負葎船16％，16％帥14％外航内航の二重構造○外航・内航二重構造タンカーの特別償却率タンカー上乗せ分廃止特別償却率上棄せ分船員訓練設備の特編制　　　　　ア｛廃止度廃止○船員訓練設備の特設制度廃止3，とん税、特別とん税の税額廃止または軽減一措置されず，廃止または軽減と　ん　税　　1純トン当り16円特別とん税　　τ純トン当り2G円4，港湾施設の特例措置の�@（現在は制度無し）（Dスーパー中枢港湾一　「ﾖ新設（固定資産税、実施　　　　：の次世代高規格コン都市計画税の課税標』1テナターミナルにお｢趣向される翻「　　　　　　　　　石@　　　「準1／2＞　　ド囁ドトンぎ施設等に係る不動産取得税（税率3％）、『1固定資産税（税率L4遣、：鋳％〉、都市計画税�寒0．3％）の非課税搭L「、濃置の創設。｛｝「@　　　、こ�求@PR法（民間資金等の活用による公@共施設等の整備等の促進に関する法�A不動産取得税の特，瘻[置の延長　F�jア腰噺年間律）に基づく選定事業として整備さ適用期限：平成17年れる公共荷捌ぎ施設等の特例措置。3月並置定資産税・不動産取得税（税率3％）都市計画税の適用期雪　　　　亭課税標準1／2限：平成18年3月末｛固定資産税（税率L496）課税標準1／2曾都市計画税（税率0，3％）課税標準1／25，登録免許税の軽減軽減後の税率（本則4／沿DO＞軽減一措置されずこ（1）所有権保存登記国際船舶：肖、　　　　　　　　船舶価額の2／1000拠?膜?ﾝ定登記国際船舶：ρ遣F、債権金額の2／100D6，内航燃料油に係る特例内航C重油は外航ボンド油に比べ関税内航燃料油について、一措置されず　　　　　」の創設（390円／kl）・石油石炭税（2，040円／kD輸入重油の無税措置、“の上乗せあり。一方、農林漁業用の輸国産精裂油の実質非課入A重油は関税が無税、石油石炭税も、税措置（還付制度）の石油精製事業者への還付制度があり、創設実質的に税負摂免除。57．船員の支払給与に係る（資本金1億円超の企業に対する）法船舶の乗組員に対して一措置されず課税標準の特例措置の創入事業税の外形標準課税に係る付加価支出される報酬給与額設（法馬事業税に係る外値割の課税標準には、収益配分額に報を算定方法から除外形標準課税）酬給与額が含まれる。法人事業税税率所得割　　7．2％付加価値割　　　　　　　o，4B％資本割　　　　　e，2％付加価値割額＝付加価値額×0，48％付加価値頷＝収益配分額（＝報酬給与額＋純支払利子＋純支払貸借料）＋単年度損益12翻せんきょう∫伽2005【その他財務省より整理案の出た海運関係税制】旦項　　　目現　行　制　度要望内容財務省（総務省）@　整理案最終結果O船舶の特別修繕準備金制5年毎の定期修繕（法定〉に係る費用一O特別修繕に要する金現行内容で存続度の3／4を、準備金として各年度に積立額の見直し前回特別修繕費用の3μ→1／2　　　　　　　P1O特定資産の買換特例（圧ω船舶から船舶一○見直しの動き国交省、内航船舶に対縮記帳制度）．挙　＼．　　　　　　　罰　（適用期限：平成18年3月末）A　内航船舶から減価償却資産（詳細不明）する買換え特例措置の?ｷを働きかけ⇒現行「（適用期限：平成18年3月末）内容で存続囁�k（（1×2）ともに譲渡差益の8096を圧縮量噛，帳）○刺�d企業投資促進税制（中’’取得価額×30ハ00の特別償却又は取得、｝○見直しの動ぎ国交省、内航船舶に係窯業による機械装置等価額×7／】00の税額控除（資本金耳億（詳細不明）る措置の延長を働きか　　　ρﾌ取得に係る特例〉・円以下の法人に適用、ただし、税額控け⇒現行内容で存続（内航海運業用の脚臼に係除を選択できるのは資本金3，000万円以る割賦、、内，遭下の法入のみ）」早炉、@｝：・　　　苛　亭囁ド@早（船舶については、基華取得価額×30^100の特別償却又は基準取得価額x7oOOの税額控除）　　　　　r、o苛再o、P［’D機槻装置（取得価額160万円以上）　　　　　　　｝E1ド（リース費用総額21D万円以上）囁内早兎「P囁了2）器具備品（取得価額120万円以上）．＝、　　｛「：こ　P“　　一@　　、@　　　　　�`、「@　　遣−冗�d@　　　　　　　　　　，「　くリース費用総額160万円以上）　ト3）船舶（内航貨物船〔基準取得価額吐取得価額×75％））　・【国際課税】7�d　％項響且，　’�j馳胸　・現行制度要　望　内　容財務省（総務省）@　整理案最終結果’7’　看磯緯ン特定外国子会社の利益ﾌみ合算課税r損金は�算不可　　｝（1｝特定外国子会社につき、留保所得のある子会@社のみならず欠損金のある子会社も丁丁の対象@とすること一�A欠損金の繰越期@限5年を7年に延@長（但しタックスP石�A　欠損金繰越期限を撒廃することヘイブン適用開始@　�j二F「〔3）鰹課税国の判定基準を引下げi4）課税済留保金額の損金算入制限を撤廃するこ以前に発生した欠ｹ金には適用しな　　早@　1窯’、　，　F@　ぎｭP@　　　　−｛囁@　　［　立（51控除未済課税済配当の控除（間接受領配当の・調整〉期間制限を撤廃すること．E適用除外の非適用業種から「船舶の貸付」をOすこと　い。）i4＞課税済留保金額ﾌ損金算入制限5Nを1〔輝に延長（平ｬ12年度以降の課（7）移転価格税制上定義されている国外関連者か税済み留保所得から、タックスヘイブン対策税制が適用される特らの配当を対象）定外国子会社を除外する2ド外国税額控除制度外国税額控除：ω一括限度方式の堅持一措置されずの見直し｝　�j　　　　　r一こ早，凹い「ゴ｝・内一早E≠｢二・こ£内l@　　　l、　｝：1、　β　　雫　．R�j・損金算入に制限C・�A　控除限度超過額の損金算入制度の創設@�@、控除限度超過となった外国法人税について@　は繰越か損金算入の選択を認めること@�A　控除不能が確定した繰越外国法人税は損金　　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　叩　　算入を認めることi3）控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間@を廃止すること　　　　「ﾎ囁（4）間接外圏税額控除制度の拡大キ　石P、@　凡　　　内内｝、�@間接外国税額控除の持ち株比率の制限を現@行の「25％以上」から、欧米先進国並みの「沿％早内以上」とすること　　　、@　　　　　　5ｸ　　内ト�A二二外国税額控除の対象範囲を孫会社から、@曾孫会社まで拡大すること　’　　　　　ヒ�d＝�D　みなし外国税額控除制度の維持�拠n方税から控除未済となった金額の還付制度の創設@地方税から控除未済となった金額は、法人F税と同様に還付すること�A還付が認められない場舎は、少なくとも損、金算入を認めることぜんきようノ伽2005�S13閥EWS鋪聾W5糊薩W5輔匪W5鷲蓬轡§蚤鍵難轡欝緯薮轡霧【企業税制】項　　　目現行　制　度要望内容財務省（総務省）@　整理案最終結果1，法人税の実効税率引ぎ下げ一措置されず2，連結納税制度の改善ωグループ内の寄付　　　　一措置されず金の容認�A小規模子会社の交際費損金算入（3）連結納税子会社の連結納税適用以前の欠損金の当該子会社の利益との相殺（4）連結対象に特定外国子会社（100％）も含める3，償却制度の改善（D　税法上の償却可能額は取得価額の（1）稀赴100％償却を　　　−措置されず，95％可能とすること�A　耐用年数：油槽船13年、薬品槽船�A船舶の耐用年数の10年、その他15年短縮（税法上の償却と会計上の償却との分離を前提）4，償却資産（船舶〉に係課税標準，船舶などの償却資産に一措置されずる圏定資産税の廃止（1）内　航　船　　　　価格の1／2対する保有課税は収益�A　外　航　船　　　　価格の1／6課税との二重課税で、｛（3＞外国貿易船（外貿実績50％超〉課税根拠が不明確につ価格のレ10き、償却資産（船舶）�求@外国貿易船のうち国際船舶に対する課税の廃止価格のソ15｝，（5＞外航用コンテナ　　価格の4／5、　・き；5　温暖化対策税制の導入［環境省案］一導入見送りご、は絶対反対税率：炭素1トンあたり21400円巾（1リットルあたりA重油1．77円、C1早’重油1．83円）F内（運輸事業対策として5割軽減措置）F囁6．欠損金の繰越期間制限現在は7年に制限されている「撤廃一措置されず7．欠損金の繰戻還付不適租税特別措置により、平成4年以降不廃止一措置されず用措置適用措置が継続されている8，受取配当金の益金不算平成14年度の連結納税制度導入によるω特定利子規定の復『措置されず旧制度の改善減収の穴埋めとして、以下の増税措置活が行われた。�A特定株式以外の株・特定利子規定の廃止式に係る受取配当の。特定株式以外の株式等に係る受取配益金不算入割合の引、当につぎ、益金不算入割合を80％か上げら50％に減額9，企業年金積立金に対す平成11年度から時限的（1フ年3月末ま廃止一措置されずる特別法入税で）に課税凍結。（課税凍結延長）特別法人税：適格退職年金や確定拠出年金など企業年金の元本と運用など積立金に課税（国・地方合わせて税率1，η3％）10，退職給与引当金制度平成14年度の連結納税制度導入による復活一措置されず減収の穴埋めとして、当該制度は廃止された。退職給与引当金制度：従業員が全員自己都合で退職したと仮定し、支給する退職金を見積D引当て計上する制度。退職給与引当金に繰り入れた金額のうぢ，繰入限度額までその事業年度の損金に算入できる。11、事前確認制度（現在は制度無し）新規導入一措置されず14磯せんきょう∫側2005【企業税制】ら軌項　　　目現　行制　度要望内容財務省（総務省）@　整理案最終結果12，交際費の損金算入15年度税制改正にて、400万円の定額控一措置されず除を認める法人を資本金5千万円より1億円以下の中小法人に拡大。定額控除額までの金額の損金不算入割合を20％より沁96に引下げ。（支出額のうち鉄」9割まで損金算入可）　　　　　　’iI3．減価償却費、各種引当損金経理：法人が確定した決算におい撤廃一措置されず金・準備金、囁圧縮記帳積て費用または損失として経理すること。立金等の各種項目におけ法人税では、減価償却、引当金・準備る税法での損金経理・利金の繰入れ、役員退職金など、損金経益処分経理要件の丁丁1理をしなければ損金算入できない。利益処分：会社が利益を上げた場合、法人税や地方税を控除した後の和上について、株主配当や役員賞与、内部に留保する利益に配分すること。【その他見直しとなった企業税制】項．　　目空行制度要望内容財務省（総務省）@　整理案最　　　終　　　結　　　果○リース関係（組�o［自民党税調小委�@所得税関係：個人投資家に関する損益通算等の制限措置合事業課税の覚員会］リース事業民法組合等の重要な業務の執行の決定に関与し、契約を締緒直し）投資について、投：するための交渉等目ら執行を行う組合員を除き、不動産所得の資家問題に対処す・金額の計算上生じた個人の組合員の損失については認めない。るため、法人税や（稻年度分以後の所得税、19年度分以後の個人住民税について所得税の課税措置適用）の強化「�A　国際課税関係：民法組合等の外国人組合員への源泉徴収制度ん1の創設七外国入組合輿が受ける申告納税の対象とされている利益の分配について源泉徴収等を行う。（17年4月1日以後開始する計算’期間について適用〉「，�B法人税関係：匿名組合等の法人組合員の組合損失について取扱い強化・組合債務の責任の限度が実質的に組合資産とされている場合は、出資の価額として計算される金額を超える部分の金額は損金の額に算入できない。、。組合事業に係る収益を保証する契約が締結されていること等により実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場’唱合には、その法人組合員に帰属する金額全額を損金の額に算入できない。（原則として17年4月1日以後に締結される組合契約について適用。）【資料2】平成17年度税制改正後の海運関係税制一覧，　　項　　，自　　・制ド　度　　　の　　　概　　　要適用期間T，船舶の特別償却。外航環境低負荷船（3000G／了以上）　特償率18君00平17．4．1〜平19．3．31・内航環境低負荷船（300Gπ以上）　特功率16／100平17．4，1〜平｝9．3．3望囁2．中小企業投資促進税取得価額×30／100の特別撹却又は取得価額×7／100の税額控除平16．4，マ〜平1B．3．31制（中小企業による機（資本金1億円以下の法人に適用、ただし、税額控除を選択できるのは資本械装置等の取得に係る金3，000万円以下の法人のみ）（船舶については、基準取得価額×30／100の特別特例）．償却又は基準取得価額×7／10Dの税額控除）1）機械装置（取得価額160万円以上）（リース費用総額210万円以上）2）器具備品囁（取得価額120万円以上）（リース費用総額160万円以上）3）船舶（内航貨物船（基準取得価額漏取得価額×7596））3，海外投資等損失準備積立率：金制度（イ）資　源　探　鉱　　10096平16，4，1〜平18．3．31（口）資　源　開　発　　3096平16，4，1〜平18，3．3］（八）特定海外経済協力　　14％平10．4，1〜平18331（二）新開発地域　　10％昭48．4．1〜糖葉83，31（上記八、二については、平成1一年3月31日までに取得した特定株式等に限る）せんぎょう∫朋2005�H15閥巴WS翻EWS羅W5魁W5灘W§1羅糀，・縷糀項　　　目制　　度　　の　　概　　要適用期間4，特定資産の買換特例（1｝　船舶から二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、昭45．4，1〜平18．3，31（圧縮記帳制度）�A　内航船舶から減価償却資産（（1×2）とも譲渡差益の8096を圧縮記帳）昭59．4、f〜平18．3．田5，特定外国子会社等の特定の外国子会社等の留保所得のうち、親会社（内国法人）の持ち分に鰐応∵「所得の目算課税する部分を親会社の所得に合算して課税する。　　　　　　　監6．登録免許税の課税の軽減後の税率（本則4ハOOO）　　　　　　　　　　　　　　　凡特例（D　所有権保存登記　　国際船舶1船舶価額の2バ000平董6．4，1〜平18，3内，31「（2＞抵当権設定登記　　国際船舶：債権金額の2ハ00D7．特別修繕準備金修繕費用x事業年度の月数／60か月x3／4−8，船舶の耐用年数・油　そ　う　船　　　　　　　13年・薬品そう船　　　　　　　10年�`　　、P。その他のもの　　　　　　　15年9，とん税、特別とん税ω　と　ん　税　　｝純トン　　16円〔2）特別とん税　　1純トン　　20円F　　　　、10．固定資産税の課税の・課税標準：平9〜平18年度取得分．特例（D　内　航　船　　　　　　　　　　　価格の1／2D船舶�A外　航　船　　　　　　　　　　価格の1／6石�B　外国貿易船（外妊実績50％超）　　　価格の1ハ0（4）外国貿易船のうち国際船舶　　　　　価格の1刀52）外航用コンテナ。課税標準：　　　　　　　　　　　価格の4／5　　　　　　　　　　一−．ｽ殉〜平17年引取得分　　　　「η，港湾施設の特例措置課税標準：平14．4．1〜平18．3β1D外心埠頭公社が所（1）平成τO年3月31までに取得した埠頭有又は取得するゴン�@　旧識貿埠頭公団からの継承資産　　価格の3／5テナ埠頭に対する固�A　その他（承継分）　　　　　　　価格の1／2磯目資産税・都市計画�A　平成10年4月1日以降に取得する埠頭F税の軽減措置�@　取得後τσ年間　　　　　　　　　　価格の1／5、�A　そ　の　後　　　　　　　　　価格の1／22）スーパー中枢港湾課税標準：　　　　　　　　　　　　価格の1／2　　　　　　　　　　一曹厚@　　　　　、ｽ17．4．T〜平19．3．31の次世代高規格コンテナターミナルにおいて整備される荷捌ごき施設等に対する固闔綜Y税・都市計画デ＼，税の軽減措置F一−一一曽曽り3）PFI法（民間資金等課税標準：の活用による公共施（D　固定資無税（税率1．4％）：　　　価格のU2平12，4．iん平、8，3ご31設等の整備等の促進�A都市計画税（税率α396）：　　　価格の1／2平14．4二1�k平18．3．3iに関する法律）に基�B　不動産取得税（税率3％），　　　価格の1／・2平15．4，』1〜平19．3．31つく選定事業として整備される公共荷捌き施設等の特例措置ず※下線は平成17年度税制改正による変更箇所である。スエズ運河・パナマ運河とも通航料支払い実績；力贈加一スエズ運河・パナマ運河通航船実態調査結果について一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡為．轟轟漁猟漁．謡織轟轟轟轟轟　当協会は、毎年会員各社の社船および用船（外国用船を含む）について、両運河に係る通航実態並びに通航料支払実績の調査を実施している。　調査対象期間は、従来より各運河の運営団体の会計年度に合わせて、スエズ運河については2003年1月1日より同年12月31日まで、パナマ運河については2003年4月1日より2004年3月31日まで調査してきており、本年度においても同期間とした。［スエズ運河］　今回の調査によると、スエズ運河の利用状況は通航船留数が前年比2社増の13社となった。利用隻数は22．8％の増加（2003年：1，034／2002年：842）し、G／Tベースでは18．4％の増加（5LO53／43，126／千G／T）するとともに、D／Wベースでも26．7％の増加（48，155／38，010千D／W）となった。　また、料率の基本となるスエズ運河トン数（SCN�J16働せんきょう∫催2005＊1ベースでは21，3％の増加（52，018／42，898千トン）となったことから、全体の通航料も28．6％の増加（243，051／189，060千米ドル）となった。（表1参照）　船種別で見ると、タンカーが大幅な増加を示すとともに、バルクキャリアおよびコンテナ船および自動車専用船が増加する一方、在来定期船が減少した。　タンカーはSCNTベースで242．8％の増加（1，337／390千トン）、通航料も277．4％増（11，556／3，062千米ドル）と、大幅な増加となった。バルクキャリアはSCNTベースで106．6％の増加（6，609／3，199千トン〉、通航料も51．5％の増加（15，244／10，062千米ドル）となった。また、自動車専用船はSCNTベースで6．2％の増加（16，807／15，831千トン）とな表1　スエズ運河通塗料支払実績推移り、通航料も18．2％の増加（79，157／66，941干米ドル）となった。一方、在来定期船はSCNTベースで14．4％の減少（303／354千トン）、通航料が11．6％の減少（2，435／2，753千米ドル）となり、前年に引き続き減少した。また、鉱油兼用船は2年連続で運航実績はなかった。（表2参照）Eパナマ運河］　2003年度のパナマ運河の利用状況は、通航船引数が2002年比較で2社減の14社となり、利用隻数は7．6％の減少（2003年：835／2002年：904＞、G／Tベースでも4．9％の減少（32，525／34，！91千G／T）となったが、D／Wベースでは2．2％の増加（27，883／27，285千DハV）となった。一方、料率の基本となるパナマ運河トン数（PCNT）＊2ベースでは13．6％　　．юﾇ数通　　　航　　　料年度　　社@　曝数延千G／T延千D／W二千SCN丁干USドル・対前年比億円（参考）対前年比1992蓄　　　F13’τ，1B636，01132，58740，846198，36B20．125313．3梛葦：　　了5ヨ87ア29，37327，94032，032η3、824△12．8195△23．01994妾　　　匹　　17’ｹ76827，76624，27828，979143，268△17．6147△24．81995メ囁η86736，20235，18539，509173，2752G．916713．61996・1288337，49132，9093B，008172，869△　0．219516．81997314；，01140，38フ36，15042，0732011497モ6．624425．1199815囁1，OTO40，04536，39フ41，810198，034△　1．72596．1零99913！94440，04034，63443，067195，641△　≧2223△13．92000・121101943，99241，27940，6BO180，582△　7，7195△12．62001119624D，59239，34238，52ザ168，844△　6．52055．120021184243，12638，01042，8981B9，06012．023715．62003131，03451，05348，15552，G18243，05128．628219．0注）2003年の通航料の円換算率は、2003年1月〜12月の平均レート（銀行間直物相場＞1ドル＝115，90円を採った。表2　スエズ運河通航船実態調査（2003，1．1〜2003．12．31）　　　　　　　　（通航料＝干usドル）船　　　種社　数延隻数延千G／T延岡D／W延干SGNT通航料タ　　ン　　カ　　一41491，50B2，4551β7711，556鉱油兼　用　船0o0000バルクキャリアー789512469，9356β0915244自動車専用船4’3031419305，16016，80779，157コツ　テ　ナ　船346828，98330105826，9391341407在　来定　期　船1223605193032，435そ　の他　船　舶23262823252合　　　　誹131103451，05348」55521058243，051注）社数合計の13は、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。せんきょうノ傭2005�G17閥匹WS羅WS羅WS羅W5羅轡蕊；羅糀，綴犠薦の減少（30，810／35，680千トン）となったが、2002年10月と2003年7月からの通航料の二段階引上げの影響を全面的に受けて、全体の通航料は1．9％の増加（102，157／100，293千米ドル）となった。（表3参照）　船種別について見ると、コンテナ船が昨年に引続き大幅に増加するとともに、在来定期船が増加したが、自動車専用船が大幅に減少するとともにその他の船舶の指標は概ね減少した。コンテナ船は、PCNTベースでは155．9％の増加（8，584／5，506千トン）、通航料も68．9％の増加（24，286／14，383千米ドル）と大幅な伸びを示した。在来定期船はPCNTベースで32．3％の増加（266／201千コ口）、通航料も42．0％の増加（1，066／751千米ドル）した。　一方、自動車専用船はPCNTベースで34．2％の減少（14，915／22，654千トン）、通航料でも8．0％の減少（58，284／63，364千米ドル）、また、バルクキャリアーは、PCNTベースで2．9％の減少（6，597／6，79ユ千トン）、また、通航料でも8．4％の減少（17，373／18，956千米ドル）となり4期連続で減少となった。（表4参照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）　＊1　スエズ運河トン数（Suez　Cana1　NetTonnage）：1873　　年の万国トン数会議で定められた純トン数規則をも　　　とに、スエズ運河当局独自の控除基準を加えて算出　　する。二重底船の船底にバンカー油を積載した場合　　その部分の控除を認めない等、パナマ運河や各国の　　規則とも異なる独特のもの。　＊2　パナマ運河トン数（Panama　Canal　Net　Tonnage）l　　l969年のトン数条約による国際総トン数の算出に用　　いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数を　　かけて算出する。船舶法に定める総トン数、純トン．　　数とは異なる。表3　パナマ運河通航料支払実績推移社ぐ、数．通　　　航．　　　料・年：度・、・斯隻数、延モβ／†延千P／W・延千PCNT干USドル対前年比億円（参考）1対前年比．τ992・19’　　　．nβ00311442．38，536．・36，76676，993△3．797△．9．5．・1993、r17、∴1：，204�d、．ﾃ0．’U58・：＼3耳，979、34．634・76」69△　1．�e83、△　14．41994’：・17・τ1280∴．36，53σ．＄：635、36；624．�d81，OOO、6．38�h△　2．8’．11母95．．�dP9∵1、4201〆ご如，0臼8．，46，壽43ビ．40，389！87，0967．51、82＼1、ε「996．．116�e、11き5q、％；髄、∫Sα657．：．38，598B3，3了3’△　4．391T1．O♂19申7：、．ｨら．　　　、［A・h1291、、誌，．914「ピ碑：679、：35．444♂921，7601τ3114、．，∴25：3・、’19981．’1「5∴1∵366．、381552：ゴ、4ゴ1547：、、38142プ100，040フ．B忌．128．『．12．3、1τ999、’15．1、17τ、35；毛ワ2137，6q5�d36，7聖4r95，642△　4．41・15’今10．22000。15．ゼ98932，日87錦，220：、．R0，184Bββ76、△12．892．△2ασ2001．15・’951．、33，151．母8，597、＼30，797・86，2503．4108・、1：7．42002、16欧90434，19127．285p35，680100，293’16．3122』η，o2DO合・肋148351321．525：27β83、30，B10．　　　　．P02，1571．9122・13、O注）2003年の通航料の円換算率は、2003年4月〜2004年3月の平均レート（銀行間直物相場）1ドル＝112，99円を採った。表4　パナマ運河通航船実態調査（2003，4．1〜2004．3．31）　　　　　　　　　　　（通航料＝干usドル）船．し．種r社．脚気．延隻数．、延千D／W延千PCNTδ通航料ダ　　ン．．カ　　一．　．4’5「♂84τ3295’190　囁・鉱油兼用舶＼　0200O　．0∴　・0．．バルクキャリアー．ジ　8．1・237：．．6．580’、1L6106、59ツτア、373．’ｩ動車専用船〆4．37216，9885β94］4，915」81284ゴン　デナ　船．　　3　’178B，164’9，411B，58424，286往来定　期　船1323153552661，066その　他　船舶2．11394481353958合目　　　計1483532，52527，88330，81010aJ57注）単数合計の11は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員天社数であり、船種別の社数の合計とは一致しない。18働せんきょう∫朋2005現行の独禁法適用除外制度維持を求め、EU・豪州当局に当協会コメント提出　2004年12月、当協会は外航船社財協定に対する独禁法適用除外制度（以降「除外制度」）の見直しを進めているEUおよび豪州の当局に対しコメントを提出した。（これまでの動きは本誌2004年11月号P．14参照）　当協会コメントの内容および関連する主な動きは以下の通りである。一外航船薄商協定に対する独禁法適用除外制度見直しについて一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　論。轟轟転認壼。燕航瀟滋識転論。識論触講駄　　　　　　　　　　　　　　　　　　体制では、競争担当のクルース委員に定期海運会　　　　　　　　　　　　　　　　　　社役員の経歴があることから、出身業界との利害　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係発生回避のため、バローゾ委員長が担務する　　　　　　　　　　　　　　　　　　こととなった。1，E　U　O4年10月に公表された欧州委員会のWhite　Paper（海運同盟に対する現行の適用除外制度を廃止し、代替案を検討するとしたもの）に対し、当協会は12月15日、現行制度の維持を求めるとともに、日本におげる船社／荷主間の自発的な協議による良好な関係を紹介するコメント（【資料1】参照）を　　　メ欧州委礁提出した。　我が国国土交通省も同日、日本の除外制度の運用や、帰社間協定と荷主団体間の協議慣行等を紹介するコメントを提出した。（概要【資料2】参照）同コメントでは、EUによる船社問協定の性急な否定が日本に与える悪影響を懸念し、代替措置検討においては我が国をはじめとする貿易相手国との十分な調整を要請している点が特筆される。　また、12月16日には、欧州委をはじめとするEU諸機関に対する諮問機関であるEESC（欧州経済社会評議会〉が、性急な同盟制度廃止による競争への悪影響を懸念し、欧州委に制度廃止による影響の慎重な検討を求める意見書を公表している。（要点【資料3】参照）　一方、ESC（欧州荷主協議会〉は、除外制度の早期全廃を求める姿勢を変えていない。　欧州委はこれら意見を踏まえ、05年中に最終的な提案を行うものと見られる。　なお、本件はこれまで欧州委員会競争担当委員が担聞していたが、04年11月に発足した欧州委新2．豪　州　04年10月に公表された豪州生産性委員会のDr誼Report（船社間協定に対する現行の包括適用除外制度の廃止を最も望ましい選択肢としたもの）に対し、当協会はユ2月17日、上記EU宛コメントの内容に加え、豪州の貿易相手国としての日本の重要性＊を強調したコメントを提出した。また、国土交通省もEU宛と同様の趣旨のコメントを提出している。　Dra丘Reportには合計30の団体・個人からコメントが提出されており、生産性委員会はこれらを踏まえ、05年2月23日に最終報告書を公表し、財務大臣に答申することとしている。（本誌04年1ユ月号時点では最終報告書の発表は04年内と公表されていたが、その後延期が決定された）豪州政府は同答申を受けて、05年4月〜5月頃に最終的な方針を決定するものと見られており、当協会は引き続き現行制度維持に向け、内外の関係諸機関・団体と連携して対応することとしている。　　　　　　　　　　　　　　　　　（企画部）　＊豪州農水林業省の統計によると、2003年では日本は豪　州の牛肉全輸出量（トン数ベース）の33％のシェアを　占めて輸出先第1位であり、04年1月〜11月において　は、43％にシェアを伸ばして1位を維持。せんきょう忽κ2005麟ユ9糀W5羅W5辮W5縄W5磯W§1灘響蕊騰畷糀【資料月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♂2004年12月15日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“欧州委員会じ徒出鋼製齢規脚5§／86肇ゆための酬委購wh・tr・・p6・∴に対する日本船主鰯会コメント欧州理事今規則4056／・興し・r関レ・9・q・年1・月・3r・即きれダ軸・P・per製し躰船主協会は以下コメントを提出する。1＞欧州肇員会・聯・戸・p…ま規耳1・q56／・“・離を提案し幅オ・躰船螂知外航船社賊勢に対する獅の管醗妹独雑御除外糠（肝・「除外制即の脚とrlき続識く．．聴する・騨繊に対する当除の原則的立場についでは12・q3年6月に欧川黍員会に拙した前回の・〆・．糖乳軌ている・、じカ｝耗ながら・欧州頚今が聯冬的に規脚56／8rめ繍を受け入れないとするのであれば躰1毎運界としては・E…P・孤Liner革証・・飴・・c・ゆ・（E瑚1が繁しやる繊を欧州雑航蹄においての糊的な最低雑として受・ナ繋る余地罷る♂2＞鯨船携会は・2・・4年12月1・拙さ、縫曲の陥i・・P・p・・1≒対す礁麟な分析を難ずる・E囲嗣文齢踊…P興を詳細に欄レで籾・上述の鋤当鵬囎外制度癬騒、立場峻わりゆい・ζカら冷回評する・メ・トで岬際礼譲（帯鞍懸囁’多難他即囁法律嘩を相耳に韓鍋搬関係にあること）ζ・鰍縫業のようrボーダ・界な薪を律す碓制の国際融和選れぞ柳町難1こ鯨賜ること．ζする・畝脚え本コメ／ト．畷霜野・躰1・おける鯉と荷主の関係についで醐馨会の注音を喚起し：々・1購舳野遊に規て与え吻て・る却除外糊ま賢主碓界蝉での事羅開を縫業界破・住する上で満主と明話と関係を黙する藪な手殺紬聯され馨る・晒おける翔虐鴛は・．雑可能姻伊野嘩量る上で騨及び解に禾1益をもナらす船社醐定の顛性を：高．．ｭ．評黙しrお、り、こρ牟め、邦船一等醗を含費日本発着の〔盟宮協定｝≠景朝的野強力ら荷主との零話を爾うてきた。弔のよ湊壕対護め主目的は、船母間協定の継続的を春野に対穿る蒜主の理解　を得るた玲に、．協定め運営に際�kて顧客に最大限の情輯と燈明性を提供するどころにある・）躰では1糊船脚を国恥昼間協騨海上運送法にゆ独樗雌傷般条項層鯛除外され・・る・以前の畢生今・メ・梗述べたよう、・・船聯繋こ対する獅め国離制鱒租みは騨・わた冊立され輝のであb揖界中で輝的か9既製のあ綻期瘍合サ昨麓1可能にしてきた・甥会は従・てEU雑ト匠ドに紳て・縄間協定遡る勉なる追脚な罷も靴られ硝騨四脚える・しカ｝しながら調馬撃む欧少ゆ主要賜塒国槻行脚を糠す砂で・欧州頚会力1制度を変更しようと解のであれば同委飴壁の堕的な法制変更案が与える法帥・鋒湾的影響を埠重に検討穿る．こどが必狽で南るζ肇照し済い．また・我々は欧州委員会に対し・法制の衝突可能性回避のため・一三鋒決定を行う前に国際藤織り御点から海外の賜構国と礁を行ケごと献やるものである・．．この蘇で滴鵬！ま欧州頚会に対し、現行の規則4056／86算9条（国際法�Q衝突）、の意味合いを＋分1『評価することを零めるとともに、欧州経済社会評議会（EESC）が2004年12月の緯会で検討・．採探を予定レている、欧、1州委員会の最終判断までに一定の猶予期間を設けるという考え方が含まれた提案を高く評価する。かかる猶予期間中に、欧州委員会は、海運界の国際的性格を考慮に入れつつ’国際整合性のある20鈎せんきょうノ劒2005　適切な結論を得ることができるものと思われる。、4）船蛸と荷主の関係に関する我が国の事例に関しては、日本では、台箱側に与えられた適用除外　制度と引き携えに、船捌手協定の活動に際して依最大限の透明性を達成することの重要性が剥く　欝欝�hる9ま・た誠が国で｝ま・船子賜定と日理髪協会との問で0自発的な畷メ細腕．ズ・献鯉確警釈おり・翻な噸の場が難されτ喝限帽輌主協会は原生こは騨間欝欝斌鄭の峨・’は興し捲る・瑚戦勲には・当協母躰韓協会は・　昨緊緊朝獅ある膠質糊社主佳のシンポジウムの騨こ期鱗無した・’伺シンポ�S願臨監着鞘町締主樺鵬卸巡る既9主媚撃つし’て競雑を行・／掴磐繋駕野牛f2月β．叩φシツゆ押セ「暁ユース．の記事轡解列本講．．1ゆ添鱗糊哨協今は・、韓と輝間ρ・め劫捌話が1世界賜にやて、の借問齪ψ鰯と摩欝興る荷主卿層ρ聖旨と揮黒影ゆるこ、とに寄嶺るも嘩信．ぢ．一酪ﾉ二黒・瑠テ葉理さ論罪法曽除欄黙秘・騨聞嘩9締三冠滋鱗1軽羅；饗1難雫幕鶴窪皇論鵬諜菱禦灘灘孫嘩痢曝木卿勧を糠堕…この�S当協会は・騨類会1・対し・輸却賭と．鱗・鱗・賜襯則・鰍苓嚇条1劇協議）卿騨的な運用にようF・、r拳購ぞ・剛麹吋も難解岬で響き群舞雌さ驚�k繹理る1、　　　：罵暦1欝罷鎖管腔宍騨鱒隅・、押≠・蝉律騨1趨舟二階矧購興業欝行う姻脚醤汐べて糊者にと6て利器わ�kや顔考えず・離．競争状況に覚る齢と比ダすダ不利益1こ婦とも考えな酒岬キ琴獣騨醐・・鶏の影響を齢し泌要婦合には・｝つでも是正する方針である』個キ交野黒鍵騨黙視・畢の解の実行にあた株外航縫難者の共同行為について・ζ懲懲黒磯r罐麦欝蒲轟撃諜雲雰悪難鷹　声暢傘体吟舞琴☆構造i薫化、需給の現状1及び見通匂に関するマクロ情報を客観的に整理し、提示．「ゆま1う鯵畔欄謙を渾ぢd固搾鱒業者と騨の問での個別飾的タ運送難ご交御｛弊的騨的1布練る1・鷹野を零夢ること参権利として確立しているにもかかわらず｛即今！こ対して昂議を零めず、対立髄な灘聯酬・おける耳門盟と欄内め荷主団体を代表する団体の関係力糊脚髄・些執鱗懸緒と荷主の縣の実態として唯一の参照とする弾ではな・’・6弊野冊開学騨緒鯨り榊の締礎ない定騨サ「ビス。こ抑て1顯やサービ　スの内容が急に、頻繁に、かつ大きく変化し、特に世界のビジネス慣行に合致しない非合理的なせんぎょう∫伽2005�Q21サニヂャージを斉社が独頃に設定す為という困雑に直面：�k1（塵る6．＼．．ンで・日本の荷主は、このような外航海運事業者の取り決めの締結がない定期雌サ「ビスにおいてぐ市灘欝轡のあ轡ll鱒轡ζ騨轡：1蹴ll・・発着地の一砂蹄により・黙ψつ儲鰍府の観はれば合理的な細力警傾定ずる判断が行われる場合には、その結果、後者の国における法的な安定性が阻害され、：・：後者の政府が判断した利用者の利益を阻害する危険性がある6関係国との間で嫉が起き妙卜うに繊改正の前1・＋分に鰹軽ζζも砥適法陣騨解離欝欝灘噸脚下即鱒よ∵轡�i警三ζ、【資料3】EESCプレスリリース（04年1．2月16日付）および意見書の主要点〈プレスリリ「ス〉　　　　　　　　　　　　望粥、・・恥i・・P・perの祖シアティプとζ’こ揮よるプレイ・朴「ミ1ング鱒照する・恐．、∴．’総轡騨法の響薫じさせ卿1騨1騨lll騨1轡．・法の舶を醗するため、綻の移欄問轍啄その間！ま姉／脚代謝郊頚蝶貝ゆ、騰難奪詣膿驚；譲諜雌響聾離騨！雛1：1・EUの一方的な行動は回避されるべきであ駄同盟制度廃止に伴うEV加盟国と章易相手甲餌ρ彰　響を十分に検討する必要がある。22轡せんきょう∫朋2005当協会の主催により新年賀詞交換会を開催　当協会は、1月5日に海運ビル2階大ホールにお睦で新年賀詞交換会を開催した。　昨年までは、�兼�本海運倶楽部が主催し、当協会も協賛して実施していたが、同倶楽部の解散に伴い、今年より当協会が主催して開催することとなった。　当日は、車益者である当協会草刈会長（日本郵船会長）の年頭挨拶に引き続き、来賓の岩井国土交通副大臣よりご祝詞．�賜り、当協会鈴木副会長（商船三井会長）の乾杯の音頭で盛大に賀詞交換会が開催．、．された。r：1．＼．　会場ぼ、．巻協会会員を始めとする毎運関係者、．国／・三二二二二三二二二丁三図．▲賀詞交換会め模様．声当協会草刈会長による年頭挨拶．▲岩井國臣国土交通副大臣による来賓挨拶スマトラ島沖大地震およびインド洋津波被害国への救援物資輸送協力を表明　景雲今1ま1凋7臥昨年末に起きたスマトラ島沖大地震およびイ）くド洋津波被害国に対するわが∫恥5φ搬物資輸送に関し・・政騨機謙り幽趣廻国僻晒依頼カミあ・た場合顯：藩瓢鵬灘議覧釜曝鷺田地の対郷1耀みさ郷　・依頼を受けた場合、虞際の輸送は当協会会員である日本郵船・商船主井・川崎汽船の外航定期船、運航事業者β社およびそれら関連会鴛．によるドライフンテナ輸送によって行なわれ＼卑京・、名古屋．・Y蕊の各播醜からシシガポ「ル・マヒ．ラア・刃�hカ・rダドネシア∵タイ等被摯：国における聖母の寄港地までが黛償で輸送されやこと．になっている。　当協会はこの協力体制表明と併せ、激鐸物資七宗諦力に関して会員と事務局ζの聞での情輯共有を図るたあ「スマトラ島沖地震・津波被害支接対策チーム」を設置した。〈お問合ぜ先〉当協会による輸送協力全般に関するお問合せは以下にこ連絡ください。　日本船主協会　企画部　担当：石川　電話：03−3264一ア180せんぎょうメ副2005�R23海事振興連盟、第1回内航分科会を開催超党派の議月で構成する海事握飯連盟！会長：関谷勝嗣参議院議員｝は、平成玲年11月30m『第1、回内航分科会を開催し、112名（うち国会関係84名、官庁・業界28名）の参加を得て、．分科会長に山本：公一ﾜ難事（衆議院議即腿出し・・内編運業が瞑る問題について言轍した6　関係業界側からは、・当協会理事の内航活性化小委員会：前田恭孝委員長、日本内航海運組合総連合会ま罐石信義今畢〉日本母距離フェ．リー協会：谷口征三令長らが出席し・「内航海運業σ）現状と要望⊥について次のとおり現状説明と’v望が行われた。当協会琿事、内航活il隼化小委員会、、、　CO　2劇減のたあ、長距離輸送トラック2から海運．・鉄道を利用するモーダルシラド、への転換を推進していくために日本船主協会の内航活性化小委員会で1年以上に亘り協塗している◎主に．コネト負担を軽、減す夕ため、’、�@租制措置�A輝制緩和�Bインフ摩備の3点腫点にまとめた「モ：一ダ歩止フト盲進に画する要望」を先般、、国土交通大臣および海事振興連盟会長に、．拙し郊と寵せこの魏概黙外ミ・、…、て説明を行った。（【資料】参照）．前田恭孝委員長贈．幽噸達組合緯韓ご轡ll；1∵1∵鷺蒙1湯2004年野瀬における暫定措瞬業の鯖保証榊！6Q億円鞭挿び先口常国会での「暫定措置事業を今後ども継続して円滑かつ着実に実施ずること』という附帯決議に対レ業界として謝意が述、べら樋とともに・躰経団連2004鞭箒墜鞭望の暫麟齢業の早期解消」について業界とし轟馨謝罪罐講磁嚢薪懸顯鼎騨騨耕客『潤日本環距離フェワー協会．、谷口征三弁長および高松勝三郎業務季員長．．　要望内容たある航送用シギーシに関する自動車税、」自賠責保険、、車検制度、車庫班制の問題につい懸．耀灘　�f『、v　〜購ピ▲第1回内航分科会の模様ては、エンジンのついたドラックや専ら陸上を走行している陸一ラ．」．綱けうに義務付ける必要はないはずで、それを緩和することによりトラック事業者がフよリー・RO撮0船さの利用機会が増えるといった主張を長距離フェリー協会として従来から行ってきた旨、説明があった。24�Gぜんきょう∫απ2005　以上の説明に対し、’国土交通省：矢部海事局長より｛できるものから逐次措置していきたいとされ、・．暫定措置事業は確実な実施、カボタージュ制度は必要であり堅持、モーダルシフトについては関係業界と対応していきたい旨、説明が南っ福　　　ジ　　i「�d．、　．．：�d、h、己「ご・寄、なぞゴ＼校紫濃霧蕪難脚継互轡鷺瞥響欝警崇躍警季1　【資料】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年11月22日　国土交通大臣　　　北側一雄殿　海事振興連盟　会長　関谷　勝嗣殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�兼�本船主協会会長草刈隆郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本長距離フェリー協会　会長　谷口　征三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本内航海運組合総連合会　会長　立石　信義モーダルシフト推進に関する要望　わが国内航海運業界は、国内物流の大動脈としてわが国産業や国民生活に欠くことのできない物資の安定輸送に大きな役割を果たしております。　近年では環境低負荷に資する船舶を投入するなど、業界を挙げて地球環境保全に努めるとともに、政府の「グリーン物流総合プログラム」のもと、荷主産業や他の物流産業との連携を一層強化し蜜国策でもある地球温暖化対策の推進に積極的に協力しております。　政府におかれましては、平成13年7月「新総合物流施策大綱」においてモーダルシフト化率を2010年・までに50％（H13年時点で38．6％）に持っていくこと、平成14年2月には「地球温暖化対策推進既判．において運輸部門は4600万トンのCO　2削減目標を掲げ、そのうち440万トンはモーダルシプト等（海上へのシフトは370万トン）で削減するといった方針が打ち出されております。　さらに、地球温暖化防止のための京都議定書は、ロシアが批准方針を明らかにしたことで、2005年にも発効する見通しとなり、わが国の温室効果ガス削減義務（2008〜12年置間に1990年水準と比べ6％削減）が現実味を帯び、特に運輸部門における削減目標の前倒しが求められることも予想されます。　こうした環境負荷低減の目標を達成するには、今後、貨物の海上輸送へのシフトが早急に求められ、そのためには、輸送コスト低減はもとよりのこと、これに必要な航路の拡充、岸壁の整備、大型船投入の促進およびそれに伴うインフラの整備が図られることなど所要の環境整備が是非とも必要であります。　つきましては、企業あるいは業界によるモーダルシフト推進への取り組みをさらに促進していくために、下記諸項目の実現につき、特段のご高配賜りますようお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記1，税制措置の実現　・燃料油に係る石油・石炭税の実質非課税化　。内航船の固定資産税の軽減　・航送用シャーシの自動車二等の減免措置の実施2，規制緩和　・航送用シャーシの自賠責保険加入免除ならびに車検制度・車庫規制に係る特例措置等の実現3．インフラ整備　・フェリー・内航海運の岸壁、埠頭施設の整備　　（埠頭地区の駐車場・ヤードスペース、荷捌き施設等の整備拡充。）せんきょう∫伽2005��25　　平成17年度予算の政府案が出され、国土交通　　省関係では重点的に推進する事業・施策等の　一つとして「スーパー中枢港湾プロジェクト　£の推進」の283億円が計上された。鑑灘灘墜婁炉塞華11馨鷺慧義奪　　改組しフェリーなどのカルテル問題を除く非　　カルテル事項を当協会に、日中間のコンテナ　　・ルール協定と輸送実績集計業務を海運同盟　　事務局に移管した。事務局は廃止、機能は会　　長会社が引き継いだ上で会員総会・会長・会　　計監事の3つに簡素化された。慧轟轟1轟轟喬曇馨蒙蔚霊獣　　港湾物流情報プラットホーム構築実現に向け　　た推進方策や小口貨物についての港湾物流業　　務モデル案等が提示された。灘瞬政府与党は平成17年度税制改正大綱を発表し騰た．海運関係税制では調合舶特別償却制度が　　現行の償却率を維持（ダブルハルタンカーの　　特償率の上乗せ分および船員教育訓練設備の　　特償は廃止）、2年の延長が決定された。また　　適用対象船舶はこれまでの近代化設備要件に　　加え、環境負荷低減型船舶に限定された。26働せんぎょう∫α，12005三聖灘公希書隷舗銅論購講磯�堰E�炎C洋汚染及び海上災害の防止に関する法　　律第六十五条第二項第一号に規定する担保金　　の提供等に関する命令の一部を改正する命令　　（内閣府令／国土交通省令第4号、平成16年　　12月2日公布、平成16年7月1日施行）�堰@船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処　　理の方法等に関する省令の一部を改正する省　　令個土交通省令／環境省令第4号、平成16　　　　　ろ　　年望月2日公布、平成16年7月1日施行）�堰@危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正す　　る省令（国土交通省令第108号、平成16年12月21　　日公布、平成／7年1月1日施行）�堰@船員保険怯施行規則等の一部を改正する省令　　（厚生労働省令第186号、平成16年12月28日公　　布、平成17年1月1日施行）講欝撰際会議�S離定磯麟意雰織会議名：IMO第9回無線通信・捜索救助小委員会　　　　（COMSAR　9）日程：2月7日〜1ユ日場　所：ロンドン会議名：シップリサイクルに関するILO／IMO／バ　　　　ーゼル条約の共同作業部会日　程：2月工5日〜17日目　所：ロンドン会議名：IMO第48回設計設備小委員会（DE48）日程’2月2ユ日〜25日場　所：ロンドン会議名：ASFシップリサイクリング委員会第8回　　　　中間会合日　程：2月28日〜3月1日場　所：広州�堰@船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省　　令の一部を改正する省令（厚生労働省令1国　　土交通省令第2号、平成ユ6年12月28日公布、　　平成ユ7年1月ユ日施行）ぜんきょう卿勿2005�O27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごz＝、翫総撒繍騰灘麟繍鑑灘灘器灘羅慧灘翻I1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　　（単位：母運紆充計一…一一　一一・10億円＞　　2，対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）前年比・前年同期比（％）年　月輸　出iFOB）輸　入iCIF）入（▲）出超輸　出輸　入　　　1985@　　1990@　　1995@　2000@　2001@　2002@　2003Q003年12月Q004年τ月@　　　　2@　　　　3@　　　　4@　　　　5@　　　　6@　　　　7@　　　　8@　　　　9@　　　　10@　　　：「：1．．．41，956S1，45フS1，530T1，654S8，979T2，1D9T4，562S，958S，274S，768T，442T，107S，724T，289T，308S，783T，463T，472T．，．．1．与◎311D85R3，855R1，548S0，938S2，415S2，228S4，322R，835R，774R，367S，319S，030R，793S，146S，174S，210S，231S，318D4よ．T56．P．10，870V，601X，982P0，715U，563X，881P0，240ﾅ，123@　500P，402P，123P，076@　931P，143P，134@　573P，232P，155@　．600：．，　　4．0@　9．6@　2．6@　8．6｣5．2@　6，4@　4，7@　8，5@　11．3@　…0，3@　｝3，2@　�e0，8@　9，8@　19，4@　14．3@　10．5@　12．4@　11．7?R141▲3．8@　16．8@　12，3@　16，1@　3，6｣0．4@　5，0@　　L6@　0，8｣0．9@　12．3@　B．6@　5．0@　15．5@　8．3@　18．5@　12．5@　12、7D28『1．．（注）　財務省貿易統計による。3，不定期船自由市場の成約状況年　月舗）物最高値最安値！990144．81124．30160．10199594．0680．30104．251999113．91111．28116．402000107．77102．50114．902001121．53113．85131．692002125．28115．92134．6920031τ5．901D7．03120．812004108．τ7102．20114．402004年1月106．48105．97107．552106．46105．34109．003｝08．62104．30112．124107．25104．03110．205112．35108．82114．406109．47107．35川．077109．36107．90112．088110．36109．15111．709109．96109．22111．2010108．921．06．13111．1011104．93102．4D106．9812．．．．P．O3：．，84．．102．20．：．．　　書　　　ぐ（単位三千M／T）妊＝L区分航海用船Aシングル（品　目別内　訳）用船年次ロ　計連続航海航　　海石　炭穀　物砂糖鉱　石スクラップ肥　料その他TripPeriod1999141，321L304150，48156，18430，6863，27457，3092351，70911082149，73439，58120DO146，6432，182144，46146549　　脚26，1474，57667，431｝9818211551170，03245，0212001154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，17フ472978914150，15438，4552002132，269978131，29143，40615，1825，85365，1054421，0542491B4，89050，4フ4200399，6551，32098，33530，7226，0973，65757，001248438η2208，690811721200483，3982，41480，9843L8755，6217DO41β94．596690108250，38659，9062004　49，8975499，3484，09844104，634D1571823，4142，97157，8121507，6624，209296423，080o35016，7881148767，93460D7，3342，2149刀2B23，764996022，3074，31276，82606，8262，760LO6402，8406993025，9458，83786，0385055，53311441262斜23，6078031019，6124，64597，9941607，8342，065373495，11B65164025，9426，411王04，フ2104，7211，935546242，0906858022，7436，659114，80904，8091，5102673】2，99704019，3187，998D12．．41．，W30．04，83G．2007．．Q61．45．．．2．，465．50．2．O．17．，．106．．．4，与76．、（注）�@マリタイム・リザーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。28鐙せんぎょう∫伽2005，繊襲購風諭憲磁臨海鷺無暗繍1騰’繍奪蕪編議薦両断雛蝋1蔑鑑繍欝叢論譲融融禽滋藤講譲　訟膨轍薦臨蹴鋤内監7輪蝉　　ト細300細1叩’o原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／西欧）、P400RDO−巳、匿1｛」f「P再r「’「、「1」細，、ρ　　　’L　　hF　　　、　　　∫@　〆曾Dノ／石ペルシヤ湾／日本@　　　ド　r　　　　　　　　　看黙、l　L、　ハ1！ぜf　了A．　　　　　’@　　囁11’伽1的’’、「！｛一　’j’_・罰℃」「ペルシャ湾／欧米「999〔年｝糊20012DO2鞭�o｝陥。Ω8060姐’20o穀物（ガルフ／B本・ガルフ／西欧）苛ド「；　凡ドvトF：　囁f1：…ジ1　　凡冗内囁！’F　　　　　　i、　　　　　　臼　「囁／・・ラ画　　石遣＝@　　、イ　　「11∴・ぐρ　　　・「，卿フ孕欧窓，忌　　1、ジ：＝、�a一P199『1年）　　　　　　�o節。辱囁怨〕22003　　、、2004�去M8060�SドO4，原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）　　　　　　　rペリレシャ湾／日本ペルシヤ湾／欧米月次200220032004200220032004し・最高最低最高最低最高最低最高最低最高最低最高最低150．0034．75161．00102．50152．5087．0040．OD35．00120．0075．00127．5082．50242．5037．50132．5067．50159．00102．5040．0036．25117．5065．OG132．5087．50337．0032．00160．00105．ODη7．5D7D．ノ54DOO30．OD145．DO85，DO112．5060．004［」ゴゴ71@噛「P29．50U2．0028．00R9．50137．50PG9．5052．50S2．0011D．00P25．0077．50V1．2531．00S8．7527．50R3．0097．00X9．0045．00TG．OD87．5DP0D．006フ．50U9．506「35，0029．50900056．00135．00114．0042．5031．0070．0052．50112．5087．50750．0032．5063．7545．00148．00120．OD38．7529．5054．0042．50123．OD95．DO835．0068．0041．00121．0097．5032．5028．0057．5040．OD102．5G87．50945．0034．00135．0070．00157．5083．5042．5028．00115．OO50．00145．0075．001099．7540．5078．0042．50290．00156．0068．5042．5090．0G4750225．DO117．5011110．0062．50152．50102．50350．00265．OD72．5047．50126．5075．00255．0D167．5012137509901600D133753TO　OO110．5010500800013750950D2250G13000（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。5．穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次2003200420032004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低127，90　　27．25一一一227．4073．00一『329．7572．50一一434．00一皿一532，50　　32．00一20，25　　18．50一631．25　　29．4037．0018．20一732．7550，00　　46，5020．00一8一53．7520．00一934．25　　33．75一20．00一1D37．0059．00一一11一62．50一一1254506100一一（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の　　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。激職響1漫麟鷹島欝鱗灘騰慰1ミ提…難蹴1：解縣搬難羅建難艶際螺1驚；1難叢！；『！灘鞭！＝響欝欝鍍纈鐸難壽i撚鱗鼠澱羅1〔1饗嚢騨欝難i犠藝螺；茎遣・ミ…｝：罵こ轡せんきょうノ伽2005�K29，“燃奮撫き編煮藏灘騰繍蕊藻ゑ難騒繍識繍鮭編購継諜1亀繍撫灘義設菰纏珍灘1灘鶴灘識難魏繊・撫講簸繍蕪離識灘灘「　灘内　　　蝋　隷　　石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石〔ブラジル／中国・ブラジル／西欧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　溜　�蒲ｯ503020毛o0鉄鉱石（ブラジルノ中国〉簑・．阿�j辱F旨1　　　　　置P　5　　　軍F「ｿ石炭（オーストラリア／西欧）／「、囁胃＼鉄鉱石（ブラジル／西欧ジ細働　　響20c12QO2�括o5035◎瓢2田30　　20320王o1531005δo囁@　　o運賃指数挿　　　　　　　　　　　、　　一ｪン7’イーNリーンY、，H自ndy−P、、　　　　　“再、�e｝　甲　　　　　　石@Oba門i一P�_’、ヒ多禦＝「、’Af旧炉@　辱1・P1▲�`［糖1　　・SUθz一炉@　　　　、ﾚ［@　　引P』1r’’N亀　　　l撃ﾖ　1、・’し．N　空1．ｵ1　　　　　“@　　　A，gP粍囁@　雫「、@　、1’A囁、層　　’�扞I、、　�d　、　　　　　　眞@　、　　1「　小製　　1�j讐・’魔kc6峠@　　�h苛iノ，遣『・≦ヘノ中型，f@亭　寧、E　て，囁早　、ジ@　　Fh　　’V」C口石F、　　　　　「内@　　hC　F20σ0【年｝　　　　2001　　　　2002　　　　2DO3、　　　　　　　　　　2購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　り姻働300．25D’200遡「毛。じ・500　　　　　　　…6．石炭（オ「ストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位：ドル／トン）オーストラリア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石）ブラジル／西欧（鉄鉱石）月次200320042003200420032DO4最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高“　最低114．20　　12，2039．70　　35．0014．30　　12．5046，50　　34．009，40　　7．802600・・　22．00215．25　　η．4532．0015．00　　13，1550，σ0　　35．008，80　　　6．2526，00　　20．フ5315．25　　τ3．7031．6515．80　　14，2040，00　　35．509，00　　7．7019，007「17．25　　　　　ヤ4一｝16．00　　148035．00　　32．508，95　　6．7518，00・　15．25　　　　12516．3518．3018．00　　16，5026．50　　25，0010，35　　9．2514．75　　11．306｝一18．00　　16．2528．00　　22．909，50　　8．4013．50　　8．257一一17．50　　15．4032．008．50　　7．0518．90　　16．90817，15　　16．30一20．35　　17．5034，50　　10，20一19．00　　14．909一一21，50　　1B．5037．55　　30，00達1．60　　11．5018．25　　14．5010一27．50300040．00　　33，25｝8．75　　13，90『1132．0041．0035．50　　29．5045．8D　　40．0022．00　　17．0025．0012一一33．50　　30．0050、60　　41、8G21．0027丁10　　2250（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値。7，タンカー運賃指数タン力一　　運賃指数月次200220032004VLGC中型小型H・DH・CVLOC中型小型H・DH・CVLCCSuezAfraHandyαean1239．986．9126．11653148．198．6P33．3161．9P80．9165．6P86．8266．3Q67．1231．3Q45．6卍33P32250Pフ8289Q15386R55287R26339．485．61マ5．81588149．91140224．9275．6290．0273．4…32153182238323436．091．3η6．6了642148．51286240．2294．0290．0328．29614マ14020421θ536．4105．4143．9194．2178．8798150．4217．フ200．0294．395137164201235649．989．9159．12040177．1854156．2200．9235．023i．1達19149193233256740．196．8130．22008158．0506110．5132．9250．022LO｝27156187243240844．683．3131．5166．8171．352．8103．2167．フ197．5221．1107155169219217935．683．9109．61583178．058．492．1138．2208．9233．11031541632292261041．083．3118．1153．3154．9579120．4153．3202．0180．01952853553202631173．3107．9137．5154．4遷73．5704158．4164．0258．3213．312102．71722▽5．8192．5207．71255278．9332．5290．0288．6平均48．2978132．5173．2166．287．9164．8202．4246．32468（注）�@2003年までは「Lloydls　ShipManager」、2004年からは「Lloyd’s　Shipplng　Economist」による。�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分については、以下のとおり（〜2003）�CVLCC．15万トン以上◎中型：7万〜15万トン�S小型13万〜7万トン◎H・D＝ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満��H・Cロ八ンディ・クリーン：全船型。（2004〜）�FVLCC：20万トン以上◎Suez：12〜20万トン�SAfra：7〜12万トン◎Handy：25〜7万トン��Clean：全船型∴三＼　諏、　“　　ζζ、，〜’レド瓢パ∵：∴ゴ慧》二四1ピヂ臣F�h曽ρ　烈　w“詞｝　ヒ猿三；ゴ・：、＝も：懸盤蝶i：⊃1：警「灘ご酸畷1緊曇1：」1畿轍置嚢：鷲30働ぜんきょう力π2005磁醸鞭軸譲撚　　　柵　・撫脚膣℃　　備‘蕪F　鰹礁鎌繕懲罰糠鞠’w@　　　　臣　　　窄　潟　醐　　　お　　畝　埠　　’『　州　躍獄　　　灘纏鑛�梶c�o・脚�o加枷�o，靭ロ鋤・鋤m・。用船料指数1200P100遣∵10DOc。�_1Fト肖r之F「し伽800F「ノし　脚　　　、「T，　　「v　1　　　．@ヒF117α0ｾ�鰹轣G1　石@　Fv」、　　F、f　　　「ｹ　　　鴨4DOへ8．5万以上@畢5寿以上85万未凋v�`　　、5万以よT万未腐　ノ協　1　　　　　Am　　　し　　、黶fP　　1　　　，”竅fv300，Qσ0P00O一2万以上一＼　総合指数35未満［19991的−四　　　2D口σ：騨1　・2既　　脚　ギ2�o　ド｝DOO万D酬脚�o細200，0係船船腹‡�o怩c酬‘ドこ　｛　　　ご　瓦轣@　c｛粍「日DD遣1「ご　P「内、、「ド「A6QO炉」二　P、“i　・@　剃�j＝ζ＝　　　h」　「ρこF、　こ　ド￥ゴP窄F「�eヒ「囁姻＝−　看r冗、rρ「早|”へi’　1ノ　ド罰P@F�　　　　‘ド内尅DF’@1．h　　　，、囁D・　　　ン」囁「几ド！　・戟@　囁ド　　　、　P　ド．　　F1　　　　「　　｛　　、o♪∫♪汐ンカー，汽41ま囁　早　　内�d　　’A【’　’》　　P　，　　　・7　　　　　遣ﾑ内臼、　　’・、＿’r　、・　　　配@　、1v唱@囁　　’　冗　二A　　　囁@し囁20Qo19的【年120qo’　　　2001　　　　2σ02、2D03，脳8，貨物船定期用船料指数20032004月次1．2万以上Q万未満2万以上R．5万未満3，5万以上T万未満5万以上W．5万未満8．5万以上総合指数1．2万以上Q万未満2万以上R．5万未満3．5万以上T万未満5万以上W，5万未満8，5万以上総合指数17231992342952351853416015638518755532192192207243229156349716732835B816133一212244281245151一63670686173545143492822573252592034486155刀73060455852672832853822902905855154835554465336267309347343297304一419341439432401722131427833G298273一4154405485384788一295280315306276626476484596645562926630728932135029444351050168162651410一34238154369G337336一532ド’『T56・663．664、5G3’11一’42241760566230912一469521688772360出所：「Lbyd’s　ShiPPing　Economist」　（注）�@船型区分は重量トンによる。　　　　�A用船料指数は1985年；100。9．係船船腹量の推移200220D32004月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数干G／丁千D／W隻数『二G／丁干D／W隻数干G／丁干D／W隻数千G／丁干D／W隻数干G／丁干D／W隻数千Gノ丁千D／W12421フ541，96640　7921，52824111859L95843　9D51β38205113171135053　287　48922321、7141，89940　6661259236118651，91144　7411、488206112361127951　286　490つり4［U2291，7281，887Q381、8962，061Q301、7631，94640　6881β05S2　6921β10S1　6351，199237117701，791Q32116871，720Q24115251，55545　485　940S4　361　706S6　52511Dl61881．15611234P811，10目1232P751，0411，17856　300　509T5　163　256T4　145　22462211，7421，93642　63フ112022151．441L51348　52711D19168　9351105755　142　21872221，6781，87443　832116572261，556ワ1948　52411014166　9021100652　13τ　20482231．66711861471，4753，0042151，477L63350　78611569159　9001100850　130　19992291．72711927471，5503，1552三31，40フ】，53450　78411567146　802　88147　　90　14601112281168211937Q251165811878481，5623，173T01．5563，1622031，2フ31，383Q091，3201，40653　70911414T2　70611407155　882　934a8　813　87743　103　148R8　達13�d　1621222DlI63311841471，48G　3，0002071，3081，38651　70511407　（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。1鶯！；畿懲票1磁綴騨撒燈1湛こ1遡縮ll；：溝漏課鷲「ぐ：：ン1灘1際饗1セ：ll：1塁贈甥馨1諜ご欝顎欝き罫雑麟蟹膨1濃筆掘驚灘藤騨鐸ll；セ：綴せんきょうノ伽2005�G31一一一一一一一一　　　　　先日、オレオレ詐欺（別名「振込み詐欺」）に出　　　　くわした。突然の電話を取ると「お父さん？洋子。　　　　交通事故を起こしちゃった」と娘の泣く声。動転　　　　している。「どうした？どうした？」と返すと警察　　　．官がでてきて∫娘さんが秋葉原の交差点で事故を　　　　起こしまして、．勾留しています6まず、身元確認　　　　をさせで下さい。嬢さんのお名前は植村洋子さん、　　　　住所は○○、電話番号は○○、で間違いないです　　　　か．？」「間違いありません。で事故の状況は？」「交　　　　差点で人を援ねました。ご夫婦だったのですがご　　墨．等主久のお名前は○○さん。24歳。奥さんは○○さ　　　　ん、23歳でご主人が奥さんをかばう形になって、　　　　搬送中に死亡されました。奥さんは意識不明の重　　　　体です。」私の電話を持つ手に汗がにじみ出し、更　　　　には血の気がスーツと引いていくのがはっきりと　　　　認識できた。　　　　　「従いまして、娘さんを業務上過失致死罪容疑と　　　　いうことで逮捕、勾留しております。」私の驚く応皮　　　答を横で聞いていた妻が「功太郎1お姉ちゃんが　　　　人：を礫�kて、考の本死んじゃった1」とたまたま　　　　居た息子に縄跳で�kるのが聞こえる。何とか悪夢　　　　あるいは巷間言われている何とか詐欺であってほ　1　　し．いという切ない望みを抱きながら、私は被害者　　　　の家族にどのように詫びればいいのか、殴られて　　　　も蹴られてもただひたすら娘と頭を下げるしかな　　　　いとそのことばかりを考えていた。　　　　　次に警察官に代わり、保険会社から派遣されたという弁護士が「青山法律事務所の○○と申します。この度、娘さんが起こされた事故のことですが、事故状況からいって娘さんに一方的に非があるということで48日間勾留され、そのまま裁判所に移送され、実刑ということになります。ただご存知の通り、保釈という道があります。」「わかりました。それをどこにもつていけばいいので？」「いえ、裁判官たる公務員は民間から現金は受取れないのです。司法書士がその手続きを行いますので、そこに振込んで戴きたいのです。」「え1そうなんですか？振込み？」私に落ち着きが戻ってきた。「ええ。」「それでいくら用意すればいいので？」「通常ですと200万から300万円です。今すぐお手元にある現金を入れていただければ、内金ということで手続きに入れます。」私は一つ一つを復唱しながら妻に伝えていた。その口座番号を控えようとしていた時、動転して老眼鏡が見当たらず携帯のボタンが押せなかった妻に代わって娘と連絡を取った息子が「お父さん1お姉ちゃんが会社に居た1」と言って私から受話器を取上げ、「本人の確認が取れたぞ。あんたは誰だ1」と叫んだとたん電話が切れた。　日頃乱暴な運転をして家族を心配させる娘を除く善良な私たち3人は抱き合って喜んだδ詐欺と願っていたことが事実となり、悪夢が消えた安堵からか、犯人たちへの怒りは未だに不思議と生じない。　　日本船主協会　常務理事　植村　保雄一…一…　一一・ﾒ集委員名簿一一一一　一　一　一一一一編集後言己一・第一中央汽船　総務グループ次長飯野海運　スデークホルダーリレーションズ　　　　　マネジメントグループ法務・保険チームリーダー川崎近海汽船　総務部副部長川崎汽船　IR・広報グループ情報広報チーム長日本郵船調査グループ調整チーム長商船三井　広報室室長代理三光汽船　社長室経営企画課長三洋海運　総務部総務課長新和海運　総務グループ次長総務法規保険チームリーダー日本船主協会　常務理事　　　　　常務理事　　　　　店務部長　　　　　企画部長　　　　　総務部長　　　　　工務部・労政担当部長加藤和男鈴木康昭廣岡　啓高山　敦」］田喜之大質英則遠藤秀己荒井正樹森　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　　晃高橋幸一郎　明けましておめでとうございます。外航海運にとっては晴れやかな新年のスタート．となったのではないかと思いますが、みなさまはいかがでしたでしょうか？　外航海運業界では、今年も活況が保たれるであろうとの見方が強いようでまだまだ明るい見通しが続いていますが、その一方で業界が抱えている未決の多くの問題はいまだ道半ば、といった感があります。今年は少しでも先へ進んでいくことができれば、そしてそれをお伝えできればと思います。　当協会自身も組織改革を行い、新体制で新年より新たな一歩を踏み出しました。本年もどうぞこの「せんきょう」を宜しくお願い致します。　　　　　　　　　（MN）せんきょう1月号　No．534（Vol，45　No，10）発　行O平成16年1月20日創　刊��昭和35年8月10日発行所蓼社団法人　日本船主協会〒102−8603栗京都干代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7181〔総務音B（広幸侵）〕編集・発行人��梅本哲朗製　作鋤株式会社タイヨーグラフィック定　価軸407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　購読料を徴収している）32翁せんぎょう∫απ2005月本の経済を支える海運にはぐ．諸外国並みの税制が必要ですσ　　麟漁灘難懸”　p　’囁測　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っています。　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。トン数標準税制の導入国導入済みオランダ、ノルウェー、ドイツ，イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランス、Aイルランド、ベルギー、インド導入決定済米国、韓国　　　税魅、グ（｝匡・日本　観“凹　ノ〃一船が支える日本の暮らし一社団法人日本船主協会http：〃www．jsanet．or．jp〆

